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ア 設置の趣旨及び必要性

Ⅰ．設置の理由及び必要性

１．応用生物科学研究科

現在、東京農業大学大学院は、農学研究科及び生物産業学研究科の 2 研究科を有して

いるが、農学研究科は、大学創立 62 年後の 1953 年、本学の建学の精神である「人物を

畑に還す」、教育研究の理念である「実学主義」のもと、より高度な知識と技術、研究

能力を修得させるべく設置された。設置当初、修士課程の農学専攻、農業経済学専攻で

スタートしたが、その後、博士課程の設置、その学問領域の拡大と共に専攻の増設が行

われた。それは、1998 年の農学部の再編成により、農学部 2学科、応用生物科学部 4学

科、地域環境科学部 3 学科、国際食料情報学部 3 学科に加え、大学院農学研究科 11 専

攻が設置されたことに端を発している。その後も学科の増設に伴い、現在では、大学院

農学研究科に 15 専攻を有し、私学の農学系大学院としては最大規模を誇っている。 

昨今、農学は未来に向けた総合科学として、生物資源学、生命科学、環境科学、健康

科学、経営•経済学、社会科学にまで、その学問領域を拡大し続けている。応用生物科

学は農学を基盤としているが、特に生物（動植物・微生物）がもつ多彩な能力を応用し

た生物資源利用、食料生産、健康、環境、エネルギー問題を解決し、人と環境が調和す

る生活を多元的に支える学問領域である。応用生物科学がその中核を担うバイオテクノ

ロジーは、様々なバイオ産業分野（医療・ヘルスケア、環境・エネルギー、ものづくり、

食糧）で利用されている。2030 年には、経済協力開発機構(OECD)加盟国におけるバイ

オ関連産業の市場規模は国内総生産(GDP)の 2.7%（約 200 兆円）に達すると予測され、

バイオテクノロジーが貢献する市場に対して“バイオエコノミー”という概念を提唱し

ている資料１。欧米各国は、バイオエコノミーに関する戦略を検討し、重点的な取組み

を始めており、持続可能な開発目標（SDGs: Sustainable Development Goals）資料２

についての達成に向けて、世界的にバイオエコノミーの潮流への期待が醸成されつつあ

る。また、我が国でもバイオエコノミーの拡大とスマート農業技術・システムの国内外

の展開による新たな市場獲得（2,400 億円以上）や農林水産物・食品の輸出目標の達成

に貢献することを目指している資料３。このようにバイオエコノミーや SDGs が目指す

持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現について世界の意識が向かう中で、応用生

物科学の果たす役割は大きいことから、本学においても、応用生物科学部の学士課程教

育を深化させることが重要となる。そのためには、大学院の博士前期課程の 2年を加え

た 6年間の一貫教育を目指し、応用生物科学分野での問題解決に向けた柔軟な判断力・

遂行能力を有した人材を、さらに博士後期課程では、関連分野での国際的かつ高い倫理

性を有し、当該分野の先導的研究者・教育者あるいは専門家として独立できる能力を有
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した人材を育成すべきと考えた。 

以上のような観点から、農学研究科から応用生物科学としての専門性の高い農芸化学

専攻、醸造学専攻、食品安全健康学専攻、食品栄養学専攻を分離した応用生物科学研究

科を立ち上げる必要性を感じ、本設置構想に至った。 

２．農芸化学専攻

本学は、教育理念「実学主義」のもと、21 世紀を迎えて進展する社会の高度化・複雑

化に伴った農への期待や要求の拡大等の時代的要請に応え、既存のコンセプトである

『生命・食料・環境・健康・エネルギー』に加えて新たに『地方・地域創生、グローバ

ル化』のコンセプトをも推進することにより、農学系総合大学としての教育・研究の全

体像を社会に示しつつ、持続的に発展していくことを目的としている。 

日本学術会議では農学を、食料や生活資材、生命、環境を対象とし、農芸化学、生産

農学、畜産学・獣医学、水産学、森林学・林産学、農業経済学、農業工学の 7つの基本

分野で構成される、と定義しており、農芸化学を農学の筆頭分野と位置付けている。農

芸化学は、動物、植物、微生物を対象として、生命の仕組みを個体レベルから分子レベ

ルまで様々な視点で解明するとともに、生命活動の根源である多様な化学物質の発見や

その利用を目指す分野である。天然物有機化学、分子生物学、酵素学、微生物学、発酵

学、植物学、動物学、食品科学、情報科学等に関わる広範な領域を含み、応用面では、

食料・食品・医薬品等の生産・製造や環境浄化等に必要不可欠な技術とその裏付けとな

る理論を提供している。そのような研究・教育を深化させるため、本学では 1956 年に

大学院農芸化学専攻修士課程、1959 年に同博士課程を設置した。以来、修士 892 人（1958

年度～2017 年度）、博士（課程）154 人（1961 年度～2017 年度）、博士（論文）335 人

（1963 年度～2017 年度）を輩出している。 

一時期、日本の大学・大学院の学科・専攻の名称から「農芸化学」という言葉が消え

つつあった。しかし、農芸化学は基礎研究を基盤にしつつ、その成果や技術的側面を人

類社会のために役立てようという応用的側面も重視するところに特徴があり、さらに応

用研究の中から新たな基礎研究のシーズを探索することも重要視しており、その必要性

は現在ますます高まっている。農林水産省の技術系職員としても、「農芸化学を専攻し

た人」が求められる人材として挙げられている資料４。さらに近年は、ケミカルバイオ

ロジー、オミックス、バイオインフォマティクス等の新しい手法を積極的に取り入れ、

食生活による疾病やエイジングの制御、バイオレメディエーション等の分野にも農芸化

学の研究が活かされており、修士課程においては、常に最新の理論と技術を習得して使

いこなす素養を、博士課程においては新規な戦略・理論の提案を主体的に行う素養を身
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につけることが求められている。 

1980 年代以降、学部・研究科の名称として「農学」ではなく生物生産、生物環境、生

物資源、応用生物等が使われるようになってきたが、微生物の機能を利用した発酵技術

や環境バイオ技術、天然物由来の生理活性物質を基盤にした医薬品開発、食料素材由来

の機能性物質を用いた健康増進効果を持つ食品の開発など、その研究対象の広がりに鑑

みると、「農学系研究科」の「農芸化学専攻」であるよりも「応用生物科学研究科」の

「農芸化学専攻」であるほうが、その研究・教育の題材をより明確に表現できる。 

以上の背景により、本学では、既設の農芸化学専攻を「応用生物科学研究科の農芸化

学専攻」とすることで、農芸化学科における 4 年間の学士課程教育に加え 2 年間の修士

課程教育を加えた 6 年一貫教育を通じて、農業が生み出したあらゆる生物資源を多角的

に活用できる人材を育成する。さらに 3年間の博士課程では、成長・拡大を続ける農芸

化学の新展開に寄与する人材を育成する。 

 

３．醸造学専攻 

本学は実学主義を教育理念とした大学として、建学から 120 年以上にわたり、農学を

中心とした、幅広い食品関連産業に優れた人材を輩出してきた。建学時から現在に至る

までの間、国家の産業構造は大きく変化し、本学も時代の要請に適応した教育を行うた

めに、組織改編を重ねることで、現在の農学系の総合大学として発展してきた。 

醸造科学科は、全国の醸造蔵の子弟教育に主眼を置いた専門教育を行なう機関として、

昭和 25 年に東京農業大学短期大学部に設立された醸造科からからその歴史が始まる。

より充実した専門教育を実現するため、昭和 28 年には東京農業大学農学部醸造学科を

設置し、その後平成 10 年には、東京農業大学が標榜する理念「農学及びその周辺分野

の学術の「教育研究」を通して貢献する」に即し、農学部醸造学科（後に改組に伴い応

用生物科学部醸造科学科に名称変更）として、醸造産業や微生物関連産業に関わる専門

的な教育を展開してきた。この間、分子生物学や遺伝子工学などが劇的に発展し、それ

に伴う社会的な人材養成から、平成 2年に大学院農学研究科醸造学専攻修士課程が、平

成 14 年には、博士後期課程が設立されたことにより、醸造学及び関連分野の学問にお

ける、学部から博士課程までの継続的な教育・研究を行う体制を整えた。 

わが国において長年にわたり醸成された独自の醸造技術や発酵食品は、伝統的な食文

化である和食において不可欠であり、極めて重要な役割を果たしている。近年のグロー

バル化の流れは日本人の食生活にも影響を与えているものの、醸造技術により作られた

酒、味噌、醤油などの醸造物が途絶えることは考えにくく、むしろ日本人のアイデンテ

ィティーの形成において、より一層重要な役割を果たしていくものと考えられる。また、
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日本の風土に合わせた伝統的な微生物利用技術は世界に類を見ない成熟した技術とし

て認知されており、醸造物に慣れ親しんだわが国においてこそ、科学的な探求と技術開

発が発展することが望まれる。さらに、微生物を駆使する発酵技術は、食品はもとより

生化学医薬品などの生産に欠くことのできない技術であり、微生物の有する潜在的な可

能性は計り知れない。21 世紀に入り、前世紀に大発展を遂げた化学工業と共に、次世代

の産業として環境調和型の産業が注目を浴びており、微生物利用技術は益々重要性を増

すことと予想される。そこで醸造学専攻は、わが国独自の醸造技術や発酵食品の科学的

探求および次世代の微生物利用産業の発展に寄与するため、醸造に関わる微生物の分類、

生態、構造、機能、遺伝、育種とその応用、醸造物・発酵食品の製造技術、解析、開発、

醸造・食品産業における環境保全対策について取り扱う、応用生物科学研究科醸造学専

攻の設立を構想した。わが国独自の食文化を支える醸造技術や発酵食品の科学的探究、

次世代産業を担う微生物を利用した技術の開発、微生物を利用する廃棄物処理及び有効

利用技術の開発、微生物代謝産物の有効利用に関する教育・研究を行うことを本専攻前

期課程設置の趣旨とし、さらにこれら微生物学・化学・生物工学に関する創造的な研究

能力と問題設定および解決に向けた指導的能力を修得した人材を輩出することを本専

攻後期課程設置の趣旨とする。 

 

４．食品安全健康学専攻 

本学は、創設以来、動植物全てに関わる総合科学を扱う大学として、建学の精神「人

物を畑に還す」と教育・研究の理念「実学主義」に基づき、日々の学びを通して「生き

る力」を育み、「農のこころ」をもって社会に貢献する人材を輩出することを使命とし、

近年では、そのフィールドを生命、食料、環境、健康、エネルギーから地域創成まで拡

大し、進化する農学領域において持続的発展を遂げて来た。 

この度の本学大学院応用生物科学研究科食品安全健康学専攻設置に至る構想は、2014

年、本学応用生物科学部食品安全健康学科の設置に端を発している。さらに、学校法人

東京農業大学は、新しい学問領域の教育と研究への開拓・展開を視野に入れ、大学院で

の教育の充実を考え、2018 年度に食品安全健康学専攻修士課程を設置した。食品安全

健康学科は、応用生物科学部を構成していた 4 学科(バイオサイエンス学科（2017 年度

学生募集停止）、生物応用化学科（2018 年度より農芸化学科）、醸造科学科、栄養科学

科)の内、家政・生活科学でなく、農学を基盤とした栄養科学科内で栄養士養成を行っ

ていた食品栄養学専攻を前身とするものである（なお、栄養科学科内の管理栄養士専攻

が(新)栄養科学科となった）。食品安全健康学科は、現在、社会的に強い関心が寄せら

れている「食品の安全性」と、本学が掲げる『生命、食料、環境、健康、エネルギー、
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地域創生』というコンセプトの一つである「健康」の基盤となる｢食品の機能性｣を統合

し、特定の資格取得に囚われない柔軟な教育研究環境を整えるべく、栄養士養成施設と

しての指定を返上して立ち上げたものである。また、食品安全健康学専攻修士課程は、

「食品の安全性」および「食品の機能性」双方を理解した研究者、行政官、教育者など

を育成する教育研究機関として立ち上げたものである。 

これらを基盤として、さらに、「食品の安全性」および「食品の機能性」分野におけ

る課題提案力、高度な知識と技術、研究能力を修得し、独立した研究者・教育者・行政

官などとしての素養を身に付けた国際的に活躍する人材を養成し、かつ、持続的にこれ

ら分野の専門家を輩出するためには、大学院の教育プログラムを発展させ、修士課程と

同等の博士前期課程に加えて、より高度な教育・研究を行うことのできる博士後期課程

を設置した連続した 5年間の大学院体制構築することが極めて重要である。 

こうした構想の背景には、多くの国民が食に対する漠然とした不安を抱えているとい

う状況がある。農作物への農薬等の残留、食品の産地表示や期限表示の信頼性、食品に

より媒介される新規感染症（寄生虫によるものを含む）及び原因不明食中毒の発生、食

品添加物・輸入食品・遺伝子組換え食品・いわゆる健康食品などの安全性に対する危惧、

さらには、福島第一原子力発電所事故により大きな社会的関心事となった放射性物質に

よる土壌・海洋汚染から派生する食品汚染など、次々と発生してくる予期せぬ新たな食

の危険要因に対して、国民は不安を募らせている資料５、６。従って、産官学の専門家

は「食の安全・安心」を早急に確保する必要性に迫られている。そのために、食にかか

わる教育研究機関に対しては、迅速かつ的確にその要因を特定して、リスクアセスメン

トに繋げ、その結果を基に健康被害に対する適切なリスクマネジメントを実施し、それ

らに関する情報を消費者やメディアなど関係するステークホルダーに精確、冷静かつ客

観的に伝えるリスクコミュニケーションを通して安心を与えられる広範な能力を有す

る「食品の安全性の専門家」の養成が産官のみならず、国民からも求められている。一

方、2015 年 4 月より新たに「機能性表示食品」制度が施行されたことで、高度な知識を

有する「食品の機能性の専門家」もまた、社会的にもとめられている資料７、８。当該

制度の施行まで、日本において機能性を表示することができる食品は、国が個別に許可

した「特定保健用食品（トクホ）」と国の規格基準に適合した「栄養機能食品」に限ら

れていた。しかし、この新たな「機能性表示食品」は事業者の責任において科学的根拠

に基づいた機能性を表示する食品であり、安全性及び機能性の根拠に関する情報などを

販売前に消費者庁長官へ届け出るものであるが、消費者庁長官がそれらの情報に基づい

て各食品に個別の許可を出すものではない資料９。さらに、「機能性表示食品」の機能

性と安全性については、事業者の担保責任もさることながら、消費者の「自主的かつ合
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理的な商品選択の機会の確保」を促すという制度から、消費者側の正しい選択能力も求

められている。また、「機能性表示食品」は、生鮮食品が対象に含まれることも特徴の

ひとつであり、それゆえ、生産・採取・漁獲などの衛生管理体制に加え、品質管理の面

からも農学分野の知識が必要とされる。加えて、「機能性表示食品」にはサプリメント

も含まれており、ある種のサプリメントでは過剰摂取が懸念される側面もあり、さらに

投薬治療等が行われている際には医薬品との併用が予期せぬ副作用に繋がることも危

惧される資料 10、11。このような事故を未然に防ぎ、安全性の担保された機能性食品

の摂取により健康の維持・増進をはかるために、食品企業あるいは官公庁においては、

製薬企業における医薬品の薬効・安全性評価と同様に、最先端の研究成果をいち早く取

り入れて、安全性と機能性の根拠を明確にして機能性食品の開発を推進するとともに、

社会に対して正しい情報を提供できる「食品の安全性と機能性の専門家」への需要が高

まっている。なお、食品の輸入・輸出の量を考えれば、この分野においては、国内のみ

ならず国際的に活躍できる研究者や行政官が死活的に必要とされている。 

以上の背景により、本学では、食品安全健康学科における 4年間の学士課程教育に留

まらず、農学を基盤とした生命科学の視点から、さらに高度な教育研究を展開していく

2 年間の修士課程教育を加えた 6年一貫教育を行うことにより、その修了時に上記の人

材需要に応え、難度の高い課題を解決する能力を身に付けることが可能であるものと考

え、本専攻を設置した。その上で、修士課程を博士前期課程として再設定し、さらに、

3 年間の博士後期課程を設置することにより、より高度でグローバルな知識と創造的な

研究能力を修得し、問題設定・解決能力および問題解決に向けてのリーダーシップを持

ち、独立した研究者・教育者・行政官などとして活動できる素養を身に付けさせること

が可能となり、食品の安全性と機能性にかかわる社会的な要求と、それらに関する十分

な専門性を備えた人材への需要に応えることが可能となるものと考えた。 

以上のように、本学は、食品の機能性を利用し、それらをヒトの生涯にわたる健康維

持・増進のための栄養管理に活かす、より専門的かつ指導的立場を担う人材養成を主眼

としている既存の食品栄養学専攻とは異なるまったく別個の教育課程として、上述の

「食品の安全性と機能性の専門家」養成のための高度な教育研究を行うことを目的に、

本専攻の設置を構想するに至った。 

 

 

５．食品栄養学専攻 

東京農業大学の教育理念である、実学主義、問題解決型の人材育成を目指す「人物を

畑に還す」、並びに問題発生の現場に学ぶ帰納法的な研究方法である「稲のことは稲に
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聞け、農業のことは農民に聞け」は、建学・大学創設時より変わることなく受け継がれ

ている。昭和 36 年に誕生した栄養学科（栄養科学科の前身）においても、この教育理

念の基、栄養科学科は、農と食を基盤とし医学との連携のもとに食品摂取によるヒトの

健康増進や生活習慣病予防のサイエンスを身につけ、「傷病者の療養のために必要な栄

養指導者」として、また「個人の健康の保持増進のために必要な栄養管理者」として、

医療施設、厚生施設、教育施設、行政機関等での管理栄養士業務、一般社会での栄養普

及活動、その他多くの仕事に携わる人材を長年にわたり養成してきた。 

本学栄養科学科は、農学を基盤とした食品学・栄養学の教育を特色とし、栄養科学科

食品栄養学専攻 (栄養士養成施設) は、食品ならびに栄養に関する専門的知識と技術

をもって食品産業界の広範な分野において活躍できる人材の育成、また栄養科学科管理

栄養士専攻 (管理栄養士養成施設) は管理栄養士として栄養士業務に携わる人材の育

成を主眼としてきた。一方、昭和 61 年に本学大学院農学研究科に食品栄養学専攻修士

課程を設置した。本専攻では、東京農業大学が掲げる、21 世紀における地球上の最重要

課題である「生命」、「食料」、「環境」、「健康」、「エネルギー」及び「地域創成」

の重点分野のうち、「健康」分野に取り組んでいる。本専攻博士前期課程は、ヒトの生

涯にわたる健康の保持・増進および疾病の予防・改善に向けた食の機能性の利用や、栄

養管理などの高度で専門的な研究を行い、さらに食品学および栄養学領域において、豊

富な専門的知識・技術と研究能力を持った研究・行政・教育・医療分野などで指導的立

場を担える高度な専門家となる人材の育成を目的として、栄養科学科の卒業生を中心に

した博士前期課程の教育・研究が行われている。さらに平成 14 年度には食品栄養学専

攻博士後期課程が設置された。本専攻博士後期課程は、食品の開発や医療における食事

療法などの専門的な研究を行い、さらに食品学および栄養学領域において、豊富な専門

知識・技術と研究能力を持った研究・産業発展の指導的立場を担える高度な専門家とな

る人材の養成を目的とし、博士後期課程の教育・研究が行われている。 

近年、我が国を含む先進国において、高齢化の進行資料 12 、食生活・生活様式・生

活環境の急速な変化が起こっている資料 13。また、途上国を中心に人口の爆発的増加、

人口の都市集中、都市環境の悪化が急速に進行しつつある資料 14。これらの諸変化に

伴う健康問題が国内的にも国際的にも大きな問題となり、それらに対する早急な対策が

強く求められている。中でも、食生活は国民の健康に重要な役割を担っており、食を中

心とした正しい生活習慣の確立をサポートできる栄養指導者が求められている。さらに

予防医学の重要性が理解され、食による健康保持と生活習慣病などの疾病予防において、

栄養指導者は質の高いアプローチが要求されるようになってきている。それゆえ、食品

栄養学専攻では、生活習慣病の一次予防に関わる食品研究の進展、健康で快適な生活を
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おくるための食生活の指針を与える研究、患者の治療のための食事や食生活に関する研

究などを重視し、農と医を融合させた研究を進展させるとともに、食を通して人々の健

康の保持や回復、生活習慣病の予防や改善に関する基礎科学および生命科学に精通した

技術者・研究者の育成を理念としてきた。 

しかし、平成 26 年に栄養科学科食品栄養学専攻は栄養士養成を取りやめ、食品の機

能性や安全に特化した食品安全健康学科に、本学科管理栄養士専攻は管理栄養士養成に

一本化した栄養科学科に発展的に改組した。この改組により、学部と大学院との間で教

育および研究理念の方向性に異なりが生じ、大学院においても食品安全健康学専攻と食

品栄養学専攻をそれぞれ設けることとなった。また、学部においては、農学部、応用生

物科学部、生命科学部、地域環境科学部、国際食料情報学部と、農を基盤にしているも

のの、課題に対するアプローチが異なっている。より専門性が求められる現在において、

農学研究科という一つの枠にすべての学部を統合的に反映した大学院に集約すること

は、そぐわなくなってきた。そこで、課題に対して類似のアプローチが可能な学部単位

に対して研究科を配置することで、専門性を高めてより効果的な人材育成が可能になる

と考え、応用生物科学部をベースとした応用生物科学研究科食品栄養学専攻として出発

することが望ましいと考えるに至った。 

Ⅱ．養成する人材像

１．応用生物科学研究科

(1) 博士前期課程

本大学院応用生物科学研究科博士前期課程は、専門領域における確かな知識・論理的

思考力を基盤とし、応用生物科学に関連した課題を高度な観点から探求し、問題の解決

に向けた柔軟な判断力・遂行能力を備えた人材を養成する。そのため、学位授与の方針

（ディプロマ・ポリシー）を以下のとおり定める。 

応用生物科学研究科博士前期課程は、本学の建学の精神「人物を畑に還す」に基

づき、農学を基盤とした生物資源、食品・健康科学ならびに環境科学の分野におい

て、見識と実力、さらに健全で調和のとれた人間性を有する研究者および高度専門

技術者を輩出するため、研究科が定める所定の単位を修得し修士論文を提出すると

ともに、以下の能力を備えた学生に学位を授与します。 

① 生物生産・生物資源利用、食料、健康、環境、エネルギーなどに係わる確かな

知識と技術を有している。

② 研究者、教育者あるいは専門家として活動しうる能力を有している。
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③ 論文の執筆や発表を行う能力、さらに多様な発信力を有している。 

④ 科学者としての倫理を理解し、社会の問題に目を向け、問題解決に取組む意欲

と能力を有している。 

(2) 博士後期課程 

本大学院応用生物科学研究科博士後期課程は、広範な視野と専門領域における豊かな

学識を基盤とし、応用生物科学に関連した国際的かつ高い倫理性を有した研究成果を上

げ、その社会的還元により、当該分野の先導的研究者・教育者あるいは専門家として独

立できる能力を備えた人材を養成する。そのため、学位授与の方針（ディプロマ・ポリ

シー）を以下のとおり定める。 

応用生物科学研究科博士後期課程は、本学の建学の精神「人物を畑に還す」に基づ

き、農学を基盤とした生物資源、食品・健康科学ならびに環境科学の分野において、

これらの分野を包含する応用生物科学に対する深い理解の上に、見識と実力、さらに

健全で調和のとれた人間性を有する研究者および高度専門技術者を輩出するため、研

究科が定める所定の単位を修得し、かつ学位論文を提出して学位論文審査基準に基づ

く審査に合格するとともに、以下の能力を備えた学生に学位を授与します。 

① 専攻分野における高い専門性を保証する国際的なレベルでの高度な知識と技術

を有している。 

② 協調性を持ちながらも自立して、研究者、教育者あるいは専門家としての業務を

遂行する能力を有している。 

③ 多様なコミュニケーション能力を有し、地域であるいは国際的に活躍しうる能力

を有している。 

④ 科学者としての倫理を理解し、その専門性に基づいて社会への責任を果たそうと

している。 

 

２．農芸化学専攻 

(1) 博士前期課程 

本課程では、食料、環境、健康の観点からの研究課題に対して、基礎・応用の両面か

ら研究遂行能力を修得できる教育研究体制のもと、幅広い分野を対象にできる科学的解

析能力、論理的展開能力を備えた人材を養成する。そのため、学位授与の方針（ディプ

ロマ・ポリシー）を以下のとおり定める。 

 農芸化学専攻前期課程では、人類の生活に関わる課題を農芸化学的アプローチによ

り解決するための科学的解析能力、論理的展開能力を備える人材を輩出するため、研
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究科が定める所定の単位を修得し修士論文を提出するとともに、以下の能力を備えた

学生に修士の学位を授与します。 

① 農芸化学に関する幅広い基礎知識と研究能力を有している。 

② 得られた研究成果を自ら解析し、応用できる能力を有している。 

③ 英語論文などから情報を的確に得て、応用できる能力を有している。 

④ 学会発表などにより研究成果を伝えることのできる能力を有している。 

(2) 博士後期課程 

本課程では、食料・健康・環境に関わる研究課題に対して、農芸化学を基盤とした高

度な専門性を持ち、国際化し多様化する社会情勢の変化に柔軟かつ的確に対応できる幅

広い知識と判断力を有した研究者と高度専門職業人を養成する。そのため、学位授与の

方針（ディプロマ・ポリシー）を以下のとおり定める。 

 農芸化学専攻後期課程では、人類の生活に関わる課題に対し、農芸化学を基盤とし

た高度な専門性を持ち、国際化し多様化する社会情勢の変化に柔軟かつ的確に対応で

きる幅広い知識と判断力を有した研究者や高度専門職業人たる人材を輩出するため、

研究科が定める所定の単位を修得し、博士論文を提出するとともに、以下の能力を備

えた学生に博士の学位を授与します。 

① 農芸化学に関する高度な専門知識と研究能力を有している。 

② 高度な論文作成能力を有し、その研究成果をもとに国際社会に貢献できる。 

③ 研究者、高度専門職業人の指導、育成に貢献できる。 

④ 自ら研究課題を開拓し、独創的な研究を遂行できる。 

 

３．醸造学専攻 

(1) 博士前期課程 

本専攻博士前期課程は、わが国独自の醸造技術や発酵食品の科学的探求および次世代の

微生物利用産業の発展に寄与するため、醸造に関わる微生物の分類、生態、構造、機能、遺

伝、育種とその応用、醸造物・発酵食品の製造技術、解析、開発、醸造・食品産業における

環境保全対策について取り扱う。本専攻では、これらにおける高度な知識と技術、研究能力

を修得し、高度な問題解決力を身に付けた人材を養成する。醸造学専攻博士前期課程では、

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）を以下のとおり定める。 

 醸造学専攻博士前期課程は、基礎科学知識に精通し、醸造に関わる微生物の分類、

生態、構造、機能、遺伝、育種とその応用、醸造物・発酵食品の製造技術、解析、開発、

醸造・食品産業における環境保全対策などに関する研究能力を有する人材ならびに高
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度な発酵技術を有し醸造業をはじめとする微生物利用産業の発展を支える研究者や

高度専門職業人を輩出するため、研究科が定める所定の単位を修得し修士論文を提出

するとともに、以下の能力を備えた学生に修士の学位を授与します。 

① 醸造学を基盤とし、醸造微生物学、微生物工学、酒類生産科学、発酵食品化学、

調味食品科学、又は醸造環境科学などの専門分野における確かな知識と技術を有

している。 

② 微生物学、食品科学または生物工学を基盤とした研究能力を有している。 

③ 論文の執筆や口頭発表を行う能力、さらに多様な発信力を有している。 

④ 科学者としての倫理を理解し、問題設定および解決能力を備えている。 

(2) 博士後期課程 

醸造学専攻博士後期課程はわが国独自の醸造技術や発酵食品の科学的探求および次世代

の微生物利用産業の発展に寄与するため、醸造に関わる微生物の分類、生態、構造、機能、

遺伝、育種とその応用、醸造物・発酵食品の製造技術、解析、開発、醸造・食品産業におけ

る環境保全対策について取り扱う。本専攻では、これらにおける高度な知識と技術、創造的

な研究能力と問題設定および解決にむけた指導的能力を修得した人材を養成する。醸造学

専攻博士後期課程では、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）を以下のとおり定め

る。 

醸造学専攻博士後期課程は、基礎科学知識に精通し、醸造に関わる微生物の分類、

生態、構造、機能、遺伝、育種とその応用、醸造物・発酵食品の製造技術、解析、開発、

醸造・食品産業における環境保全対策など学問分野において自立した研究活動ならび

に指導を行うことのできる研究者を輩出するため、研究科が定める所定の単位を修得

し博士論文を提出するとともに、以下の能力を備えた学生に博士の学位を授与しま

す。 

① 醸造微生物学、微生物工学、酒類生産科学、発酵食品化学、調味食品科学、又は

醸造環境科学などの専門分野において高度な専門知識と創造的な研究能力を有

している。 

② 専門分野において問題設定および解決にむけた指導的能力を備えている。 

③ 科学者としての倫理を理解し、その専門性に基づいて社会への責任を果たそうと

する意欲を有している。 

 

４．食品安全健康学専攻 

本専攻は、食による健康維持を科学的に追求するため、「食品の安全性」と「食品の
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機能性」の両分野を教育研究の柱とする。本専攻における「食品の安全性」とは、食品

（成分）のリスクを科学的に評価し、リスクを的確に管理する方法論を構築し、リスク

に関する情報を正しく発信することである。一方、「食品の機能性」とは、食品に関連

する新規機能性成分を探索し、その機能・機序を解明し、新たな食品へと応用すること

である。 

(1) 博士前期課程 

博士前期課程の「食品の安全性」では、具体的には、1)新しい生体分析技術を利用し

た食品成分の安全性解析（生体分析科学）、2) 食品成分の安全性に関する毒性（病理）

学的評価（リスク評価）、3) 咀嚼・嚥下システムを考慮した食品開発（食品開発）に着

目して教育研究を行う。 

博士前期課程の「食品の機能性」では、具体的には、1) 食材に含有される新規機能

性成分の探索（生理活性物質）、2) 食品因子の機能性の発現メカニズムの解明（生理機

能）、3) 生体を一つの環境と捉え、食品因子の作用と生体での表現系との関連性を解析

すること(生体環境解析)に着目して教育研究を行う。 

本専攻博士前期課程では、これら 6 つに関する、高度な知識と技術や、研究能力を修

得し、高度な問題解決力を身に付けた人材を養成する。 

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）は以下のとおりである。 

食品安全健康学専攻博士前期課程は、「食品の安全性」と「食品の機能性」の両分

野において、食の安全と健康機能上の問題解決力を身につけた研究者や高度な専門職

業人を輩出するため、研究科が定める所定の単位を修得し修士論文を提出するととも

に、以下の能力を備えた学生に修士の学位を授与します。 

① 「食品の安全性」について、食品（成分）のリスクの科学的評価、当該リスクの

的確な管理、さらに、リスク情報の正しい発信に関する深い造詣と、広範な専門

的知識を修得している。 

② 「食品の機能性」について、食品中の新規機能性成分の探索、当該機能の解明と

応用に関する深い造詣と、広範な専門的知識を修得している。 

③ 前二項に関する専門的知識・研究能力・倫理性を持って修士論文を作成すること

を通じて、難度の高い問題を解決し、その結果を社会に対して的確に発信する能

力を修得している。 

 

 (2) 博士後期課程 

博士後期課程では、両分野におけるさらに高度な専門知識と創造的な研究能力を修得
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し、問題設定・解決能力および問題解決に向けてのリーダーシップを備えた人材を養成

する。本課程では、前期課程に設置する食の安全と機能に関する 6 つの専門領域に加

え、これらを横断・総合し、外来性・内在性化学物質と生体システムとの作用を原子・

分子のスケールから追及するケミカルトキコロジー領域にも着目した研究教育を行う。 

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）は以下のとおりである。 

食品安全健康学専攻博士後期課程は、「食品の安全性」と「食品の機能性」の分野

において、独創的な問題解決力など、独立した研究者としての素養を身に付けた人材

を輩出するため、研究科が定める所定の単位を修得し博士論文を提出するとともに、

以下の能力を備えた学生に博士の学位を授与します。 
① 「食品の安全性」および「食品の機能性」の双方に関する深い専門知識と最先端

の研究技術を修得し、新たな研究手法を開発する能力を有している。

② 前項に関する高度な専門的知識・研究能力に加え、倫理性を持って博士論文を作

成することを通じて、新たな難度の高い課題を発見し、その課題に対し独創的な

手法等により解決し、その結果を国際社会に対して的確に発信する能力を修得し

ている。

③ 独立した研究者・教育者・行政官などとして、研究・教育・施策などの立案から

実行に至る全過程を遂行し、将来、それぞれの分野で高い評価を得ることができ

る能力を有している。

５．食品栄養学専攻

近年、国内外を問わず健康志向が高まり、望ましい食習慣のあり方が問われる一方、

マスコミやインターネットなどを通して、日々、健康に良い食品や食生活、生活習慣の

改善についての話題が溢れている。これらの多大な情報は、有益な情報もあるが、無益、

さらには有害な情報も含まれ、取捨選択が困難な状況にある。このため、食品に関する

科学的な根拠を説明できる「食の研究者・技術者」や、人々の健康の保持・増進や傷病

者に対する療養をサポートし、正しい情報を発信する「栄養指導者」の存在が、より一

層強く求められるようになっている。また、平成 28 年国民健康・栄養調査の結果から、

生活習慣病である肥満 (BMI25 kg/m2以上) は、男性 30.5%、女性 20.0%、糖尿病が強く

疑われる者は男性 16.3%、女性 9.3%、糖尿病の可能性を否定できない者は男性 12.2%、

女性 12.1%と示されており、生活習慣病に伴う医療費の増加 (年間 40 兆円超) も大き

な社会問題である。このことから、生活習慣病の予防・改善に取り組み、人々の健康の

保持・回復に貢献できる高度な人材が求められている。 

このような社会的背景を鑑み、食品栄養学専攻は、食品に含有される栄養成分・非栄

養成分が生体に与える影響を理解し、食品の調理、加工、食事の提供などに応用される
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までの理論を科学する食品栄養学分野と、健康の保持・増進と生活習慣病の予防・改善

の要となる栄養学を追究する実践的な理論を科学する人間栄養学分野を教育研究の柱

に置き、これら両分野を横断できる幅広い教養を修得させ、さらに自分の分野に関して

高度な知識と技術、研究能力を修得させる。 

(1) 博士前期課程 

本専攻博士前期課程では、ヒトの生涯にわたる健康の保持・増進および疾病の予防・

改善に向けた食の機能性の利用や、栄養管理などの専門的な研究を行い、さらに食品学

および栄養学領域において、専門的知識・技術と研究能力を持った研究・行政・教育・

医療分野などで指導的立場を担える専門家となる人材を養成することを目的とし、学位

授与の方針 (ディプロマ・ポリシー) を以下の通り定める。 

ヒトの健康保持・増進および疾病予防・改善に向けた食品学および栄養学領域を統

合した食品栄養学に関連する広範かつ確かな学識を獲得し、高度な専門職業人として

食品栄養学周辺領域の人とも協同し社会で活躍できる人材を輩出するため、研究科が

定める所定の単位を修得し修士論文を提出するとともに、以下の能力を備えた学生に

修士の学位を授与します。 

① 食品栄養学の高度で広範な専門的基礎知識や技術、研究手法を修得している。 

② 食品栄養学における高度専門職業人として活躍する際に求められる情報収集力、

観察・分析力と論理的思考力、さらに、判断のプロセスや結果を説明する情報発

信のためのコミュニケーション能力とプレゼンテーション能力を有している。 

③ 食品栄養学の研究に求められる高度な専門的研究手法を用いた優れた課題発見・

分析力、さらには、修士論文作成における研究遂行力を有している。 

(2) 博士後期課程 

本専攻博士後期課程においては、食品の開発や安全性確保、医療における食事療法な

どの専門的な研究を行い、さらに食品学および栄養学領域において、豊富な専門的知識・

技術と研究能力を有し、研究・産業発展などで指導的立場を担える高度な専門家を養成

することを目的とし、学位授与の方針 (ディプロマ・ポリシー) を以下の通り定める。 

ヒトの健康保持・増進および疾病予防・改善に向けた食品学および栄養学領域を統

合した食品栄養学に関連する確固たる深い専門的知識および研究能力を有し、食品栄

養学周辺領域の人とも協同し、問題解決に向けた指導的能力を備えた人材を輩出する

ため、研究科が定める所定の単位を修得し博士論文を提出するとともに、以下の能力

を備えた学生に博士の学位を授与します。 

① 食品栄養学の分野において、高度で深い体系的知識と分析力を有している。 
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② 科学者倫理を理解し、問題設定および課題解決に向けた指導的能力を有してい

る。 

③ 食品栄養学の分野における研究成果を国際的に発信できる能力を有している。 

 

Ⅲ．教育上の目的 

１．応用生物科学研究科 

(1) 博士前期課程 

 本大学院応用生物科学研究科博士前期課程は、専門領域における確かな知識・論理的

思考力を基盤とし、応用生物科学に関連した課題を高度な観点から探求し、問題の解決

に向けた柔軟な判断力・遂行能力を修得させることを教育研究上の目的とする。 

(2) 博士後期課程 

本大学院応用生物科学研究科博士後期課程は、広範な視野と専門領域における豊かな

学識を基盤とし、応用生物科学に関連した国際的かつ高い倫理性を有した研究成果を上

げ、その社会的還元により、当該分野の先導的研究者・教育者あるいは専門家として独

立できる能力を修得させることを教育研究上の目的とする。 

 

２．農芸化学専攻 

(1) 博士前期課程 

 必修の基礎科目として配当する「生体機能化学ⅠおよびⅡ」において植物、動物、昆

虫、微生物など生物の有する多彩な化学的機能を深く学び、さらに「土壌肥料学・植物

生産化学・応用微生物学・食料資源理化学・生物有機化学・栄養生化学」などの各専門

領域における確かな知識と技術を修得する。これらを通じ、人類の生活に関わる研究課

題を論理的に解決できる能力を修得させることを教育上の目的とする。 

(2) 博士後期課程 

必修の基礎科目として配当する「英語論文作成」において、「土壌肥料学・植物生産

化学・応用微生物学・食料資源理化学・生物有機化学・栄養生化学」などの各専門領域

における英語論文の読解・作成能力を向上させ、さらに各専門領域における高度な知識

と研究能力を修得する。これらを通じ、人類の生活に関わる研究課題を論理的に解決で

きるのみならず、リーダーシップを発揮し世界で活躍する能力を修得させることを教育

上の目的とする。 
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３．醸造学専攻 

(1) 博士前期課程 

醸造学専攻博士前期課程では、必修の基礎科目として配置する「研究倫理」および「プ

レゼンテーション法」により研究者や技術者として必要な倫理および能力を身に付ける。

「醸造学概論」および「応用微生物学特講」において醸造学専攻の研究分野に関する基

礎的な内容を学ぶ。さらに特論科目を履修し、該当分野の造詣を深めると同時に英語論

文を教材として用いることにより英語の読解力を養う。これらの科目と有機的なつなが

りを持ちながら研究科目を履修することにより、研究能力および問題解決力を修得させ

ることを教育上の目的とする。 

(2) 博士後期課程 

 醸造学専攻博士後期課程では、広範な視野と専門領域における豊かな学識を基盤とし、

応用生物科学に関連した国際的かつ高い倫理性を有した研究成果を上げ、その社会的還

元により、当該分野の先導的研究者・教育者あるいは専門家として独立できる能力を修

得させることを教育上の目的とする。 

 

４．食品安全健康学専攻 

(1) 博士前期課程 

博士前期課程においては、教育研究の柱とする「食品の安全性」と「食品の機能性」

の両分野を学ばせるために、必修の基礎科目として「食品安全学特論」と「食品機能科

学特論」を配当する。さらに、それ以外の専門科目等を配当し、それらの履修により両

分野の理解を深めさせる。以上により、食品成分のリスクの意味を理解した上で機能性

を評価することができ、難度の高い問題を解決できる能力を修得させることを教育上の

目的とする。 

(2) 博士後期課程 

博士後期課程においては、「生体分析科学後期特論」、「リスク評価学後期特論」、「食

品開発学後期特論」、「生理活性物質学後期特論」、「生理機能学後期特論」、「生体環境解

析学後期特論」、「ケミカルトキシコロジー特論」といった各専門科目などを履修するこ

とにより、各専門領域の造詣を深めさせる。それにより、グローバルで、より高度な知

識と創造的な研究能力を修得し、問題設定・解決能力および問題解決に向けてのリーダ

ーシップを備えさせることを教育上の目的とする。 

 

５．食品栄養学専攻 

(1) 博士前期課程 
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必修の特論科目として配当する「食品栄養学特論」と「人間栄養学特論」において、

教育研究の柱となる「食品栄養学」と「人間栄養学」の両分野を横断できる幅広い教養

を修得させる。また、それ以外の基礎科目や特論科目等の履修により、各分野の造詣を

深める。それにより、ヒトの健康の保持・増進ならびに疾病の予防・改善に向けた食の

機能性の利用や栄養管理を行うための専門的知識・技術と研究能力を修得させることを

教育上の目的とする。 

(2) 博士後期課程 

知的財産、研究倫理、研究計画策定に関する必修科目と、それ以外の特論科目を履修

することで、研究・産業発展などで指導的立場を担える高度な専門家となるために必要

と考えられる領域の造詣を深める。それにより、広範かつ豊富な専門的知識・技術と研

究能力を習得させ、次世代を担うリーダーとしての素養を涵養することを教育上の目的

とする。 

 

Ⅳ．研究対象とする中心的な学問分野 

１．応用生物科学研究科 

応用生物科学は、農学を基盤としているが、特に生物（動植物・微生物）がもつ多彩

な能力を応用した生物資源利用、食料生産、健康、環境、エネルギー問題を解決し、人

と環境が調和する生活を多元的に支える学問領域であることから、生物資源学、食品科

学、生物工学、応用微生物学、健康科学、環境科学等が研究対象とされる中心的な学問

分野である。 

これらの学問分野において、博士前期課程では、高度な知識・技術・研究能力を身に

つけ、問題の解決に向けた柔軟な判断力・遂行能力を有する人材、博士後期課程では、

世界水準の高度な知識・技術、研究能力を有し、創造的かつ指導的役割を果たし、科学

者としての高い倫理観を有する人材養成を目指す。 

 

２．農芸化学専攻 

本専攻では、動・植物、昆虫、微生物およびそれらを育む環境を対象として、生命の

仕組みについての分子レベルでの理解、生命活動に関わる化学物質の発見や利用を目指

している。そこで、以下に記載する専門領域を置く。 

 (1)生物生産・環境科学 

農業生産の基盤である土壌は，人類を養う地球環境の基盤でもある。土壌という環境

を科学的に解析するためには，その生物性・化学性・物理性を正確に数値化し，これら

を適切に再構成していく論理的展開能力が必須である。また、陸上生物の大部分は植物
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が生産する有機物に依存して生活している。その効率を人為的に高めているのが栽培化

された作物を圃場で栽培する農業である。植物は環境適応能力が高く、まだまだ人間が

理解・利用しきれていない機能を持っていると考えられる。そこで不良土壌での生育や

効率の良い養水分利用を支える分子機構を明らかにし、それを応用することで新しい作

物種の育種や栽培技術の開発を目指す。 

博士前期課程では、土壌の基礎的知見を学びながら論理的展開能力を高め、土壌環境

の総合的解析と持続的な管理手法についての理解と実践に取り組む。また、環境条件に

対する作物種ごと・品種ごとの応答の違いとそれを支配する遺伝子の特定を目指す。 

博士後期課程では、不良環境に応答する分子機構の全体像を理解することや、食糧問

題・環境汚染問題をめぐる今日的・国際的課題に取り組み、一国のみでは収まらない全

球的な課題解決に向けて取り組む。 

 (2)生物機能・制御化学 

動植物・昆虫・微生物などが生産する二次代謝産物は、情報伝達や生体防御などを通

して生命活動の維持・調節に重要な役割を果たしている。これら化合物の生物活性は多

岐にわたり、これまでに医薬品や農薬のリード化合物として利用されている。そのため、

新規構造を持った化合物の単離や効率的な生産・合成法の開発は、新規有用物質の取得

やそれらの安定的な供給につながる。さらに二次代謝産物の生合成酵素・遺伝子の解析

は、生物の持つ化学的多様性の理解と有効利用にもつながる。 

博士前期課程では、動物、植物、食品、環境由来の微生物およびそれらに由来する生

物活性物質について、それらの持つ機能解明と有効活用を目指し、単離・構造決定と活

性評価、精密な有機合成、生合成解析などの手法を駆使して、食料、環境、健康の観点

から独自に解決、公表し、世に問う能力を修得させることを目指す。 

博士後期課程においては、動物、植物、食品、環境由来の微生物の持つ機能や、それ

らに由来する生物活性物質について、最新の多様な研究手法を統合し、機能のメカニズ

ム解明に取り組み、有用な機能の解明とその機能の活用法を探求することにより、専門

的な学識と研究能力を修得し、卓越した発想・問題解決能力と強い使命感を持つ教育者、

研究者、高度な専門的技術者などの人材の養成を目指す。 

(3)食品機能・理化学 

人類は古くより食料の量的および質的確保を目的に、物理的、化学的、生化学的およ

び微生物学的手法を巧みに用い、より美味しく便利で安全な食品の開発と製造を行って

きた。食品を構築する水、タンパク質、脂質、糖質および酵素等は、それらの分子特性

や相互作用により様々な食品特性を生み出し、複雑な製造過程において何れも重要な役

割を持っている。また、生物は栄養素を食事として取り込んで生命を維持している。本
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学問分野では、取り込まれた栄養素が生体に対してどのように作用するのかについて、

生化学的、分子生物学的、生理学的な手法を用いて解析する。 

博士前期課程では、食品製造中の一事象、例えば成分や酵素、製造技術などに研究対

象を絞り、食品の特性に与える影響の解析を行う。また、栄養素に対する生体の応答に

ついて、表現型の観察を中心にその機能の理解を目指す。 

博士後期課程では、様々な事象が重なり特性が決まる食品において、それぞれ異なっ

た事象の解明を行うだけではなく、各々の関連性を解析し総合的に食品製造の原理を解

明することや、それぞれの栄養素の機能について、分子レベルでの作用機序に着目して

さらに深く理解することを目指す。 

 

３．醸造学専攻 

醸造学専攻では、醸造に関わる微生物の分類、生態、構造、機能、遺伝、育種とその

応用、醸造物・発酵食品の製造技術、解析、開発、醸造・食品産業における環境保全対

策を取り扱うために、以下の専門領域を置く。 

 (1) 醸造微生物学 

醸造に関わる微生物に関して、国酒酵母の生理、生態、遺伝子解析などの分類学から、

醸造微生物の生命科学・分子生物学に至るまでの幅広い研究を展開し、醸造微生物の特

性の解明と機能の改変、育種などを行う。また、得られた成果を発展させるために、醸

造酵母を中心にそれら微生物を利用した新規酒類の開発にも取組む。 

博士前期課程では、上記を通じて醸造微生物学に関する知識と技術、研究能力を修得

することで高度な問題解決力を身に付ける。 

博士後期課程では高度な知識と技術に加え、醸造微生物学に関わる創造的な研究能力

と問題設定および解決にむけた指導的能力を修得する。 

(2) 微生物工学 

 各種微生物の機能開発と高度利用を通して、「環境に優しいものづくり」を目指すほ

か、新規有用微生物の検索と取得菌の菌学的特性の解明、新規微生物培養技術の開発、

最適な物質生産プロセスの構築などに関する研究を行う。 

博士前期課程では、上記を通じて微生物工学に関する知識と技術、研究能力を修得す

ることで高度な問題解決力を身に付ける。 

博士後期課程では、微生物工学に関し、高度な知識と技術に加えて、創造的な研究能

力と問題設定および解決にむけた指導的能力を修得する。 

(3) 酒類生産科学 

 酒類生産に関し、清酒醪や発酵物、自然界からの微生物分離と同定、その発酵特性や
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有用性の探索や、未利用の農産物とそれに由来する微生物を組み合わせて用いた新規醸

造法の開発、高付加価値化など醸造技術の研究に取組む。清酒、焼酎その他の酒類の発

酵メカニズム解析や、新規醸造法の開発、貯蔵熟成による成分と香味特性の変化、官能

評価などを行う。その他、醸造物の成分分析や、麹菌の遺伝子解析などに取組む。 

博士前期課程では、酒類生産科学に関わる知識と技術、研究能力を修得することで、

関連領域における高度な問題解決力を身に付ける。 

博士後期課程では高度な知識と技術に加えて、本領域における創造的な研究能力と問

題設定および解決にむけた指導的能力を修得する。 

(4) 発酵食品化学 

 食酢・納豆・チーズをはじめとする様々な発酵食品に関する化学的分析とその製造に

関わる微生物について、ゲノム情報に基づいた分子レベルの生理・生化学的研究を行う。

これにより伝統的な醸造技術を科学的に解明し、より優れた発酵技術の開発に取組む。 

博士前期課程では、発酵食品と関連する微生物の知識と技術、研究能力を修得するこ

とで、関連領域における高度な問題解決力を身に付ける。 

博士後期課程では高度な知識と技術に加えて、本領域における創造的な研究能力と問

題設定および解決にむけた指導的能力を修得する。 

 (5) 調味食品科学 

 味噌、醤油、味醂、醤等の発酵調味料を研究題材とし、製造や保存に関連する麹菌、

酵母、乳酸菌などの微生物やその酵素、及び、これら発酵調味料のうま味やコク味など

に関する基礎的研究、製造法の改良や味覚受容機構の解明などの応用的研究を行う。こ

れらを通じて、有用微生物の利用と有害微生物の抑制及び、味覚の発現・苦味抑制作用

などの解明に取組む。 

博士前期課程では、これらに関連する技術、研究能力を修得することで、発酵調味料

に関連する課題に対する高度な解決力を身に付ける。 

博士後期課程では高度な知識と技術に加えて、本領域における創造的な研究能力と問

題設定および解決にむけた指導的能力を修得する。 

(6) 醸造環境科学 

 微生物を利用した環境浄化技術や有用物質の生産について研究を展開し、醸造・食品

工業などから排出される排水・廃棄物の微生物による処理技術の開発、浄水処理におい

て障害となる微生物のモニタリングと制御、廃棄物のコンポスト化（堆肥化）過程の微

生物相解析、新規有用微生物の探索と環境浄化技術への応用などに取組む。その他、バ

イオ燃料生産技術の開発にも取組む。 

博士前期課程では、醸造環境科学に関する知識と技術、研究能力を修得することで、
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本領域における高度な問題解決力を身に付ける。 

博士後期課程では高度な知識と技術に加えて、創造的な研究能力と問題設定および解

決にむけた指導的能力を修得する。 

 

４．食品安全健康学専攻 

博士前期課程では、「食品の安全性」および「食品の機能性」の双方に関する深い知

識を有する人材を輩出するため、以下の専門領域を置く。 

博士後期課程では、博士前期課程の６領域に「ケミカルトキシコロジー」を加え、農

学領域として、さらに高度かつ深化した教育・研究を行う。 

(1) 生体分析科学 

食品の安全性を評価するには、食品に含まれる様々な成分を化学的に分析し、それ

らの生体への作用を分子あるいは細胞レベルにおいて総合的に解析する必要がある。本

専門領域では、注目する食品成分と生体関連分子との分子間相互作用を、化学的・生物

物理学的な手法を駆使して解析する。さらに、生物工学的手法に基づいて、特異性と感

度に優れた解析法の開発を目指す。 

博士前期課程では安全性を評価する対象としての食品成分と生体関連分子との分子

間相互作用（例えば茶ポリフェノールと脂質膜の組み合わせや、アレルゲンと抗体タン

パク質の組み合わせ）を、最も適した方法で個別に解析する。 

博士後期課程では、様々な分子間相互作用の解析結果に基づき、普遍的な原理の解

明や、従来技術にはない革新的な解析法の創出を目指す。 

(2)リスク評価学 

ヒトの健康の維持・増進には、食品等から曝露される化学物質の有益性を活かし、有

害性を排除することが必要である。また、生活習慣病の治療や予防には、化学物質の寄

与するところが大きい。本専門領域では、食品などに含まれ、ヒトの健康への悪影響が

懸念される化学物質と、老化・がん・糖尿病・脂質異常症などに対する予防・進展阻止・

治療効果が見込まれる化学物質の生体影響を、動物や細胞を用いた実験及び分子毒性

（病理）学的解析手法により検出し、その詳細と背景機構を解明すると共に、ヒト材料

や幹細胞などを用いた「動物実験代替法」の開発と有用性検証に取り組む。 

博士前期課程では、研究の立案・遂行・考察・発表に至る各過程を自らのものとし、

化学物質の生体影響を動物実験または培養細胞などを用いた非動物実験で解析する方

法を修得することを目指す。 

博士後期課程では、動物実験または培養細胞などを用いた非動物実験で得た成果の背

景メカニズムを解析し、それをヒトに外挿し、また、それを利用して生活習慣病などを
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制御する方策を探索するための研究の、立案から発表に至る全過程を自ら行う力を得る

ことを目指す。 

(3)食品開発学 

 食品素材がもつ重要な栄養機能や感覚・嗜好機能などの機能性を、食品として安全に

最大限に活用することが必要である。そのために、食品・食品素材を物理化学的に解析

し、食品関連微生物の性質や植物性食品素材の代謝を分子遺伝学的に解析することで、

食品・食品素材の物質特性を明らかにする。本専門領域では、新しい食品の創出ととも

に、食品とヒトのかかわりである、感覚・嗜好性、咀嚼特性などの解析により、感覚特

性の科学的解明にも取り組む。 

博士前期課程では、食品素材の構造やレオロジー特性の物理化学的解析、食品関連微

生物および酵素のなどの生物学的解析、ヒトの咀嚼特性などの感覚特性の解析法を習得

し、食品と食品素材を科学的に理解するための知識と思考力を修得させることを目指す。 

 博士後期課程では、食品素材の特性および食品について、それらの製造工程にかかわ

る物理的・化学的・生物学的要因の相互関係の解明のみならず、ヒトの感覚特性の解明

と対応を解明することで、食品開発へ展開できる高度な専門的技術者、研究者となりう

る人材の輩出を目指す。 

(4)生理活性物質学 

 食材に含有される低分子生理活性物質（食品因子）は、健康な状態に調節する機能（生

体調節機能）を担っている。一方で、過剰摂取状態においては、健康障害を引き起こす

要因ともなりうることが危惧されている。本専門領域では、培養細胞などを用いた生理

活性試験により食品因子を検出し、その化学構造を決定、これをプローブとして生体内

標的分子を明らかにすることから、その制御機構を解明する。 

博士前期課程では、培養細胞などを用いたバイオアッセイの結果を指標に、天然素材

に含有される食品因子などの生理活性物質を精製・単離する技術、並びに、分光学的手

法による構造解析の技術を修得し、化学構造という化学的視点で生理活性という生物学

的現象を理解する構造活性相関的思考の涵養を目指す。 

博士後期課程では、食品因子などの生理活性物質と培養細胞内の生体分子との結合な

どを評価するために必要な分子生物学的技術を修得し、生理活性物質をプローブとして

用いることで生体内標的分子を特定、それを基に生体反応制御機構の解明を目指す。 

(5)生理機能学 

近年、脂肪・骨組織における細胞分化制御の分子機構解明が、生活習慣病をはじめと

する代謝疾患の予防・治療の鍵因子と考えられている。また、生活習慣病は慢性炎症を

基盤とし、病態の緩和には効率的な炎症（酸化ストレス）制御が重要となる。本専門領
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域では、代謝疾患モデル・遺伝子改変動物及び培養細胞を用いて、食品因子の生体調節

機能を脂質・骨代謝制御、組織・臓器間の代謝情報ネットワーク調節、酸化ストレスと

レドックスホメオスタシスの面から解明し、生命現象の基礎的解析から応用へ食と健康

を科学する。 

博士前期課程では、慢性炎症を基盤とした生活習慣病を正しく理解し、そのモデルと

なる培養細胞を選択し、抗炎症・抗酸化作用を有する食品因子の適切な（毒性の出ない）

添加量を決定し、有効性をスクリーニングできる技術を修得した上で、その結果の機序

を解明する実験系を組み立て、次の段階の動物試験にも活かせる能力の獲得を目指す。 

博士後期課程では、抗炎症・抗酸化作用を有する食品因子の生体調節機能(脂質・骨

代謝制御、組織・臓器間ネットワーク調節等)の詳細な作用機序について、自身が立て

た仮説を証明するため、培養細胞、代謝疾患モデル、遺伝子改変動物を効率良く用いる

実験系を構築し、問題を解決しつつ、結論を導き出す能力の修得を目指す。 

(6)生体環境解析学 

食事は、ヒトの健康維持・増進には必須である。しかし、食生活の変化により、高

脂肪食など偏りのある食事を摂取する機会は増加している。本専門領域では、このよ

うな社会的背景を踏まえ、機能性を有する様々な食品・栄養成分について、その生体

内動態の仕組みを解明し、生体での表現型に着目し、安全性の確保にも寄与すること

を目指した教育・研究を行う。本専門領域では、動物、培養細胞、試験管レベルで生

化学的、分子細胞生物学的な手法を用いて、食事の生体に与える影響について検討す

る。具体的には、様々な食事の皮膚への影響、呈味成分の舌上皮や消化管での影響に

ついて検討する。 

博士前期課程では、様々な食事の皮膚への影響、呈味成分の舌上皮や消化管での影

響に関する、立案された研究計画を基に、細胞培養法、動物実験法、生物化学・分子

生物学的手法を学び、実験実施、考察、発表を通して、生体を科学的に理解するため

の知識と思考力を修得させることを目指す。 

博士後期課程では、皮膚、創傷治癒に影響を与える環境(食事、紫外線など)の生体調

節機能(組織・臓器間ネットワーク調節等)、腸管代謝制御(内分泌、免疫系)、味覚（食

品素材と味細胞との相互作用）の詳細な作用機序について、自身が立てた仮説を証明す

るため、培養細胞、動物実験系を用いて、問題を解決しつつ、結論を導き出す能力の修

得を目指す。 

 (7)ケミカルトキシコロジー（博士後期課程のみ） 

化学物質の生体への影響を分子・細胞レベル及び動物個体レベルで局所的あるいは

網羅的に解析していく。その上で化学物質の有用性評価ならびにリスクや安全性評価
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のための基礎情報を得る。博士後期課程に置く本学際領域では、外来性・内在性化学

物質と生体システムとの作用を原子・分子のスケールから理解することをゴールとし

ており、そのために多様な研究手法を総合化して問題解決にあたる。 

 

５．食品栄養学専攻 

博士前期課程では、食品から見た栄養学、ヒトから見た栄養学の両面から、ヒトの健

康の保持・増進、疾病の予防・改善に貢献できる礎を築くため、以下の６つの専門領域

を置く。 

博士後期課程では、博士前期課程の６領域を高度化かつ深化させ、農学領域として教

育・研究を行う。 

 (1)食品生化学 

食品中には、健康に好ましい影響を与える物質や健康に悪影響を及ぼす物質が存在す

る。このような物質が生体内でどのように作用するのかを知ることは、健康の保持・増

進、生活習慣病の予防・改善、食品の安全性確保に繋がる。研究内容は、食品、食品成

分の機能性や、食品に関連する有害物質の毒性に対して、培養細胞や動物を用いて生化

学的あるいは分子生物学的な手法を用いて評価・解析を行う。具体的には、メタボリッ

クシンドロームの構成要因である糖尿病や肥満などに対する食品や食品成分の影響、腸

管オルガノイド培養法を用いた腸管幹細胞に対する食品や食品成分、有害物質の影響な

どについて検討する。 

博士前期課程では、細胞や動物を用いて、食品、食品成分、有害物質に対する生体の

応答についての理解を目指す。 

博士後期課程では食品、食品成分、有害物質がもたらす生体への影響だけでなく、分

子レベルでの作用機序も明らかにし、新たな知見を発信することを目指す。 

 (2)フードシステム管理学 

フードシステムは、食品の生産、流通、加工、消費という一連の流れを一つの体系と

して扱う概念である。そのフードシステムにおいて、安全性の確保は重要である。安全

性の観点から、微生物の増殖や毒素の産生に対して抑制効果を示す食品成分は、フード

システムにおいて重要な役割を果たすと考えられる。本専門領域では、微生物の増殖や

毒素の産生に対して抑制効果を示す食品から、有機溶媒や HPLC を用いていくつかの食

品成分を精製し、IR、NMR、MS などの種々の構造解析法を用いて、構造を決定し、新規

化合物の単離・同定を行う。さらに、主に微生物や細胞を用いた評価系を利用し、当該

新規化合物の有用性を検証する。 
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博士前期課程では、微生物の増殖や毒素の産生に対して抑制効果を示す食品成分を単

離し、当該成分の評価を行い、その有用性を検証することを目指す。 

博士後期課程では、微生物の増殖や毒素の産生に対して抑制効果を示す食品成分の単

離だけでなく、様々な手法を駆使することで新規化合物の構造を決定し、その作用機序

を分子レベルで明らかにし、より深い理解を目指す。 

 (3)調理科学 

調理は、食文化を背景としているが実践に役立つ理論とするためには、食品の物性・

化学的変化から食事提供、人間の心理までを包括した内容を科学的視点でとらえること

が重要である。本専門領域では、調理過程で起こる食品の成分変化や構造変化に伴う物

性変化を理化学的に解析し、調理後の摂取段階での成分量や、ヒトの嗜好および感覚的

因子との関連性を数量化して客観的に評価することで、食べ物とヒトとの関わり合いを

解明する。さらに機能性を付加した調理加工食品を創出し、その有用性の検証に取り組

む。また、食事提供における調理の効率化について、省エネルギーと品質の相互関係か

ら検討する。 

博士前期課程では、調理過程で起こる食品の物理化学的変化や省エネルギーを考慮し

た調理の効率化についての理解を目指す。 

博士後期課程では、機能性を持ち合わせた新規調理加工食品の創出を目指し、それら

のヒトにおける有用性を明らかにする。 

(4)臨床栄養学 

本専門領域では、疾病と栄養や食事との関係をエネルギーと各種栄養素を基本として

科学的に理解し、その知識や技術を疾病の予防、治療、さらに増悪防止に活用できるこ

とを目指した教育・研究を行っていく。研究内容は、病態などの臨床医学および栄養学

の面から様々な疾患時における栄養状態を含む身体状態の変化に対する栄養アセスメ

ントや栄養療法の有効性を、生理・生化学や免疫学的手法等を用いて、その詳細と背景

機構を含めて検証する。 

博士課程前期では、各疾患に対する栄養管理の有用性について、代謝の変化など生体

の応答に関して理解を目指す。 

博士課程後期では、食事療法が各疾患の病態および治療に与える影響について背景機

構を分子レベルで解明し、新たな知見を発信することを目指す。 

(5)保健栄養学 

現代社会の環境下で人々が健康を保持・増進するためには食事の質・量・タイミング

をいかにとるかが重要となる。各ライフステージや身体活動の状況により各栄養素の要

求量は異なるため、対象ごとに子供から高齢者、あるいは大学アスリートについて研究
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を進める。人々の健康には食事だけでなく、身体活動を含めた運動、睡眠を含めた生活

のリズム、女性ホルモン等の内分泌系、社会的環境など様々な因子が関与している。そ

れぞれの相互作用を含め、健康的な食べ方を提案するための科学的根拠を検討する。ま

た、アスリートについては競技力向上のための食事のあり方について検討する。 

博士前期課程では、対象とするライフステージの食生活上の課題と関連する因子を検

討し、先行研究を踏まえて改善策を提案できる力を身につけることを目指す。 

博士後期課程では、対象集団の食事、運動、生活リズムなどの相互の因果関係につい

て生理学的メカニズムを含めて検討し、食生活上の科学的根拠を解明し、発信する力を

身につけることを目指す。 

(6)栄養生理学 

ヒトの健康の保持・増進のためには、摂取する食品成分の生体内での生理機能を理解

することは重要である。また、栄養素摂取の過不足は生活習慣病をはじめとする各種疾

患のリスク因子であるため、栄養素の生体内代謝変動を解明することは疾患発症の予防

に寄与する。本専門領域では、実験動物や培養細胞を用いて、栄養素や非栄養素の過不

足が生体に及ぼす影響について、生化学的、分子栄養学的手法を用いて検討し、生体内

での生理機能を解明することを目指している。 

博士前期課程では栄養素や非栄養素の摂取が生体に及ぼす影響について、生体の応答

を中心に理解を目指す。 

博士後期課程では栄養素や非栄養素の生体応答について、作用機構を分子レベルで解

明するとともに、生体におけるそれらの役割についてより深く理解することを目指す。 
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イ 研究科、専攻等の名称及び学位の名称 

Ⅰ．研究科等の名称 

 日本語名 英語名 

研究科名称 

 

応用生物科学研究科 Graduate School of Applied Bioscience 

専攻名称 

 

農芸化学専攻 Department of Agricultural Chemistry 

 

 

醸造学専攻 Department of Fermentation Science and 

Technology 

 

 

食品安全健康学専攻 Department of Nutritional Science and 

Food Safety 

 

 

食品栄養学専攻 Department of Food and Nutritional 

Science 

学位名称（博

士前期課程） 

修士（農学） Master of Agricultural Science 

学位名称（博

士後期課程） 

博士（農学） Doctor of Philosophy in Agricultural 

Science 

 

Ⅱ．当該名称とする理由 

１．応用生物科学研究科 

農学を基盤とし、人と環境が調和する生活を多元的に支える応用生物科学分野におい

て、博士前期課程では、関連分野の問題解決に向けた柔軟な判断力・遂行能力を有した

人材を、博士後期課程では、関連分野での国際的かつ高い倫理性を有し、その先導的研

究者・教育者あるいは専門家として独立できる能力を有した人材の養成を目的とするこ

とから、研究科の名称を「応用生物科学研究科」、学位に付記する専門分野の名称を「修

士（農学）」および「博士（農学）」とするとともに、研究科の英訳を「Graduate School 

of Applied Bioscience」、学位の英訳を「Master of Agricultural Science」および

「Doctor of Philosophy in Agricultural Science」とする。 

 

２．農芸化学専攻 

(1) 博士前期課程 

博士前期課程では、人類の生活に関わる課題を食料、環境、健康の観点から、特に細
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分化する最近の研究内容を農芸化学の持つ幅広い学問分野からの視野から解決するこ

とを研究目的としていることから、実社会で生じる多種多様な食に関する問題を解決す

るための柔軟な思考能力を身に付けた人材の輩出を目的に、専攻の名称を「農芸化学専

攻」、学位に付記する専門分野の名称を「修士（農学）」とするとともに、専攻の英訳を

「Department of Agricultural Chemistry」、学位の英訳を「Master of Agricultural 

Science」とする。 

(2) 博士後期課程 

博士後期課程では、食料、環境、健康に関わる研究課題に対して、幅広い学問分野を

有す農芸化学的視野から、高度な専門的学問知識と実験手法、論文作成能力を獲得しつ

つ、現実に起こりうる様々な問題に取り組み、解決しうる能力をもつ研究者を養成する

ことを目的としていることから、専攻の名称を「農芸化学専攻」、学位に付記する専門

分野の名称を「博士（農学）」とするとともに、専攻の英訳を「Department of 

Agricultural Chemistry」、学位の英訳を「Doctor of Philosophy in Agricultural 

Science」とする。 

 

３．醸造学専攻 

(1) 博士前期課程 

博士前期課程では、醸造学及び関連分野の学問における教育・研究の継続的発展の目

的で設置し、わが国独自の文化を形成する醸造産業を始め、微生物利用工業の発展に寄

与する人材の育成を目的としていることから、専攻の名称を「醸造学専攻」とする。「醸

造」は発酵科学及び発酵技術の学問領域であることから英訳を「Fermentation Science 

and Technology」とし、専攻名の英訳を「Department of Fermentation Science and 

Technology」とする。学位に付記する専門分野の名称は「修士（農学）」、学位の英訳は

「Master of Agricultural Science」とする。 

(2) 博士後期課程 

博士後期課程では、醸造学および微生物学、化学、生物工学の学問分野において自立

した研究活動ならびに指導を行うことのできる研究者の育成を目的としていることか

ら、専攻の名称を「醸造学専攻」とする。「醸造」は発酵科学及び発酵技術の学問領域

であることから英訳を「Fermentation Science and Technology」とし、専攻名の英訳

を「Department of Fermentation Science and Technology」とする。学位に付記する

専門分野の名称は「博士（農学）」、学位の英訳は「Doctor of Philosophy in Agricultural 

Science」とする。 
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４．食品安全健康学専攻 

(1) 博士前期課程 

博士前期課程では、最先端の研究成果を取り入れることにより、「食品の安全性」と

「食品の機能性」の両面から食品を評価し、高度な知識や研究スキルを身につけた人材

を社会に送り出すことで、ますます複雑化する食の問題や健康増進に対する社会的ニー

ズに応え、正しい情報を発信できる人材を輩出することを目的としていることから、専

攻の名称を「食品安全健康学専攻」とする。英訳を「Department of Nutritional Science 

and Food Safety」とする。学位の名称は、農学を中心とした「食品の安全性」および

「食品の機能性」双方の教育・研究を修得できる専攻であることから、「修士（農学）」、

学位の英訳を「Master of Agricultural Science」とする。 

(2) 博士後期課程 

博士後期課程では、「食品の安全性」と「食品の機能性」の両面から食品を評価し、

より高度でグローバルな知識と創造的な研究能力を修得し、問題設定・解決能力および

問題解決に向けてのリーダーシップを持ち、独立した研究者・教育者・行政官などとし

て活動できる素養を身に付けさせることが可能となり、食品の安全性と機能性にかかわ

る社会的な要求と、それらに関する十分な専門性を備えた人材を輩出することを目的と

することから、専攻の名称を「食品安全健康学専攻」とする。英訳を「Department of 

Nutritional Science and Food Safety」とする。学位の名称は、農学を中心とした東

京農業大学における「食品の安全性」および「食品の機能性」双方の教育・研究を修得

できる専攻であることから、「博士（農学）」とする。学位の英訳を「Doctor of Philosophy 

in Agricultural Science」とする。 

 

５．食品栄養学専攻 

(1) 博士前期課程 

博士前期課程では、「食品栄養学」と「人間栄養学」の両分野を教育研究の柱とし、

ヒトの生涯にわたる健康の保持・増進および疾病の予防・改善に向けた食の機能性の利

用や、栄養管理などの専門的研究を行い、食品学および栄養学領域において、専門的知

識・技術と研究能力を持った指導的立場を担える人材を輩出することを目的としている

ことから、専攻の名称を「食品栄養学専攻」とし、専攻の英訳を「Department of Food 

and Nutritional Science」とする。 

学位名称は、農業大学にある大学院であること、ならびに昨今の国際化の流れから対

外的な理解しやすさを考慮し、学位に付記する専門分野の名称を修士 (農学)、学位の

英訳を「Master of Agricultural Science」とする。 



 

30 
 

(2) 博士後期課程 

博士後期課程では、「食品栄養学」と「人間栄養学」の両分野を教育研究の柱とし、

食品の開発や安全性確保、医療における食事療法などの専門的研究を行い、食品学およ

び栄養学領域において、豊富な専門的知識・技術と研究能力を有し、研究・産業発展な

どで指導的立場を担える高度な人材を輩出することを目的としていることから、専攻の

名称を「食品栄養学専攻」とし、専攻の英訳を「Department of Food and Nutritional 

Science」とする。 

学位名称は、農業大学にある大学院であること、ならびに昨今の国際化の流れから対

外的な理解しやすさを考慮し、学位に付記する専門分野の名称を博士 (農学)、学位の

英訳を「Doctor of Philosophy in Agricultural Science」とする。 

 

ウ 教育課程の編成の考え方及び特色 

Ⅰ．教育課程の編成の基本的な考え方及び特色 

１．応用生物科学研究科 

(1) 博士前期課程 

応用生物科学研究科博士前期課程は、本学の建学の精神「人物を畑に還す」に基づき、

農学を基盤とした生物資源、食品・健康科学ならびに環境科学の分野において、見識と

実力，さらに健全で調和のとれた人間性を有する研究者および高度専門技術者を養成す

る。そのため、教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）を以下のとおり

定める。 

応用生物科学究科博士前期課程は、本学の教育の理念「実学主義」に基づき、応用

生物科学にかかわる研究者、教育者あるいは高度専門技術者としての総合力を確立さ

せ、ディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるため、以下の方針のもと教育課

程を編成します。 

① 「研究科共通科目」に、研究者・技術者等として必要な知的管理に関する科目と

実践力を育む科目を配当する。 

② 「専攻科目・基礎科目」に、研究者・技術者等として必要な、プレゼンテーショ

ン能力や英語力を身につける科目、生命倫理・研究倫理に対する理解力を高める

科目および研究の遂行に求められる専攻基礎科目を配当する。 

③ 「専攻科目・特論科目」に、研究者や技術者等として必要な専門的知識・研究能

力を修得させるため、講義または演習形式による専攻専門科目を配当する。 

④ 「研究科目」に、指導教授または指導准教授による密接な指導の下に、問題の発
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見・研究課題の選定から研究計画の立案、実験や調査など研究の実施、綿密な議

論や考察、文献探索などの実践を通じた修士論文の執筆と発表を行う演習科目、

実験科目を必修科目として配当する。 

(2) 博士後期課程 

応用生物科学研究科博士後期課程は、本学の建学の精神「人物を畑に還す」に基づき、

農学を基盤とした生物資源、食品・健康科学ならびに環境科学の分野において、これら

の分野を包含する応用生物科学に対する深い理解の上に、見識と実力、さらに健全で調

和のとれた人間性を有する研究者および高度専門技術者を養成する。そのため、教育課

程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）を以下のとおり定める。 

応用生物科学研究科博士後期課程は、本学の教育の理念「実学主義」に基づき、

応用生物科学にかかわる研究者、教育者あるいは高度専門技術者としての総合力を

確立させ、ディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるため、以下の方針のも

と教育課程を編成します。 

① 「研究科共通科目」に、研究者・技術者等として必要な研究倫理及び知的財産

管理に関する科目と実践力を育む科目を配当する。 

② 「専攻科目・基礎科目、特論科目」に、自立した研究者・技術者等として必要

な高度な専門的知識・研究能力を養うための科目を配当及び、国際的に活躍し

うる人材を育成するため、研究者・技術者等に必要な語学力、コミュニケーシ

ョン能力、情報発信力等を増強する科目を配当する。 

③ 「研究指導科目」に、指導教員による密接な指導の下、自ら主体的に研究を展

開させる博士論文の作成を通じて、より難度の高い問題を解決し、さらなる課

題を設定して課題解決に向けた成果を社会に還元し、当該分野の先導的な専門

家として独立できる能力を修得させるための科目を配当する。 

 

２．農芸化学専攻 

(1) 博士前期課程 

本課程では、食料、環境、健康の観点からの研究課題に対して、基礎・応用の両面か

ら研究遂行能力を修得できる教育研究体制のもと、幅広い分野を対象にできる科学的解

析能力、論理的展開能力を備えた人材を養成する。そのため、教育課程の編成・実施方

針（カリキュラム・ポリシー）を以下のとおり定める。 

農芸化学専攻博士前期課程は、本学の教育の理念「実学主義」に基づき、応用生物

科学にかかわる研究者、教育者あるいは高度専門技術者としての総合力を確立させ、
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ディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるため、以下の方針のもと教育課程を

編成します。 

① 「研究科共通科目」として、研究者・技術者等として必要な知的管理に関する科

目と実践力を育む科目を配当する。 

② 「専攻科目・基礎科目」として、研究者・技術者等として必要な、プレゼンテー

ション能力や英語力を身につける科目、生命倫理・研究倫理に対する理解力を高

める科目及び農芸化学の研究の遂行に求められる専攻基礎科目を配当する。 

③ 「専攻科目・特論科目」として、研究者や技術者等として必要な専門的知識・研

究能力を修得させるため、講義または演習形式により、土壌肥料学、植物生産化

学、応用微生物学、食料資源理化学、生物有機化学、及び栄養・生化学に関する

科目を配当する。 

④ 「研究科目」として、研究指導教員による密接な指導の下に、問題の発見・研究

課題の選定から研究計画の立案、実験や調査など研究の実施、綿密な議論や考察、

文献探索などの実践を通じた修士論文の執筆と発表を行う演習科目、実験科目を

必修科目として配当する。 

農芸化学に関する幅広い基礎知識を修得するため、様々な研究分野から講師を招いて

講義を行う生体機能化学ⅠおよびⅡを設けている（DP1）。また、それらを実践し、研

究成果の解析や応用につなげるために農芸化学特別演習Ⅰ～Ⅳおよび農芸化学特別実

験Ⅰ～Ⅳを置く（DP1,2）。必要な情報を英語論文から読み取り、知識として定着させ

るための論文英語や特論科目がある（DP3）。最終的に研究成果を学会等で発表するた

めにプレゼンテーション法の講習を行う（DP4）。なお、それぞれの科目と対応する DP

は資料 15 にまとめたとおりである。 

 (2) 博士後期課程 

本課程では、食料・健康・環境に関わる研究課題に対して、農芸化学を基盤とした高

度な専門性を持ち、国際化し多様化する社会情勢の変化に柔軟かつ的確に対応できる幅

広い知識と判断力を有した研究者と高度専門職業人を養成する。そのため、教育課程の

編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）を以下のとおり定める。 

農芸化学専攻博士後期課程は、本学の教育の理念「実学主義」に基づき、応用生物

科学にかかわる研究者、教育者あるいは高度専門技術者としての総合力を確立させ、

ディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるため、以下の方針のもと教育課程を

編成します。 

① 「研究科共通科目」として、研究者・技術者等として必要な研究倫理及び知的財
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産管理に関する科目と実践力を育む科目を配当する。 

② 「専攻科目・基礎科目、特論科目」として、自立した研究者・技術者等として必

要な高度な専門的知識・研究能力を養うため、土壌肥料学、植物生産化学、応用

微生物学、食料資源理化学、生物有機化学、及び栄養・生化学に関する科目を配

当し、また、研究者・技術者等に必要な語学力、情報発信力等を増強する科目を

配当する。 

③ 「研究指導科目」として、研究指導教員による密接な指導の下、自ら主体的に研

究を展開させる博士論文の作成を通じて、より難度の高い問題を解決し、さらな

る課題を設定して課題解決に向けた成果を社会に還元し、当該分野の先導的な専

門家として独立できる能力を修得させるための科目を配当する。 

農芸化学に関する高度な専門知識、研究能力、論文作成能力を獲得するため、特論科

目および論文英語作成科目を配置している（DP1,2）。また、自ら研究課題を開拓し、

独創的な研究を遂行しつつ、研究者や高度専門職業人の指導、育成にも貢献し得る能力

を身に着けるための特別研究指導を行う（DP3,4）。なお、それぞれの科目と対応する

DP は資料 15 にまとめたとおりである。 

 

３．醸造学専攻 

(1) 博士前期課程 

本専攻博士前期課程は、わが国独自の醸造技術や発酵食品の科学的探求および次世代

の微生物利用産業の発展に寄与するため、醸造に関わる微生物の分類、生態、構造、機

能、遺伝、育種とその応用、醸造物・発酵食品の製造技術、解析、開発、醸造・食品産

業における環境保全対策について取り扱う。本専攻では、これらにおける高度な知識と

技術、研究能力を修得し、高度な問題解決力を身に付けた人材を養成する。そのため、

醸造学専攻博士前期課程では、教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）

を以下のとおり定める。 

醸造学専攻博士前期課程は、本学の教育の理念「実学主義」に基づき、応用生物科

学にかかわる研究者、教育者あるいは高度専門技術者としての総合力を確立させ、デ

ィプロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるため、以下の方針のもと教育課程を編

成します。 

① 「研究科共通科目」として、研究者・技術者等として必要な知的管理に関する科

目と実践力を育む科目を配当する。 

② 「専攻科目・基礎科目」として、研究者・技術者等として必要な、プレゼンテー
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ション能力や技法を身につける科目、生命倫理・研究倫理に対する理解力を高め

る科目及び醸造学研究の遂行に求められる専攻基礎科目を配当する。 

③ 「専攻科目・特論科目」として、研究者や技術者等として必要な専門的知識・研

究能力を修得させるため、講義または演習形式により、醸造微生物学、微生物工

学、酒類生産科学、発酵食品化学、調味食品科学及び醸造環境科学に関する科目

を配当する。

④ 「研究科目」として、研究指導教員による密接な指導の下に、問題の発見・研究

課題の選定から研究計画の立案、実験や調査など研究の実施、綿密な議論や考察、

文献探索などの実践を通じた修士論文の執筆と発表を行う演習科目、実験科目を

必修科目として配当する。

 醸造微生物学特論Ⅰ・Ⅱ、微生物工学特論Ⅰ・Ⅱ、酒類生産科学特論Ⅰ・Ⅱ、調味食

品科学特論Ⅰ・Ⅱ、発酵食品化学特論Ⅰ・Ⅱ、醸造環境科学特論Ⅰ・Ⅱは本専攻博士前

期課程の中心となる科目であり、各専門領域における確かな知識と技術を修得するため

のものである。醸造学特別実験Ⅰ～Ⅳはさらに微生物学、食品科学または微生物工学を

基盤とした研究能力や科学者としての倫理を理解し問題設定及び解決能力を修得する

ためのものであり、醸造学特別演習Ⅰ～Ⅳはそれらに加えて論文の執筆や口頭発表を行

う能力、さらに多様な発信力を養うものである。 

なお、それぞれの科目と対応する DP は資料 15 にまとめたとおりである。 

(2) 博士後期課程

醸造学専攻博士後期課程はわが国独自の醸造技術や発酵食品の科学的探求および次

世代の微生物利用産業の発展に寄与するため、醸造に関わる微生物の分類、生態、構造、

機能、遺伝、育種とその応用、醸造物・発酵食品の製造技術、解析、開発、醸造・食品

産業における環境保全対策について取り扱う。本専攻では、これらにおける高度な知識

と技術、創造的な研究能力と問題設定および解決にむけた指導的能力を修得した人材を

養成する。そのため、醸造学専攻博士後期課程では、教育課程の編成・実施方針（カリ

キュラム・ポリシー）を以下のとおり定める。

醸造学専攻博士後期課程は、本学の教育の理念「実学主義」に基づき、応用生物科

学にかかわる研究者、教育者あるいは高度専門技術者としての総合力を確立させ、デ

ィプロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるため、以下の方針のもと教育課程を編

成します。 

① 「研究科共通科目」として、研究者・技術者等として必要な研究倫理及び知的財

産管理に関する科目と実践力を育む科目を配当する。
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② 「専攻科目・基礎科目、特論科目」として、自立した研究者・技術者等として必

要な高度な専門的知識・研究能力を養うための醸造微生物学、微生物工学、酒類

生産科学、発酵食品化学、調味食品科学及び醸造環境科学に関する科目及び、研

究者・技術者等に必要な語学力、コミュニケーション能力等を増強する科目を配

当する。

③ 「研究指導科目」として、研究指導教員による密接な指導の下、自ら主体的に研

究を展開させる博士論文の作成を通じて、より難度の高い問題を解決し、さらな

る課題を設定して課題解決に向けた成果を社会に還元し、当該分野の先導的な専

門家として独立できる能力を修得させるための科目を配当する。

醸造微生物学後期特論、微生物工学後期特論、酒類生産科学後期特論、調味食品科学

後期特論、発酵食品化学後期特論、醸造環境科学後期特論は本専攻博士後期課程の中心

となる科目であり、各専門領域において高度な専門知識と創造的な研究能力を修得する

ためのものである。特別研究指導Ⅰ～Ⅲはさらに専門分野において問題設定及び解決に

向けた指導能力を養うための科目である。 

なお、それぞれの科目と対応する DP は資料 15 にまとめたとおりである。 

４．食品安全健康学専攻

(1) 博士前期課程

本課程では、最先端の知識と技術を修得し、食品の安全性と機能性の両面を科学的に

評価する研究を行ってその研究成果を実社会に発信し、柔軟性・機動性・問題解決力・

倫理性を兼ね備え、広く社会に寄与する人材（技術者・研究者・行政官・教育者など）

の育成を目指す。そのため、本専攻博士前期課程では、教育課程の編成・実施方針（カ

リキュラム・ポリシー）を以下のとおり定める。

食品安全健康学専攻博士前期課程は、本学の教育の理念「実学主義」に基づき、応

用生物科学にかかわる研究者、教育者あるいは高度専門技術者としての総合力を確立

させ、ディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるため、以下の方針のもと教育

課程を編成します。 

① 「研究科共通科目」として、研究者・技術者等として必要な知的管理に関する科

目と実践力を育む科目を配当する。

② 「専攻科目・基礎科目」として、研究者・技術者等として必要な、プレゼンテー

ション能力や英語力を身につける科目、生命倫理・研究倫理に対する理解力を高

める科目及び食品安全健康学研究の遂行に求められる専攻基礎科目を配当する。 
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③ 「専攻科目・特論科目」として、研究者や技術者等として必要な専門的知識・研

究能力を修得させるため、講義または演習形式により、生体分析科学、リスク評

価学、食品開発学、生理活性物質学、生理機能学及び生体環境解析学に関する科

目を配当する。

④ 「研究科目」として、研究指導教員による密接な指導の下に、問題の発見・研究

課題の選定から研究計画の立案、実験や調査など研究の実施、綿密な議論や考察、

文献探索などの実践を通じた修士論文の執筆と発表を行う演習科目、実験科目を

必修科目として配当する。

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を実現するための科目の対応関係は以下のと

おりである。 

ディプロマ・ポリシー①を修得させるために、キャリア形成に繋がる講義科目として

の「知的財産管理法」と、産業界との連携カリキュラムの「インターンシップ」を配置

する。 

ディプロマ・ポリシー②を修得させるために、高度な専門的知識・研究能力・倫理性

の基盤となる科目「研究倫理」、「オミクス」、「英語論文講読」、「フードバイオケミスト

リー」「フードモレキュラーバイオロジー」を配置する。

ディプロマ・ポリシー③を修得させるために、各領域の高度な専門的知識・研究能力

を養う「食品機能科学特論」、「生理活性物質学特論」、「生理機能学特論」、「生体環境解

析学特論」を配置する。 

ディプロマ・ポリシー④を修得させるために、難度の高い問題を解決し、その成果を

社会に対して的確に発信する能力を修得する「食品安全健康学特別演習Ⅰ～Ⅳ」と「食

品安全健康学特別実験Ⅰ～Ⅳ」を配置する。 

なお、それぞれの科目と対応する DP は資料 15 にまとめたとおりである。 

(2) 博士後期課程

本課程では、最先端の知識と技術を修得し、食品の安全性と機能性の両面を科学的に

評価する研究を行って高度な知識と技術、研究能力、倫理性を修得し、高い問題解決力

と、独立して活動できる技術者・研究者・教育者・行政官などとしての素養を身に付け、

国際的に活躍する人材を養成することを目指す。そのため、本専攻博士後期課程では、

教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）を以下のとおり定める。 

食品安全健康学専攻博士後期課程は、本学の教育の理念「実学主義」に基づき、応

用生物科学にかかわる研究者、教育者あるいは高度専門技術者としての総合力を確立
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させ、ディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるため、以下の方針のもと教育

課程を編成します。 

① 「研究科共通科目」として、研究者・技術者等として必要な研究倫理及び知的財

産管理に関する科目と実践力を育む科目を配当する。 

② 「専攻科目・基礎科目、特論科目」として、自立した研究者・技術者等として必

要な高度な専門的知識・研究能力を養うための生体分析科学、リスク評価学、食

品開発学、生理活性物質学、生理機能学及び生体環境解析学に関する科目を配当

及び、研究者・技術者等に必要な語学力、コミュニケーション能力等を増強する

科目を配当する。 

③ 「研究指導科目」として、研究指導教員による密接な指導の下、自ら主体的に研

究を展開させる博士論文の作成を通じて、より難度の高い問題を解決し、さらな

る課題を設定して課題解決に向けた成果を社会に還元し、当該分野の先導的な専

門家として独立できる能力を修得させるための科目を配当する。 

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を実現するための科目の対応関係は以下のと

おりである。 

ディプロマ・ポリシー①を修得させるために、修了後の国際社会に貢献できるキャリ

ア形成に繋がり、職務上必要となる倫理観を修得するための講義科目としての「知的財

産管理法･研究倫理特論」と、産業界との連携カリキュラムとして「インターンシップ」

を配置する。 

ディプロマ・ポリシー②を修得させるために、国際社会に対して的確に発信する能力

を修得するための「英語によるプレゼンテーション」、国際社会で充分通用する、各領

域の高度な専門的知識・研究能力を養うために、「生体分析科学特論」、「リスク評価学

特論」、「食品開発学特論」、「生理活性物質学特論」、「生理機能学特論」、「生体環境解析

学特論」、「ケミカルトキシコロジー特論」を配置する。 

ディプロマ・ポリシー③を修得させるために、自ら研究を企画・推進する能力、学術

研究の論理的説明能力などを涵養し、学術集会などでの研究成果の発表や英文学術誌へ

の論文投稿を行い、それらを含めた研究成果を博士論文としてまとめるために、学年そ

れぞれについて「特別研究指導 I～Ⅲ」を配置する。 

なお、それぞれの科目と対応する DP は資料 15 にまとめたとおりである。 
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５．食品栄養学専攻

各国が多くの食の問題を抱える中で、我が国の最大の問題の１つは高齢化率の急速な

進行である。これに対しては、正しい食生活による健康の保持・増進、ならびに疾病予

防を普及し、実践することが強く求められる。このような社会的背景から、食品に含有

される栄養成分・非栄養成分が生体に与える影響に関する研究、食品の調理、加工、食

事の提供などに応用されるまでの研究、健康の保持・増進と生活習慣病の予防・改善の

要となる栄養学を追究する実践的な研究を推し進められなければならない。そのため本

専攻では、教育分野を「食品栄養学分野」と「人間栄養学分野」の 2 つの分野を設け、

互いの交流を密にして機動的運営を図るとともに、食品学や栄養学などの専門領域にお

ける幅広い知識を修得させ、問題解決力や研究力を養うための教育課程を編成すること

とした。 

本専攻における教育課程の編成方針 (カリキュラム・ポリシー) とは以下の通りで

ある。 

(1) 博士前期課程

食品栄養学専攻博士前期課程は、本学の教育の理念「実学主義」に基づき、応用生

物科学にかかわる研究者、教育者あるいは高度専門技術者としての総合力を確立さ

せ、ディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるため、以下の方針のもと教育課

程を編成します。 

① 「研究科共通科目」として、研究者・技術者等として必要な知的管理に関する科

目と実践力を育む科目を配当する。

② 「専攻科目・基礎科目」として、研究者・技術者等として必要な、プレゼンテー

ション能力や英語力を身につける科目、生命倫理・研究倫理に対する理解力を高

める科目及び食品栄養学研究の遂行に求められる専攻基礎科目を配当する。 

③ 「専攻科目・特論科目」として、研究者や技術者等として必要な専門的知識・研

究能力を修得させるため、食品栄養学および人間栄養学に関する科目を配当す

る。また、専門性に応じた必要な専門的知識・研究能力を修得させるため、食品

生化学、フードシステム管理学、調理科学、食品機能利用学、栄養生理学、保健

栄養学、臨床栄養学及び栄養機能学に関する科目を配当する。

④ 「研究科目」として、研究指導教員による密接な指導の下に、問題の発見・研究

課題の選定から研究計画の立案、実験や調査など研究の実施、綿密な議論や考察、

文献探索などの実践を通じた修士論文の執筆と発表を行う演習科目、実験科目を

必修科目として配当する。
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博士前期課程の本カリキュラムにおける学位授与方針 (ディプロマ・ポリシー)との

対応関係を別紙「ディプロマ・ポリシーとカリキュラムの対応表」資料 15 に示す。具

体的には以下の通りである。 

ディプロマ・ポリシー① (食品栄養学の高度で広範な専門的基礎知識や技術、研究手

法の修得) のための科目として、「知的財産管理法」、「研究倫理」、「ニュートリゲ

ノミクス」、「フード・バイオテクノロジー」、「食品栄養学特論」、「食品機能利用

学特論」、「人間栄養学特論」、「栄養機能学特論」、「食品栄養学特別演習 I〜IV」

及び「食品栄養学特別実験 I〜IV」を配置する。 

ディプロマ・ポリシー② (食品栄養学における高度専門職業人として活躍する際に求

められる情報収集力、観察・分析力と論理的思考、さらに、判断のプロセスや結果を説

明する情報発信のためのコミュニケーション能力とプレゼンテーション能力) のため

の科目として、「インターンシップ」、「栄養統計学」、「論文英語」、「プレゼンテ

ーション法」、「食品栄養学特別演習 I〜IV」及び「食品栄養学特別実験 I〜IV」を配

置する。 

ディプロマ・ポリシー③ (食品栄養学の研究に求められる高度な専門的研究手法を用

いた優れた課題発見・分析力、さらには、修士論文作成における研究遂行力) のための

科目として、「食品生化学特論」、「フードシステム管理学特論」、「調理科学特論」、

「栄養生理学特論」、「保健栄養学特論」、「臨床栄養学特論」、「食品栄養学特別演

習Ⅰ～Ⅳ」及び「食品栄養学特別実験Ⅰ～Ⅳ」を配置する。 

 

(2) 博士後期課程 

食品栄養学専攻博士後期課程は、本学の教育の理念「実学主義」に基づき、応用生

物科学にかかわる研究者、教育者あるいは高度専門技術者としての総合力を確立さ

せ、ディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるため、以下の方針のもと教育課

程を編成します。 

① 「研究科共通科目」として、研究者・技術者等として必要な研究倫理及び知的財

産管理に関する科目と実践力を育む科目を配当する。 

② 「専攻科目・基礎科目、特論科目」として、自立した研究者・技術者等として必

要な高度な専門的知識・研究能力を養うため食品生化学、フードシステム管理学、

調理科学、栄養生理学、保健栄養学、臨床栄養学に関する科目を配当し、また、

研究者・技術者等として必要な研究計画書等の作成能力をより一層高め、将来の

研究プロジェクトの企画能力・マネージメント能力を涵養するための科目を配当
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する。 

③ 「研究指導科目」として、研究指導教員による密接な指導の下、自ら主体的に研

究を展開させる博士論文の作成を通じて、より難度の高い問題を解決し、さらな

る課題を設定して課題解決に向けた成果を社会に還元し、当該分野の先導的な専

門家として独立できる能力を修得させるための科目を配当する。 

博士後期課程の本カリキュラムにおける学位授与方針 (ディプロマ・ポリシー)との

対応関係を別紙「ディプロマ・ポリシーとカリキュラムの対応表」資料 15 に示す。具

体的には以下の通りである。 

ディプロマ・ポリシー① (食品栄養学の高度かつ深い体系的知識と分析力、かつ、専

門に関する責任ある発言が可能となる科学的知識と客観的視点) のための科目として、

「食品生化学後期特論」、「フードシステム管理学後期特論」、「調理科学後期特論」、

「栄養生理学後期特論」、「保健栄養学後期特論」、「臨床栄養学後期特論」及び「特

別研究指導Ⅰ～Ⅲ」を配置した。 

ディプロマ・ポリシー② (高度な専門的職業を担うことのできる研究者として活躍す

るために必要な専門的、かつ、独創的な問題発見力および先端的研究推進能力) のため

の科目として、「知的財産管理法・研究倫理特論」、「インターンシップ」、「研究計

画策定法」及び「特別研究指導Ⅰ～Ⅲ」を配置した。 

ディプロマ・ポリシー③ (自己の研究を英語論文で執筆し、国際的に発信できる能力

と実務力) のための科目として、「研究計画策定法」及び「特別研究指導Ⅰ～Ⅲ」を配

置した。 

 

Ⅱ．教育課程の概要 

１．応用生物科学研究科 

(1)博士前期課程 

本課程では、科目区分として「応用生物科学研究科共通科目」を置き、応用生物科学

領域における研究者・技術者等として知的財産管理に関わる「法規制」系の社会科学的

分野科目（1 年次）、インターンシップ（2 年次）などを配当する。「専攻科目」には「基

礎科目」と「特論科目」を置き、「基礎科目」には、応用生物科学研究を展開する上で

必要な「研究倫理」（1 年次）、「英語論文講読」（1 年次）「プレゼンテーション法」（2 年

次）などの他、各専攻における基礎的科目を配当する（1 年次）。「特論科目」としては、

専門分野に対応した必須または選択科目を配当する（1 年次）。研究科目としては、各

専攻に対応した「特別演習」及び「特別実験」をⅠ~Ⅳまで配当し、主たる研究領域に
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おける半期ごとの研究計画に沿って、その進捗を段階的に確認しつつ、適切に履修する

こととする。 

(2)博士後期課程 

本課程では、科目区分として「応用生物科学研究科共通科目」を置き、応用生物科学

領域における世界的水準の高度な知識・技術・研究能力を有する研究者・技術者等とし

て必要な知的財産管理法・研究倫理特論（1 年次）、インターンシップ（2 年次）などを

配当する。「専攻科目」には「基礎科目」及び「特論科目」を置き、「基礎科目」には、

「研究計画策定法」「論文英語作成」（1 年次）、「英語によるプレゼンテーション法」（2

年次）を配当する。「特論科目」としては、主たる専門領域における選択科目を配当す

る（1 年次）。研究科目としては、各専攻に対応した「特別研究指導」をⅠ~Ⅲまで配当

し、主たる研究領域における綿密な研究計画に沿って、その進捗を段階的に確認しつつ、

適切に履修することとする。 

 

２．農芸化学専攻 

(1) 博士前期課程 

本課程における科目区分は「応用生物科学研究科共通科目」、「専攻科目」、および「研

究科目」から成る。「応用生物科学研究科共通科目」では応用生物科学研究科において

共通する知的財産管理法やインターンシップが含まれる。「専攻科目」は「基礎科目」

および「特論科目」に分かれ、基礎科目の「研究倫理」、「論文英語」、「プレゼンテーシ

ョン法」、「生体機能化学Ⅰ」および「生体機能化学Ⅱ」を必修科目とし、さらに専門分

野に応じた選択科目として「環境科学」または「遺伝子工学」がある。特論科目には「土

壌肥料学特論」、「植物生産化学特論」、「応用微生物学特論」、「食料資源理化学特論」、

「生物有機化学特論」、「栄養・生化学特論」があり、それぞれの専門分野に対応する科

目を選択する。以上の科目を履修することにより身につく知識やスキルは出来るだけ早

期に修得することが望ましいため、１年次での開講とする。研究科目には全て必修の「農

芸化学特別演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及びⅣ」と「農芸化学特別実験Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及びⅣ」があり、

段階的に高度な内容となっている。必修科目 26 単位、選択必修科目 4単位の合計 30 単

位を最低限取得した上で、さらに選択科目の単位を修得することが望ましい。なお、選

択必修科目は、基礎科目の「環境科学」または「遺伝子工学」のいずれか、特論科目６

科目のうち、主たる研究領域の科目２単位を履修することとする。 

(2) 博士後期課程 

本課程では、科目区分を「応用生物科学研究科共通科目」、「専攻科目」、及び「研究

指導科目」とする。「応用生物科学研究科共通科目」は応用生物科学研究科の各専攻に
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おいて共通して重要となる「知的財産管理法・研究倫理特論」や「インターンシップ」

を含む。特に高度な研究を進める上で必要となる知財関連及び倫理に関する理解を深め

るために「知的財産管理法・研究倫理特論」については 1 年次前期に配当する。「専攻

科目」は「基礎科目」と「特論科目」に分け、「基礎科目」の「論文英語作成」は時間を

要する英語での論文執筆を早期から開始できるよう 1 年次後期に配当する。特論科目に

は「土壌肥料学後期特論」、「植物生産化学後期特論」、「応用微生物学後期特論」、「食料

資源理化学後期特論」、「生物有機化学後期特論」、「栄養・生化学後期特論」の 6 分野の

科目を配置する。研究指導科目には、「特別研究指導Ⅰ、Ⅱ及びⅢ」を配置する。応用

生物科学研究科共通科目は選択科目及び必修科目とし、基礎科目は必修、専攻科目の特

論科目は選択必修科目、研究指導科目は必修とする。必修科目 15 単位、選択必修科目

2 単位の合計 17 単位以上を修得することとする。なお、選択必修科目は、「特論科目」

のうち、主たる研究領域の科目 2単位を履修することとする。 

 

３．醸造学専攻 

(1) 博士前期課程 

醸造学専攻博士前期課程では、科目区分を「応用生物科学研究科共通科目」、「専攻科

目」」、及び「研究科目」とする。「応用生物科学研究科共通科目」は応用生物科学研究

科の各専攻において共通して重要となる知財管理やインターンシップを含む。「専攻科

目」はさらに「基礎科目」と「特論科目」に分け、基礎科目の 4科目はすべて必修とし、

研究実施に際して理解が必須である「研究倫理」については 1 年次前期に配当するほ

か、醸造学の基礎となる「醸造学概論」についても 1 年次前期に履修するように配当す

る。さらに応用的内容を含む「応用微生物学特講」は 1 年次後期に、「プレゼンテーシ

ョン法」は研究経験ふまえた上での受講が望ましいと考え、2年次前期とした。特論科

目には「醸造微生物学特論Ⅰ及びⅡ」、「微生物工学特論Ⅰ及びⅡ」、「酒類生産科学特論

Ⅰ及びⅡ」、「発酵食品化学特論Ⅰ及びⅡ」、「調味食品科学特論Ⅰ及びⅡ」、及び「醸造

環境科学特論Ⅰ及びⅡ」の 6 分野の科目を配置する。研究科目には、「醸造学特別演習

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及びⅣ」と「醸造学特別実験Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及びⅣ」を配置する。応用生物科学

研究科共通科目は選択科目とし、基礎科目と研究科目は必修とし、専攻科目の特論科目

は選択必修科目とする。必修科目 24 単位、選択必修科目 4 単位、選択科目 2 単位以上

の合計 30 単位以上を修得することとする。なお、選択必修科目は、「特論科目」のうち、

主たる研究領域の科目 4 単位を履修することとする。 

(2) 博士後期課程 

醸造学専攻博士後期課程では、科目区分を「応用生物科学研究科共通科目」、「専攻科
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目」、及び「研究指導科目」とする。「応用生物科学研究科共通科目」は応用生物科学研

究科の各専攻において共通して重要となる「知的財産管理法・研究倫理特論」や「イン

ターンシップ」を含む。特に高度な研究を進める上で必要となる知財関連及び倫理に関

する理解を深めるために「知的財産管理法・研究倫理特論」については 1年次前期に配

当する。そのほか「専攻科目」は「基礎科目」と「特論科目」に分け、「基礎科目」の

「プレゼンテーション法」は海外での研究発表や英語での論文執筆が必要となることが

見込まれる 2 年次後期に配当する。特論科目には「醸造微生物学後期特論」、「微生物工

学後期特論」、「酒類生産科学後期特論」、「発酵食品化学後期特論」、「調味食品科学後期

特論」、及び「醸造環境科学後期特論」の 6 分野の科目を配置する。研究指導科目には、

「特別研究指導Ⅰ、Ⅱ及びⅢ」を配置する。応用生物科学研究科共通科目は選択科目及

び必修科目とし、基礎科目は必修、専攻科目の特論科目は選択必修科目、研究指導科目

は必修とする。必修科目 15 単位、選択必修科目 2単位の合計 17 単位以上を修得するこ

ととする。なお、選択必修科目は、「特論科目」のうち、主たる研究領域の科目 2 単位

を履修することとする。 

 

４．食品安全健康学専攻 

(1) 博士前期課程 

カリキュラム・ポリシーにも述べたとおり、本専攻博士前期課程では、応用生物科学

研究科共通科目、専攻科目、研究科目を設置し、さらに専攻科目には基礎科目と特論科

目を設置する。 

応用生物科学研究科共通科目には、「応用生物科学に関連した課題を高度な観点から

探求」するために特許等の「知的財産管理法」および、「問題の解決に向けた柔軟な判

断力・遂行能力を習得させる」一貫として、大学院で学んだことを企業・研究機関等で

応用する「インターンシップ」を設ける。これらの科目は、希望する大学院生が履修で

きるよう選択科目とする。「知的財産管理法」は、高度な専門的学問を学ぶ前に理解さ

せることが必要と考え 1 年前期に開講する。「インターンシップ」は、食品の安全性と

機能性の両分野の高度な専門的知識・研究能力を養う科目を習得し、さらに修士論文研

究の素地を学んだ 2 年前期に設ける。 

専攻科目には、食品の安全性と機能性の両分野の研究内容を実社会に発信し、柔軟性・

機動性・問題解決力を兼ね備え、広く社会に寄与する人材（技術者・研究者・教育者・

行政官など）を育成するための科目を設ける。基礎科目では、高度な知識を得るための

「英語論文購読」、実験データの正しい取り扱い方や公費の適正使用などを学ぶ「研究

倫理」、学術集会などでの発表の仕方を学ぶ「プレゼンテーション法」、さらに食品研究
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のデータを網羅的に解析できる手法を学ぶ「オミクス」を設けた。これらの 4 科目は、

研究そのものと研究成果の発表、さらに修士論文作成を行う上で必要であるので、必修

科目とする。大学院入学時から直ちに、英語での情報取得や、研究費・実験データなど

の正しい扱い方を認識することが必要なので「英語論文購読」と「研究倫理」は 1年前

期におく。網羅的研究の理解は最新情報を得る際必要であるので「オミクス」も 1年前

期に置く。また、修士論文作成や、高度な情報を理解するために有用な「フードモレキ

ュラーバイオロジー」および「フードバイオケミストリー」を選択科目として設けた。

これらは、1 年前期の「食品安全健康学特別演習 I」において修士論文のテーマを決定

した後に必要と考える大学院生に選択させるために 1 年後期に置いた。特論科目には、

「安全性」と「機能性」の高度な専門的知識・研究能力を養う科目として、講義科目の

「食品安全科学特論」と「食品機能科学特論」を配当した。これらの科目は、両分野の

専門的知識・研究能力を網羅的に理解させるべく 1 年前期に置く。専門特論科目では、

各領域の高度な専門的知識・研究能力を養うための講義科目として、「生体分析科学特

論」、「リスク評価学特論」、「食品開発学特論」、「生理活性物質学特論」、「生理機能学特

論」、「生体環境解析学特論」を配当し、6科目のうち 1科目を選択必修させる。これら

の選択必修科目は、「英語論文購読」履修により英語での情報取得の基礎力を身に付け、

さらに「食品安全科学特論」と「食品機能科学特論」履修により両分野の専門的知識・

研究能力を理解した後の 1年後期に置く。 

研究科目には、修士論文を作成することを通じて、難度の高い問題を解決し、その結

果を社会に対して的確に発信する能力を修得するために、「食品安全健康学特別演習Ⅰ

～Ⅳ」と「食品安全健康学特別実験Ⅰ～Ⅳ」を配当し、それぞれの I を 1年前期、Ⅱを

1 年後期、Ⅲを 2年前期、Ⅳを 2年後期に置き、修士論文作成指導を行う。 

(2) 博士後期課程 

カリキュラム・ポリシーにも述べたとおり、本専攻博士後期課程では、応用生物科学

研究科共通科目、専攻科目、研究科目を設置し、さらに専攻科目には基礎科目と特論科

目を設置する。 

応用生物科学研究科共通科目には、国際的に活躍するために必要となる「知的財産管

理法・研究倫理特論」と専門性に基づいた成果を社会還元できる能力を身に付けさせる

ために「インターンシップ」を置く。「知的財産管理法・研究倫理特論」は、高度な専

門的学問を学ぶ前に理解させることが必要と考え、1 年前期に開講する。「インターン

シップ」は高度な専門的学問・研究能力をある程度身に付けた後に行うべきと考え、2

年前期に置く。これらの科目は、希望する大学院生が履修できるよう選択科目とする。 

専攻科目には、より高度な知識と創造的な研究能力を修得し、問題設定・解決能力お
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よび問題解決に向けてのリーダーシップ力を持ち、独立した技術者・研究者・教育者・

行政官などとしての素養を身に付けた人材を育成するための科目を設ける。基礎科目に

は、国際的に活躍できる人材を育成する目的の下、学術集会などの場における英語での

プレゼンテーションの準備と実行手法を身に付けさせるための「英語によるプレゼンテ

ーション」を置く。本科目は、大学院生自らが得たデータを用いて具体性をもたせて行

うため、後期課程の 2年前期に設ける。特論科目には国際社会で充分通用する、各領域

の非常に高度な専門的知識・研究能力を養うために、「生体分析科学後期特論」、「リス

ク評価学後期特論」、「生理活性物質学後期特論」、「生理機能学後期特論」、「生体環境解

析学後期特論」「ケミカルトキシコロジー特論」を配当し、7 科目のうち 1 科目を選択

必修させる。これらの選択必修科目は、専門的知識・研究能力の身に付け方を学ばせる

ために 1 年前期に設ける。 

研究科目は、専攻分野に関する非常に高度な専門知識の修得に加え、自ら研究を企画・

推進する能力、学術研究の論理的説明能力などを涵養し、学術集会などでの発表や英文

学術誌への論文投稿を行い、それらを含めた研究成果を博士論文としてまとめるために、

各学年それぞれについて「特別研究指導 I～Ⅲ」を配当する。 

 

５．食品栄養学専攻 

(1) 博士前期課程 

応用生物科学研究科において、すべての専攻の博士前期課程学生が知るべき、体験す

べきことを学ぶため、応用生物科学研究科共通科目を設定した。当該科目としては、「知

的財産管理法」、「インターンシップ」から構成されている。また、研究成果は論文だ

けでなく特許などにも関わることがあり、博士前期課程修了者も将来の業務として携わ

る可能性がある。そのため、1年前期に「知的財産管理法」を選択科目として配当した。

また、食品栄養学専攻博士前期課程修了後、企業などへの就職を希望する学生が多いと

予想されるため、「インターンシップ」を選択科目として含めた。「インターンシップ」

は、早めに進路を考える機会を与えたいという考えから 2 年前期に配当した。 

専攻独自の科目として専攻科目を設定した。専攻科目は、基礎科目と特論科目から構

成される。基礎科目の必修科目として「研究倫理」を配置した。「研究倫理」は、研究

者に必須の正しい倫理観を構築するため、初年度教育が重要と考え、1年前期に必修科

目として配当した。また、食品栄養学専攻の研究対象は、細胞、動物、ヒトと幅広いが、

近年、分子生物学をベースにした栄養学である分子栄養学が注目されている。そこで、

初年度から最新の情報に触れ合う機会を提供するため、遺伝子の変化から食品の機能を

明らかにする「ニュートリゲノミクス」を 1 年前期に選択科目として配置した。さらに、
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遺伝子の解析だけでなく、新たな食品を生み出すための遺伝子の利用に関する情報に触

れ合う機会を提供するため、「フード・バイオテクノロジー」を選択科目として配置し

た。「フード・バイオテクノロジー」は、「ニュートリゲノミクス」で遺伝子のことを

学んだ後の方が、理解をより深化させやすいと考え、1年後期に配置した。また、英文

論文から最新の情報を入手・理解するためのテクニックを学ぶ機会を設けるために「論

文英語」を、正しく適切に情報を解釈する手法を学ぶ機会を提供するために「栄養統計

学」を配置した。これらの科目の内容に対しては、研究分野によって英語、統計学の必

要性に温度差がある。そのため、研究をスタート時ではなく、一定時間経過後に履修の

有無を判断させる方が適切であると考え、1年後期に選択科目として配置した。 

特論科目においては、本専攻が「食品栄養学分野」と「人間栄養学分野」の 2分野か

らなることから、まず初めに食品学や栄養学の基本的な専門知識を修得させるために、

必修科目として 1年前期に食材の特性、調理、加工、食事設計などの高度な知識を学ぶ

「食品栄養学特論」と人間の健康増進や生活習慣病予防に関する栄養指導などの高度な

知識を学ぶ「人間栄養学特論」を配当した。さらに、食品栄養学分野に関するより専門

的な研究を学ぶ機会を設けるために、食品の機能性の利用を科学する「食品機能利用学」

を 1年後期に選択科目として配置した。また、人間栄養学分野に関するより専門的な研

究を学ぶ機会を与えるために、身体機能と栄養素の機能解明および相互作用を学ぶ「栄

養機能学」を 1年後期に選択科目として配置した。加えて、食品栄養学分野の特論科目

として「食品生化学特論」、「フードシステム管理学特論」、「調理科学特論」を、人

間栄養学分野の特論科目として「栄養生理学特論」、「保健栄養学特論」、「臨床栄養

学特論」を選択科目として設けた。これらの科目は、自身の研究内容に基づいて、研究

を深化させるための科目であるため、選択科目とした。また、食品学や栄養学の基本的

な専門知識を学ぶ「食品栄養学特論」、「人間栄養学特論」で土台を築いた後、各特論

を履修することで、効果的に研究内容を深めることができると考え、1年後期に配置し

た。 

研究を遂行していくため、研究科目を設定した。研究科目は「食品栄養学特別演習Ⅰ, 

Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ」と「食品栄養学特別実験Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ」であり、修士論文を完成するま

での演習および実験の科目であるため、必修科目とした。そのような科目特性から、そ

れぞれの科目をⅠ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳの 4 段階のプロセスに分け、1年前期、1年後期、2年

前期、2 年後期に配置した。食品栄養学特別演習 I はテーマおよび研究計画書の策定、

食品栄養学特別演習Ⅱは研究テーマと計画の最適化、食品栄養学特別演習Ⅲは研究テー

マにおける修士論文の骨子の作成、食品栄養学特別演習Ⅳは修士論文の完成と成果の発

表を行う。食品栄養学特別実験 Iは実験方法を身につけるための予備実験の実行、食品
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栄養学特別実験Ⅱは追加実験の実行、食品栄養学特別実験Ⅲは本実験の実行、食品栄養

学特別実験Ⅳは研究内容の精査と再現性実験の実行をそれぞれ行う。 

 

(2) 博士後期課程 

応用生物科学研究科において、すべての専攻の博士後期課程学生が知るべき、体験す

べきことを学ぶため、応用生物科学研究科共通科目を設定した。当該科目として、「知

的財産管理法・研究倫理特論」、「インターンシップ」から構成されている。研究成果

は論文だけでなく特許などにも関わることがあるため、より実践的な知的財産を学ぶ必

要がある。また、研究者は研究に対する倫理観を持つことは当然であるが、指導者とし

ても、より高いレベルで倫理を捉え、指導しなければならない。そのため、「知的財産

管理法・研究倫理特論」を必修科目として含めた。特に、研究倫理は初年度教育が重要

と考え、1年前期に配当した。また、食品栄養学専攻博士後期課程修了後、企業などへ

の就職を希望するものもいるため、幅広い学生の趣向に対応するため、「インターンシ

ップ」を選択科目として含めた。「インターンシップ」は、早めに進路を考える機会を

与えたいという考えから 2年前期に配当した。 

専攻独自の科目として専攻科目を設定した。専攻科目は、基礎科目として「研究計画

策定法」と、特論科目として各分野の後期特論から構成されている。研究者は競争的資

金を獲得することが重要かつ必須となってきている。そのため、「研究計画策定法」は

必修科目として、研究の背景、目的、実験方法、実験計画、期待できる成果などの項目

の作成方法を学び、今後の競争的資金獲得のための礎とする。「研究計画策定法」は、

研究背景や研究計画など博士論文のスタートに関わる内容でもあるため、1年前期に配

当した。本専攻は前述したように、「食品栄養学分野」と「人間栄養学分野」の 2分野

からなる。前者の分野の後期特論科目として、「食品生化学後期特論」、「フードシス

テム管理学後期特論」、「調理科学後期特論」を選択科目として配置し、より専門性の

高い食品から見た栄養学を学ぶ。後者の分野の後期特論科目として、「栄養生理学後期

特論」、「保健栄養学後期特論」、「臨床栄養学後期特論」を選択科目として配置し、

より専門性の高いヒトから見た栄養学を学ぶ。これらの後期特論科目に関しては、博士

論文研究のスタート時において研究計画を立案する上で様々な切り口を提供したいと

いう考えから、1年前期に配当した。 

研究を遂行していくため、研究指導科目を設定した。研究指導科目である「特別研究

指導Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ」は博士論文を完成するまでの科目であるため、必修科目とした。当該

科目においては、博士論文を完成するまでのプロセスを 3 つに分け、通年科目として 1
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年目に研究計画の立案、2年目に実験と結果の解析、3年目に成果の発信に関わる知識・

技術を学ぶ。 

 

エ 教員組織の編成の考え方及び特色 

１．応用生物科学研究科 

各専攻は、その教育研究上の目的を達成するため、専攻毎に主要となる専門領域を定

め、それぞれに研究指導教員を配置する。また、教育研究水準の維持向上及び教育研究

の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮

する。 

 

２．農芸化学専攻 

本専攻では、教育研究上の目的を達成するため、各専門領域にふさわしい専門知識

と優れた業績を有する専任教員配置する。博士前期課程では教授 8人、准教授 5 人の計

13 人、博士後期課程では、教授 6 人、准教授 3 人の計 9 人を配置する。主要な科目は

教授または准教授が担当し、その他の科目は、一部、学内外の兼担・兼任教員が担当す

る。 

また、専門領域それぞれに研究指導教員を配置する。博士前期課程では、指導教員 8

人、指導補助教員 3 人の計 13 人、博士後期課程では、指導教員 6 人、指導補助教員 3

人の計 9 人を配置する。 

設置時の（2020 年 4 月）の教員数、職位、保有学位、年齢については別添の「専任

教員の年齢構成・学位保有状況」のとおりである。なお、学校法人東京農業大学職員就

業規則資料 16 により、「職員の定年は満 65 歳」と規定され、定年を延長する教員はい

ない。 

 

３．醸造学専攻 

本専攻では、教育研究上の目的を達成するため、各専門領域にふさわしい専門知識

と優れた業績を有する専任教員配置する。博士前期課程および博士後期課程ともに、教

授 5 人、准教授 6 人の計 11 人を配置する。主要な科目は教授または准教授が担当し、

その他の科目は、一部、学内外の兼担・兼任教員が担当する。 

また、専門領域それぞれに研究指導教員を配置する。博士前期課程および博士後期

課程ともに、指導教員 10 人、指導補助教員 1人の計 11 人を配置する。 

設置時の（2020 年 4 月）の教員数、職位、保有学位、年齢については別添の「専任

教員の年齢構成・学位保有状況」のとおりである。なお、学校法人東京農業大学職員就
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業規則資料 16 より、「職員の定年は満 65 歳」と規定され、定年を延長する教員はいな

い。 

 

４．食品安全健康学専攻 

本専攻では、教育研究上の目的を達成するため、各専門領域にふさわしい専門知識と

優れた業績を有する専任教員を配置する。博士前期課程では教授 8人、准教授 4 人の計

12 人、博士後期課程では、教授 9人、准教授 4 人の計 13 人を配置する。主要な科目は

教授または准教授が担当し、その他の科目は、一部、学内外の兼担・兼任教員が担当す

る。 

また、専門領域それぞれに研究指導教員（教授 1名以上）を配置し、博士前期課程で

は、指導教員 10 人、指導補助教員 2 人の計 12 人、博士後期課程では、指導教員 11 人、

指導補助教員 2人の計 13 人とする。 

設置時の（2020 年 4 月）の教員数、職位、保有学位、年齢については別添の「専任教

員の年齢構成・学位保有状況」のとおりである。なお、学校法人東京農業大学職員就業

規則資料 16 により、「職員の定年は満 65 歳」と規定され、定年を延長する教員はいな

い。 

 

５．食品栄養学専攻 

本専攻では、教育研究上の目的を達成するため、各専門領域にふさわしい専門知識

と優れた業績を有する専任教員配置する。博士前期課程および博士後期課程ともに、教

授 7 人、准教授 4 人の計 11 人を配置する。主要な科目は教授または准教授が担当し、

その他の科目は、一部、学内外の兼担・兼任教員が担当する。 

また、専門領域それぞれに研究指導教員を配置する。博士前期課程および博士後期

課程ともに、指導教員 9 人、指導補助教員 2人の計 11 人を配置する。 

設置時の（2020 年 4 月）の教員数、職位、保有学位、年齢については別添の「専任

教員の年齢構成・学位保有状況」のとおりである。なお、学校法人東京農業大学職員就

業規則資料 16 により、「職員の定年は満 65 歳」と規定され、定年を延長する教員はい

ない。 
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オ 教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件 

Ⅰ．教育方法 

１．農芸化学専攻 

(1) 博士前期課程 

基礎科目は講義形式で行い、専門特論科目を深く理解する上で基盤となる知識を修得

させる。専門特論科目も講義方式で行い、研究分野と専門領域の専門知識を修得させる。

研究科目である「農芸化学特別演習Ⅰ～Ⅳ」は、各研究指導教員が配置された研究室内

でグループディスカッションにより行い、「農芸化学特別実験Ⅰ～Ⅳ」では、各学生に

研究テーマを設定し、研究計画の立案からその実施、論文作成に至るまで個別指導を行

う。 

(2) 博士後期課程 

 英語による学会発表要旨作成や学術論文の執筆に対応できる英語の指導を行う。講義

形式の特論科目ではそれぞれの専門分野における最新の研究を含めた高度な知識を習

得させる。研究指導科目である「特別研究指導Ⅰ～Ⅲ」においては、研究課題の設定と

その解決に向けた研究計画の立案に始まり、研究の実施、成果の発表に至るまでのプロ

フェッショナルな研究者として必要不可欠なスキルを修得させるための徹底した個別

指導を行う。 

 

２．醸造学専攻 

(1) 博士前期課程 

醸造学専攻博士前期課程では、専攻基礎科目は講義方式で行い、特論科目を深く理解

するうえで基盤となる知識を修得させる。専攻特論科目は講義方式及びゼミ形式で行い、

研究分野と専門領域の専門知識を修得させる。研究科目では、主として各科目指導教員

が配置された研究室内でゼミ形式によりグループディスカッションを行い、専攻に共通

な基礎的実験手法並びに各特論における基礎的実験手法を修得させる。 

(2) 博士後期課程 

醸造学専攻博士後期課程では、専攻基礎科目は英語によるゼミ形式で行い、特論科目

を英語で深く理解するうえで基盤となる知識を修得させる。専攻特論科目は各科目指導

教員が配置された研究室内でゼミ形式によるディスカッションを行い、各特論における

高度な専門知識及び実験手法を修得させる。研究指導科目は各科目指導教員が配置され

た研究室にて高度な実験手法を修得するだけでなく学会発表や論文執筆技術などを修

得させる。 
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３．食品安全健康学専攻 

(1) 博士前期課程 

博士前期課程おいて、応用生物科学研究科共通科目では、「知的財産管理法」を講義

方式で行い、「インターンシップ」を実習形式で行う。専攻科目の基礎科目は講義方式

で行い、特論科目を深く理解する上で基盤となる知識を修得させる。特論科目も講義方

式で行い、研究分野と専門領域の専門知識を修得させる。研究科目である「食品安全健

康学特別演習Ⅰ～Ⅳ」では各研究指導教員が配置された研究室内でグループディスカッ

ションにより行い、「食品安全健康学特別実験Ⅰ～Ⅳ」では各学生に研究テーマを設定

し、研究の計画立案から実施、論文作成に至るまで個別指導を行う。 

(2) 博士後期課程 

博士後期課程において、応用生物科学研究科共通科目では、「知的財産管理法・研究

倫理特論」を講義方式で行い、「インターンシップ」を実習形式で行う。専攻科目の基

礎科目である「英語によるプレゼンテーション」は講義方式で行い、国内外における学

術集会などでの発表や、博士論文の作成・発表などを実行するための手法を習得させる。

特論科目も講義方式で行い、研究分野と専門領域のより高度な専門知識を修得させる。

研究指導科目は、各研究指導教員が配置された研究室内でのディスカッションにより、

または、1対１の個人指導により行い、各学生に研究のテーマ設定・計画立案・実施・

論文作成を行わせ、独立した技術者・研究者・教育者・行政官などとしての素養が身に

つくよう指導する。 

 

４．食品栄養学専攻 

(1) 博士前期課程 

基礎科目は講義方式で行い、専門特論科目を深く理解する上で基盤となる知識を修得

させる。特論科目も講義方式で行い、研究分野と専門領域の専門知識を修得させる。研

究科目である「食品栄養学特別演習Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ」は、各研究指導教員が配置された

研究室内でグループディスカッションにより行い、「食品栄養学特別実験Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, 

Ⅳ」は、各学生に研究テーマを設定し、研究計画の立案からその実施、論文作成に至る

まで個別指導を行う。 

(2) 博士後期課程 

基礎科目は講義方式で行い、独立した研究者としての基盤となる知識を修得させる。

特論科目も講義方式で行い、研究分野と専門領域における高度な専門知識を修得させる。

研究指導科目である「特別研究指導Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ」は、各学生に研究テーマを設定し、研

究計画の立案からその実施、論文の作成と発表に至るまで個別指導を行う。 
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Ⅱ．履修方法 

１．農芸化学専攻 

(1) 博士前期課程 

入学直後に専攻内でガイダンスを実施し、専攻の教育研究理念、各科目の概要、履修

モデル資料 17、修了要件及び修士論文作成に係るスケジュール等の説明を行う。 

研究指導教員は、本専攻の専門分野を考慮し、修了後の進路ごとに作成した履修モデ

ルを参考に、学生個々の研究テーマや研究計画に基づき適宜履修指導を行う。 

(2) 博士後期課程 

入学直後に専攻内でガイダンスを実施し、専攻の教育研究理念、各科目の概要、履修

モデル資料 17、修了要件及び博士論文作成に係るスケジュール等の説明を行う。 

研究指導教員は、修了後の進路ごとに作成した履修モデルを参考に、学生個々の研究

テーマや研究計画に基づき適宜履修指導を行う。 

 

２．醸造学専攻 

(1) 博士前期課程 

醸造学専攻博士前期課程では、入学直後に専攻内でガイダンスを実施し、専攻の教育

研究理念、各科目の概要、履修モデル資料 17、修了要件及び修士論文作成に係るスケ

ジュール等の説明を行う。 

研究指導教員は、修了後の進路ごとに作成した履修モデルを参考にし、学生個々の研

究テーマや研究計画に基づき適宜履修指導を行う。 

(2) 博士後期課程 

博士後期課程でも同様に履修指導を行うが、研究テーマや研究計画については博士前

期課程等これまでの研究成果や進捗状況をよく吟味した上で履修モデル資料 17 を参考

に適宜履修指導を行う。 

 

３．食品安全健康学専攻 

(1)博士前期課程 

博士前期課程では、入学直後に専攻内でガイダンスを実施し、専攻の教育研究理念、

各科目の概要、履修モデル資料 17、修了要件及び修士または博士論文作成に係るスケ

ジュールなどの説明を行う。 

研究指導教員は、本専攻の卒業後の進路などごとに作成した履修モデルを参考にし、

大学院生個々の研究テーマや研究計画に基づき適宜履修指導を行う。 
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(2)博士後期課程 

博士後期課程では、入学直後に専攻内でガイダンスを実施し、専攻の教育研究理念、

各科目の概要、履修モデル資料 17、修了要件及び修士または博士論文作成に係るスケ

ジュールなどの説明を行う。 

研究指導教員は、本専攻の卒業後の進路などごとに作成した履修モデルを参考にし、

博士前期課程等の研究成果や進捗状況を考慮しながら、大学院生個々の研究テーマや研

究計画に基づき適宜履修指導を行う。 

 

４．食品栄養学専攻 

(1) 博士前期課程 

入学直後に専攻内でガイダンスを実施し、専攻の教育理念、各科目の概要、履修モデル資

料 17、修了要件及び修士論文作成に関わるスケジュールなどの説明を行う。 

研究指導教員は、本専攻の修了後の進路ごとに作成した履修モデルを参考にし、学生個々

の研究テーマや研究計画に基づき、適宜履修指導を行う。 

(2) 博士後期課程 

入学直後に専攻内でガイダンスを実施し、専攻の教育理念、各科目の概要、履修モデル資

料 17、修了要件及び博士論文作成に関わるスケジュールなどの説明を行う。 

研究指導教員は、本専攻の修了後の進路ごとに作成した履修モデルを参考にし、学生個々

の研究テーマや研究計画に基づき、適宜履修指導を行う。 

 

Ⅲ．修了要件 

応用生物科学研究科の各専攻の修了要件を以下のとおり定める。 

１．博士前期課程 

(1)博士前期課程に 2 年以上在籍すること。 

(2)所定の授業科目について、30 単位以上を修得すること。 

(3)必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査および最終試験に合格すること。 

（東京農業大学大学院学則第 9 条第 1項及び別表 1） 

上記(3)「修士論文の審査」は各専攻において専攻委員会（東京農業大学大学院学則

第 28 条）が選出した審査委員が行う。審査委員には主査（専攻内の研究指導教員）1名

及び副査（専攻内の研究指導教員 1 名以上、本学大学院で当該研究分野に精通する専攻

内の研究指導教員、研究指導補助教員又は大学院授業担当者のうちから 1名以上）2名

以上から構成し（なお、論文申請者の直接の指導者が主査になることはできないことを

原則とするが、研究指導教員が「指導学生の主査」となる必要がある場合は、専攻主任
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と当該研究指導教員の連名による理由書を求める。）、必要に応じて当該論文審査に相応

しいその他の教員を加えることで、審査の専門性と厳格性を担保する。加えて、修士論

文審査の一環として実施する修士論文発表会に、当該専攻以外の教員及び学生等の聴講

を認め、質疑応答を行うことで審査の透明性を確保する。 

学位論文（博士前期課程）（以下、「学位論文」とする）の審査基準は以下のとおりと

する。 

学位論文審査基準 

(1)研究テーマの妥当性 

明確で適切な問題意識の下に、学術的及び社会的意義が認められる研究テーマが設

定されていること。 

(2)研究方法の適切性（情報収集の適切性を含む） 

 ①研究テーマと当該研究領域に求められる研究方法を採用し、情報や資料の収集、

調査、実験、結果の処理や分析が適切かつ十分に実施されていること。 

 ②先行研究を十分に理解、検討し、研究テーマとの関連及び相違を明確に提示しつ

つ、研究が進められていること。 

③東京農業大学研究倫理規程第 2 条(1)に定義される研究活動上の不正行為が行わ

れていないこと。 

(3)論述・論旨の妥当性 

修士論文の構成、論述が明確かつ適切で、結論に至る論理展開に一貫性が認められ

ること。 

(4)論文作成能力 

修士論文の体裁、語句の使用、文章表現、図表の作成法が的確で、かつ情報や文献

の引用が適切であること。 

(5)独創性 

研究内容に独創性が認められること 

以上の基準に基づき学位論文審査を行い、以下の４段階で評価する。 

A（優） 優れた学位論文である 

B（良） おおむね良好な学位論文である 

C（可） いくつかの問題はあるが，学位論文として認定しうる 

D（不可）学位論文としての水準に達していない 

なお、学位論文審査基準(2)③を満たさない場合は、審査の対象としない。 

 また、最終試験については以下のとおり実施する。 
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最終試験 

 最終試験は、学位論文を中心として、これに関連する科目及び 1ヵ国の外国につい

て行う（東京農業大学大学院学則第 9条第 2項）。 

(1)提出された学位論文の内容についての質疑応答。 

(2)学位論文作成にあたってどのような研究を行ったかについての質疑応答。 

(3)研究成果のさらなる発展可能性についての質疑応答。 

(4)1 か国の外国語（学位論文の内容に関する英語による質疑応答や、学位論文の英

文サマリー等） 

以上の4つの観点で試験を行い、4つすべての観点で優秀と判断される場合は「優」、

3 つの観点で優秀と判断される場合は「良」、2 つの観点で優秀と判断される場合は

「可」、それ以外は「不可」とする。   

A（優） 優れた研究が行われ，独力でのさらなる研究の発展が期待できる 

B（良） おおむね良好な研究が行われたと認められる 

C（可） 不十分な点がいくつかあるが，一定程度の研究が行われたと認められる 

D（不可）適切な研究が行われたとはいいがたい 

なお、学位論文審査と最終試験のいずれかまたは両者がＤであれば、不合格とする。 

   

２．博士後期課程 

(1)博士後期課程に 3 年以上在籍すること。 

(2)所定の授業科目について、17 単位以上を修得すること。 

(3)必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査および最終試験に合格すること。 

（東京農業大学大学院学則第 9 条第 2項及び別表 1） 

上記(3)における「博士論文の審査」は、専攻委員会（東京農業大学大学院学則第 28

条）が選出し、研究科委員会の承認を受けた審査委員（東京農業大学大学院学則第 12

条）が行う。審査委員会は、主査（専攻内の研究指導教員）1 名及び副査（専攻内の研

究指導教員 1 名以上、本学大学院で当該研究分野に精通する研究指導教員、研究指導補

助教員又は大学院授業担当者のうちから 1 名以上）2名以上から構成し（この時、学生

の直接指導を行う研究指導教員は主査となることはできない）、必要に応じて当該論文

審査に相応しいその他の教員、ある学外審査委員を積極的に加えることで、審査の専門

性と厳格性を担保する。また、博士論文審査の一環として実施する博士論文発表会に、

本専攻内外の教員及び学生等の聴講を認め、質疑応答を行うことで審査の透明性を確保

する。 
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 学位論文（博士後期課程）（以下、「博士論文」とする）の審査基準は以下のとおりと

する。 

学位論文審査基準 

(1)研究テーマの妥当性 

申請された学位に妥当であると同時に、明確で適切な問題意識の下に、学術的及び

社会的意義が認められる研究テーマが設定されていること。 

(2)研究方法の適切性（情報収集の適切性を含む） 

①研究テーマと当該研究領域に求められる研究方法により、情報や資料の収集、調

査、実験等を十分に実施し、結果の処理や分析が適切なものであること。 

②先行研究を十分に理解、検討し、研究テーマとの関連及び相違を明確に提示しつ

つ、研究が進められていること。 

③東京農業大学研究倫理規程第 2 条(1)に定義される研究活動上の不正行為が行わ

れていないこと。 

(3)論述・論旨の妥当性 

博士論文の構成、論述が明確かつ適切で、結論に至る論理展開に一貫性が認められ

ること。 

(4)論文作成能力 

博士論文の体裁、語句の使用、文章表現、図表の作成法が的確で情報や文献の引用

が適切であり、高度な研究者に相応しい論文作成能力があると認められること。 

(5)独創性 

研究テーマ、研究手法、導き出された結論等に独自の価値が認められ、当該研究領

域及び社会に貢献する可能性がある優れた成果を提供していること。 

(6)その他 

国際的なレベルでの高度な知識と技術を有し、協調性を持ちながらも独立した研究

者及び専門家としての豊かな学識が認められると同時に、科学者としての倫理を理解

し社会への責任を果たすことが期待できること。 

以上の4つの観点で試験を行い、4つすべての観点で優秀と判断される場合は「優」、

3 つの観点で優秀と判断される場合は「良」、2 つの観点で優秀と判断される場合は

「可」、それ以外は「不可」とする。 

A（優） 優れた博士論文である 

 B（良） おおむね良好な博士論文である 

 C（可） いくつかの問題が散見されるが，博士論文として認定しうる。 
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D（不可）学位論文としての水準に達していない 

なお、学位論文審査基準(2)③を満たさない場合は、審査の対象としない。 

 また、最終試験については以下のとおり実施する。 

最終試験 

 最終試験は、学位論文を中心として、これに関連する科目及び 1ヵ国の外国につい

て行う（東京農業大学大学院学則第 9条第 2項）。 

(1)先行研究に基づく研究目的，研究の合理性あるいは独創性についての質疑応答。 

(2)研究，調査あるいは実験方法等の再現性，適切性についての質疑応答。 

(3)研究，調査あるいは実験結果等に基づいた仮説や結論の展開についての質疑応答。 

(4)1 か国以上の外国語（学位論文の内容に関する外国語による質疑応答、外国語論

文又は学会発表等の実績等） 

以上の４つの観点で試験を行い，以下の４段階で評価する。   

A（優） 優れた研究が行われ，独力でのさらなる研究の発展が期待できる 

B（良） おおむね良好な研究が行われたと認められる 

 C（可） 不十分な点がいくつかあるが，一定程度の研究が行われたと認められる 

 D（不可） 適切な研究が行われたとはいいがたい 

なお、学位論文審査と最終試験のいずれかまたは両者がＤであれば、不合格とする。 

  

Ⅳ．研究指導の方法と修了までのスケジュール 

１．農芸化学専攻 

（1）博士前期課程 

農芸化学専攻博士前期課程では、「研究指導のスケジュール」資料 18 のとおりに研究

指導を行う。 

具体的には、1 年前期には、研究指導教員及び副研究指導教員を決定し、「特別演習

Ⅰ」において、研究テーマを決め、研究計画書を作成し、「特別実験 I」において、研究

テーマを推進していくための実験方法を身に付けるための予備実験を行う。また、研究

者・技術者等として必要な能力及び専門知識等を修得するための基礎科目や特論科目を

履修し、中間発表を行い、指摘事項、問題点の解決方法について指導を行う。 

1 年後期には、「特別演習Ⅱ」において、指導課題に沿って最新の知見や技術に関する

情報の収集・検討に基づく、研究テーマと研究計画の最適化を行い、「特別実験Ⅱ」に

おいて、遂行中の予備実験に加え、「特別演習Ⅱ」の結果、新たに必要になった追加実

験を行う。また、研究者・技術者等として必要な能力及び専門知識等を修得するための
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基礎科目を履修する。 

2 年前期には、「特別演習Ⅲ」において、指導課題に沿って決定した研究テーマで修士

論文の骨子を作成し、「特別実験Ⅲ」において、遂行中の実験に加え、研究テーマに必

要な本実験を行い、追加実験・調査の必要性を検討し、実施する。 

2 年後期には、「特別演習Ⅳ」において、修士論文の完成と成果の発表を行う。また、

「特別実験Ⅳ」において、研究内容を精査し、不足の実験を行うとともに、再現性実験

等を行う。 

学生の研究倫理については、「研究倫理」（1年前期必修科目）を配当し、研究を遂行

し、学術論文、学会発表を行う上で重要な倫理性について様々な視点から理解を促し、

研究者としての倫理観を涵養する。また、「研究倫理規程」資料 19 に「研究者等は、自

ら研究倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を受講するとともに、監

督する学生等に対して研究倫理上の指導を行わなければならない。」と定め、研究指導

教員は上記の研究指導の過程において、日頃から倫理教育を施すとともに、不正行為が

行われていないことを確認する。 

学生は、以上のように「特別演習 I～Ⅳ」及び「特別実験 I～Ⅳ」を中心に必要な研

究指導を受けた上で、2 年次 1 月に修士論文の要旨を、2 月に修士論文を専攻に提出す

る。 

論文審査は専攻内で行い修士論文要旨が提出された後、論文審査委員会を設置し、修

士論文審査委員を決定する。その後、修士論文の発表会を行い、修士論文の成果及び発

表内容を審査（最終試験含む）し、修士論文の審査及び最終試験の結果を研究科委員会

に報告する。 

研究科委員会は専攻から提出された、修士論文の審査及び最終試験の結果を含む修了

判定資料（単位取得状況確認、論文審査結果、最終試験結果、専攻最終修了判定）に基

づき、修士の学位の授与及び博士前期課程修了について可否を諮り、その結果を学長に

報告する。 

なお、修了が決定した学生の修士論文は本学図書館にて公開する。 

(2)博士後期課程 

農芸化学専攻博士後期課程では、「研究指導のスケジュール」資料 18 のとおりに研究

指導を行う。 

具体的には、1年前期には、研究指導教員及び副研究指導教員を決定し、「特別研究指

導Ⅰ」において、自ら主体的に研究テーマを決め、研究計画書を作成し、研究テーマに

沿った予備実験を開始する。また、研究者・技術者等として必要な研究倫理及び知的財

産管理に関する研究科共通科目、高度な専門知識等を修得するための特論科目を履修す
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る。 

1 年後期には、引続き「特別研究指導Ⅰ」において、指導課題に沿って最新情報を収

集・検討し、実験データの解析などによる研究テーマと研究計画の最適化を行い、研究

計画書を完成させ、研究の進捗状況について発表等を行う。また、研究者・技術者等と

して必要な能力及び専門知識等を修得するための基礎科目を履修する。 

2 年前期には、「特別研究指導Ⅱ」において、指導課題に沿って予備実験を継続し本実

験を開始する。また、中間発表を行い、指摘事項、問題点の解決方法について指導を行

い、英文雑誌等への論文投稿準備を行う。 

2 年後期には、引続き「特別研究指導Ⅱ」において、指導課題に沿って研究結果の解

析をし、追加実験を行い、中間発表を行う。また、英文雑誌等への投稿論文の完成を目

指す。 

3 年前期には、「特別研究指導Ⅲ」において、指導課題に沿って本実験を継続し、博士

論文骨子の作成を行う。また、学術集会等で発表を行い、2 報目の英文雑誌等への論文

投稿を行う。 

3 年後期には、引続き「特別研究指導Ⅲ」において、指導課題に沿って博士論文の作

成を行い、不足実験を行うとともに、再現性実験等を行う。 

学生の研究倫理については、「知的財産管理法・研究倫理特論」（1 年前期必修科目）

を配当し、研究を遂行する上で重要な倫理性について様々な視点から理解を促し、研究

者としての倫理観を涵養する。また、「研究倫理規程」資料 19 に「研究者等は、自ら研

究倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を受講するとともに、監督す

る学生等に対して研究倫理上の指導を行わなければならない。」と定め、研究指導教員

は上記の研究指導の過程において、日頃から倫理教育を施すとともに、不正行為が行わ

れていないことを確認する。 

論文審査は専攻委員会で仮受理後、論文審査委員の選出を行い、研究科委員会におい

て博士論文の受理可否及び論文審査委員について審議する。論文審査受理決定後、本審

査を開始し、公開本人口頭発表会を行い、博士論文の成果及び発表内容を審査（最終試

験含む）したうえで、博士論文の審査及び最終試験の結果について研究科委員会におい

て報告し、博士論文の審査結果について審議する。 

研究科委員会は専攻から提出された修了判定資料（単位取得状況確認、論文審査結果、

最終試験結果、専攻最終修了判定）に基づき、博士の学位の授与及び博士後期課程修了

について可否を諮り、その結果を学長に報告する。 

なお、修了が決定した学生の博士論文は本学図書館にて公開し、論文の内容の要旨及

び論文審査の結果の要旨はインターネットの利用により公表する。 
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２．醸造学専攻 

(1)博士前期課程 

醸造学専攻博士前期課程では、「研究指導のスケジュール」資料 18 のとおりに研究指

導を行う。 

具体的には、1 年前期には、研究指導教員及び副研究指導教員を決定し、「特別演習

Ⅰ」において、研究テーマを決め、研究計画書を作成し、「特別実験 I」において、研究

テーマを推進していくための実験方法を身に付けるための予備実験を行う。また、研究

者・技術者等として必要な能力及び専門知識等を修得するための基礎科目や特論科目を

履修する。 

1 年後期には、「特別演習Ⅱ」において、指導課題に沿って最新の知見や技術に関する

情報の収集・検討に基づく、研究テーマと研究計画の最適化を行い、「特別実験Ⅱ」に

おいて、遂行中の予備実験に加え、「特別演習Ⅱ」の結果、新たに必要になった追加実

験を行う。また、研究者・技術者等として必要な能力及び専門知識等を修得するための

基礎科目や特論科目を履修する。 

2 年前期には、「特別演習Ⅲ」において、指導課題に沿って決定した研究テーマで修士

論文の骨子を作成し、「特別実験Ⅲ」において、遂行中の実験に加え、研究テーマに必

要な本実験を行い、中間発表を行い、指摘事項、問題点の解決方法について指導する。

また、研究者・技術者等として必要な能力及び専門知識等を修得するための基礎科目を

履修する。 

2 年後期には、「特別演習Ⅳ」において、修士論文の完成と成果の発表を行う。また、

「特別実験Ⅳ」において、研究内容を精査し、不足の実験を行うとともに、再現性実験

等を行う。 

学生の研究倫理については、「研究倫理」（1年前期必修科目）を配当し、研究を遂行

し、学術論文、学会発表を行う上で重要な倫理性について様々な視点から理解を促し、

研究者としての倫理観を涵養する。また、「研究倫理規程」資料 19 に「研究者等は、自

ら研究倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を受講するとともに、監

督する学生等に対して研究倫理上の指導を行わなければならない。」と定め、研究指導

教員は上記の研究指導の過程において、日頃から倫理教育を施すとともに、不正行為が

行われていないことを確認する。 

学生は、以上のように「特別演習 I～Ⅳ」及び「特別実験 I～Ⅳ」を中心に必要な研

究指導を受けた上で、2 年次 1 月に修士論文の要旨を、2 月に修士論文を専攻に提出す

る。 
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論文審査は専攻内で行い修士論文要旨が提出された後、論文審査委員会を設置し、修

士論文審査委員を決定する。その後、修士論文の発表会を行い、修士論文の成果及び発

表内容を審査（最終試験含む）し、修士論文の審査及び最終試験の結果を研究科委員会

に報告する。 

研究科委員会は専攻から提出された、修士論文の審査及び最終試験の結果を含む修了

判定資料（単位取得状況確認、論文審査結果、最終試験結果、専攻最終修了判定）に基

づき、修士の学位の授与及び博士前期課程修了について可否を諮り、その結果を学長に

報告する。 

なお、修了が決定した学生の修士論文は本学図書館にて公開する。 

(2)博士後期課程 

醸造学専攻博士後期課程では、「研究指導のスケジュール」資料 18 のとおりに研究指

導を行う。 

具体的には、1年前期には、研究指導教員及び副研究指導教員を決定し、「特別研究指

導Ⅰ」において、自ら主体的に研究テーマを決め、研究計画書を作成し、研究テーマに

沿った予備実験を開始する。また、研究者・技術者等として必要な研究倫理及び知的財

産管理に関する研究科共通科目、高度な専門知識等を修得するための特論科目を履修す

る。 

1 年後期には、引続き「特別研究指導Ⅰ」において、指導課題に沿って最新情報を収

集・検討し、実験データの解析などによる研究テーマと研究計画の最適化を行い、研究

計画書を完成させ、研究の進捗状況について発表等を行う。 

2 年前期には、「特別研究指導Ⅱ」において、指導課題に沿って予備実験を継続し本実

験を開始し、研究者・技術者等として必要な能力及び専門知識等を修得するための基礎

科目を履修する。する。また、英文雑誌等への論文投稿準備を行う。 

2 年後期には、引続き「特別研究指導Ⅱ」において、指導課題に沿って研究結果の解

析をし、追加実験を行う。また、高度な専門知識等を修得するための基礎科目を履修し、

学術集会等で発表を行い、英文雑誌等への投稿論文の完成を目指す。 

3 年前期には、「特別研究指導Ⅲ」において、指導課題に沿って本実験を継続し、博士

論文骨子の作成を行う。また、2報目の英文雑誌等への論文投稿を行う。 

3 年後期には、引続き「特別研究指導Ⅲ」において、指導課題に沿って博士論文の作

成を行い、不足実験を行うとともに、再現性実験等を行う。 

学生の研究倫理については、「知的財産管理法・研究倫理特論」（1 年前期必修科目）

を配当し、研究を遂行する上で重要な倫理性について様々な視点から理解を促し、研究

者としての倫理観を涵養する。また、「研究倫理規程」資料 19 に「研究者等は、自ら研
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究倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を受講するとともに、監督す

る学生等に対して研究倫理上の指導を行わなければならない。」と定め、研究指導教員

は上記の研究指導の過程において、日頃から倫理教育を施すとともに、不正行為が行わ

れていないことを確認する。 

論文審査は専攻委員会で仮受理後、論文審査委員の選出を行い、研究科委員会におい

て博士論文の受理可否及び論文審査委員について審議する。論文審査受理決定後、本審

査を開始し、公開本人口頭発表会を行い、博士論文の成果及び発表内容を審査（最終試

験含む）したうえで、博士論文の審査及び最終試験の結果について研究科委員会におい

て報告し、博士論文の審査結果について審議する。 

研究科委員会は専攻から提出された修了判定資料（単位取得状況確認、論文審査結果、

最終試験結果、専攻最終修了判定）に基づき、博士の学位の授与及び博士後期課程修了

について可否を諮り、その結果を学長に報告する。 

なお、修了が決定した学生の博士論文は本学図書館にて公開し、論文の内容の要旨及

び論文審査の結果の要旨はインターネットの利用により公表する。 

 

３．食品安全健康学専攻 

(1)博士前期課程 

食品安全健康学専攻博士前期課程では、「研究指導のスケジュール」資料 18 のとおり

に研究指導を行う。 

具体的には、1 年前期には、研究指導教員及び副研究指導教員を決定し、「特別演習

Ⅰ」において、研究テーマを決め、研究計画書を作成し、「特別実験 I」において、研究

テーマを推進していくための実験方法を身に付けるための予備実験を行う。また、研究

者・技術者等として必要な能力及び専門知識等を修得するための基礎科目や特論科目を

履修する。 

1 年後期には、「特別演習Ⅱ」において、指導課題に沿って最新の知見や技術に関する

情報の収集・検討に基づく、研究テーマと研究計画の最適化を行い、「特別実験Ⅱ」に

おいて、遂行中の予備実験に加え、「特別演習Ⅱ」の結果、新たに必要になった追加実

験を行う。また、研究者・技術者等として必要な能力及び専門知識等を修得するための

基礎科目や特論科目を履修する。 

2 年前期には、「特別演習Ⅲ」において、指導課題に沿って決定した研究テーマで修士

論文の骨子を作成し、「特別実験Ⅲ」において、遂行中の実験に加え、研究テーマに必

要な本実験を行う。さらに、中間発表を行い、指摘事項、問題点の解決方法について指

導を行う。また、研究者・技術者等として必要な能力及び専門知識等を修得するための
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基礎科目を履修する。 

2 年後期には、「特別演習Ⅳ」において、修士論文の完成と成果の発表を行う。また、

「特別実験Ⅳ」において、研究内容を精査し、不足の実験を行うとともに、再現性実験

等を行う。 

学生の研究倫理については、「研究倫理」（1年前期必修科目）を配当し、研究を遂行

し、学術論文、学会発表を行う上で重要な倫理性について様々な視点から理解を促し、

研究者としての倫理観を涵養する。また、「研究倫理規程」資料 19 に「研究者等は、自

ら研究倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を受講するとともに、監

督する学生等に対して研究倫理上の指導を行わなければならない。」と定め、研究指導

教員は上記の研究指導の過程において、日頃から倫理教育を施すとともに、不正行為が

行われていないことを確認する。 

学生は、以上のように「特別演習 I～Ⅳ」及び「特別実験 I～Ⅳ」を中心に必要な研

究指導を受けた上で、2 年次 1 月に修士論文の要旨を、2 月に修士論文を専攻に提出す

る。 

論文審査は専攻内で行い修士論文要旨が提出された後、論文審査委員会を設置し、修

士論文審査委員を決定する。その後、修士論文の発表会を行い、修士論文の成果及び発

表内容を審査（最終試験含む）し、修士論文の審査及び最終試験の結果を研究科委員会

に報告する。 

研究科委員会は専攻から提出された、修士論文の審査及び最終試験の結果を含む修了

判定資料（単位取得状況確認、論文審査結果、最終試験結果、専攻最終修了判定）に基

づき、修士の学位の授与及び博士前期課程修了について可否を諮り、その結果を学長に

報告する。 

なお、修了が決定した学生の修士論文は本学図書館にて公開する。 

(2)博士後期課程 

食品安全健康学専攻博士後期課程では、「研究指導のスケジュール」資料 18 のとおり

に研究指導を行う。 

具体的には、1年前期には、研究指導教員及び副研究指導教員を決定し、「特別研究指

導Ⅰ」において、自ら主体的に研究テーマを決め、研究計画書を作成し、研究テーマに

沿った予備実験を開始する。また、研究者・技術者等として必要な研究倫理及び知的財

産管理に関する研究科共通科目、高度な専門知識等を修得するための特論科目を履修す

る。 

1 年後期には、引続き「特別研究指導Ⅰ」において、指導課題に沿って最新情報を収

集・検討し、実験データの解析などによる研究テーマと研究計画の最適化を行い、研究
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計画書を完成させ、研究の進捗状況について発表等を行う。 

2 年前期には、「特別研究指導Ⅱ」において、指導課題に沿って予備実験を継続し本実

験を開始し、研究者・技術者等として必要な能力及び専門知識等を修得するための基礎

科目を履修する。また、高度な専門知識等を修得するための基礎科目を履修し、中間発

表の準備並びに英文雑誌等への論文投稿準備を行う。 

2 年後期には、引続き「特別研究指導Ⅱ」において、指導課題に沿って研究結果の解

析をし、追加実験を行い、中間発表を行う。また、学術集会等で発表を行い、英文雑誌

等への投稿論文の完成を目指す。 

3 年前期には、「特別研究指導Ⅲ」において、指導課題に沿って本実験を継続し、博士

論文骨子の作成を行う。また、2報目の英文雑誌等への論文投稿を行う。 

3 年後期には、引続き「特別研究指導Ⅲ」において、指導課題に沿って博士論文の作

成を行い、不足実験を行うとともに、再現性実験等を行う。 

学生の研究倫理については、「知的財産管理法・研究倫理特論」（1 年前期必修科目）

を配当し、研究を遂行する上で重要な倫理性について様々な視点から理解を促し、研究

者としての倫理観を涵養する。また、「研究倫理規程」資料 19 に「研究者等は、自ら研

究倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を受講するとともに、監督す

る学生等に対して研究倫理上の指導を行わなければならない。」と定め、研究指導教員

は上記の研究指導の過程において、日頃から倫理教育を施すとともに、不正行為が行わ

れていないことを確認する。 

論文審査は専攻委員会で仮受理後、論文審査委員の選出を行い、研究科委員会におい

て博士論文の受理可否及び論文審査委員について審議する。論文審査受理決定後、本審

査を開始し、公開本人口頭発表会を行い、博士論文の成果及び発表内容を審査（最終試

験含む）したうえで、博士論文の審査及び最終試験の結果について研究科委員会におい

て報告し、博士論文の審査結果について審議する。 

研究科委員会は専攻から提出された修了判定資料（単位取得状況確認、論文審査結果、

最終試験結果、専攻最終修了判定）に基づき、博士の学位の授与及び博士後期課程修了

について可否を諮り、その結果を学長に報告する。 

なお、修了が決定した学生の博士論文は本学図書館にて公開し、論文の内容の要旨及

び論文審査の結果の要旨はインターネットの利用により公表する。 

 

４．食品栄養学専攻 

(1)博士前期課程 

食品栄養学専攻博士前期課程では、「研究指導のスケジュール」資料 18 のとおりに研
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究指導を行う。 

具体的には、1 年前期には、研究指導教員及び副研究指導教員を決定し、「特別演習

Ⅰ」において、研究テーマを決め、研究計画書を作成し、「特別実験 I」において、研究

テーマを推進していくための実験方法を身に付けるための予備実験を行う。また、研究

者・技術者等として必要な能力及び専門知識等を修得するための基礎科目や特論科目を

履修する。 

1 年後期には、「特別演習Ⅱ」において、指導課題に沿って最新の知見や技術に関する

情報の収集・検討に基づく、研究テーマと研究計画の最適化を行い、「特別実験Ⅱ」に

おいて、遂行中の予備実験に加え、「特別演習Ⅱ」の結果、新たに必要になった追加実

験を行う。また、研究者・技術者等として必要な能力及び専門知識等を修得するための

基礎科目や特論科目を履修する。 

2 年前期には、「特別演習Ⅲ」において、指導課題に沿って決定した研究テーマで修士

論文の骨子を作成し、「特別実験Ⅲ」において、遂行中の実験に加え、研究テーマに必

要な本実験を行う。また、研究者・技術者等として必要な能力及び専門知識等を修得す

るための基礎科目を履修する。 

2 年後期には、「特別演習Ⅳ」において、修士論文の完成と成果の発表を行う。また、

「特別実験Ⅳ」において、研究内容を精査し、不足の実験を行うとともに、再現性実験

等を行う。 

学生の研究倫理については、「研究倫理」（1年前期必修科目）を配当し、研究を遂行

し、学術論文、学会発表を行う上で重要な倫理性について様々な視点から理解を促し、

研究者としての倫理観を涵養する。また、「研究倫理規程」資料 19 に「研究者等は、自

ら研究倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を受講するとともに、監

督する学生等に対して研究倫理上の指導を行わなければならない。」と定め、研究指導

教員は上記の研究指導の過程において、日頃から倫理教育を施すとともに、不正行為が

行われていないことを確認する。 

学生は、以上のように「特別演習 I～Ⅳ」及び「特別実験 I～Ⅳ」を中心に必要な研

究指導を受けた上で、2 年次 1 月に修士論文の要旨を、2 月に修士論文を専攻に提出す

る。 

論文審査は専攻内で行い修士論文要旨が提出された後、論文審査委員会を設置し、修

士論文審査委員を決定する。その後、修士論文の発表会を行い、修士論文の成果及び発

表内容を審査（最終試験含む）し、修士論文の審査及び最終試験の結果を研究科委員会

に報告する。 

研究科委員会は専攻から提出された、修士論文の審査及び最終試験の結果を含む修了
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判定資料（単位取得状況確認、論文審査結果、最終試験結果、専攻最終修了判定）に基

づき、修士の学位の授与及び博士前期課程修了について可否を諮り、その結果を学長に

報告する。 

なお、修了が決定した学生の修士論文は本学図書館にて公開する。 

(2)博士後期課程

食品栄養学専攻博士後期課程では、「研究指導のスケジュール」資料 18 とおりに研究

指導を行う。 

具体的には、1年前期には、研究指導教員及び副研究指導教員を決定し、「特別研究指

導Ⅰ」において、自ら主体的に研究テーマを決め、研究計画書を作成し、研究テーマに

沿った予備実験を開始する。また、研究者・技術者等として必要な研究倫理及び知的財

産管理に関する研究科共通科目、高度な専門知識等を修得するための基礎科目及び特論

科目を履修する。 

1 年後期には、引続き「特別研究指導Ⅰ」において、指導課題に沿って最新情報を収

集・検討し、実験データの解析などによる研究テーマと研究計画の最適化を行い、研究

計画書を完成させ、研究の進捗状況について発表等を行う。 

2 年前期には、「特別研究指導Ⅱ」において、指導課題に沿って予備実験を継続し本実

験を開始する。また、中間発表の準備並びに英文雑誌等への論文投稿準備を行う。 

2 年後期には、引続き「特別研究指導Ⅱ」において、指導課題に沿って研究結果の解

析をし、追加実験を行い、中間発表を行う。また、英文雑誌等への投稿論文の完成を目

指す。 

3 年前期には、「特別研究指導Ⅲ」において、指導課題に沿って本実験を継続し、博士

論文骨子の作成を行う。また、学術集会等で発表を行い、2 報目の英文雑誌等への論文

投稿を行う。 

3 年後期には、引続き「特別研究指導Ⅲ」において、指導課題に沿って博士論文の作

成を行い、不足実験を行うとともに、再現性実験等を行う。 

学生の研究倫理については、「知的財産管理法・研究倫理特論」（1 年前期必修科目）

を配当し、研究を遂行する上で重要な倫理性について様々な視点から理解を促し、研究

者としての倫理観を涵養する。また、「研究倫理規程」資料 19 に「研究者等は、自ら研

究倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を受講するとともに、監督す

る学生等に対して研究倫理上の指導を行わなければならない。」と定め、研究指導教員

は上記の研究指導の過程において、日頃から倫理教育を施すとともに、不正行為が行わ

れていないことを確認する。 

論文審査は専攻委員会で仮受理後、論文審査委員の選出を行い、研究科委員会におい
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て博士論文の受理可否及び論文審査委員について審議する。論文審査受理決定後、本審

査を開始し、公開本人口頭発表会を行い、博士論文の成果及び発表内容を審査（最終試

験含む）したうえで、博士論文の審査及び最終試験の結果について研究科委員会におい

て報告し、博士論文の審査結果について審議する。 

研究科委員会は専攻から提出された修了判定資料（単位取得状況確認、論文審査結果、

最終試験結果、専攻最終修了判定）に基づき、博士の学位の授与及び博士後期課程修了

について可否を諮り、その結果を学長に報告する。 

なお、修了が決定した学生の博士論文は本学図書館にて公開し、論文の内容の要旨及

び論文審査の結果の要旨はインターネットの利用により公表する。 

 

カ 施設・設備等の整備計画 

Ⅰ．校地、運動場の整備計画 

世田谷キャンパスは、閑静な住宅街に囲まれた緑の多い環境で、138,152 ㎡の校地面

積を有している。本学の教育環境については、建学の精神である「人物を畑に還す」を

具現化することをテーマとし、「教育・学習に係る環境」、「生活の場としての環境」、「地

球・地域に係る環境」といった側面から必要とされる機能を明確にしたうえ、「明快で

機能的な空間計画」、「緑の連続的展開」を意識した整備方針に基づき、教育環境の維持・

整備に努めている。 

 緑地等を設け、学生の憩いの場として確保しているほか、常磐松学生会館や食堂（2

ヵ所）などの屋内空間についても、学生の休息その他のスペースとして利用している。 

また、キャンパス敷地内に運動場用地として 31,984 ㎡有しており、グラウンド

（16,336 ㎡）、野球場（12,650 ㎡）、テニスコート 3面（1,950 ㎡）等を設け、正課及び

課外活動等に利用している。 

 世田谷キャンパスには、現在、4 学部（応用生物科学部、生命科学部、地域環境科学

部、国際食料情報学部）と 1大学院研究科（農学研究科）を設置しており、2018 年度に

栄養科学科を除く 14 学科の収容定員を増員した結果、この完成年度における収容定員

8,733 人（大学、大学院）となる。新研究科が設置された場合、完成年度の収容定員は

8,756 人（大学、大学院）となり、新設前と比較し 23 人増加するが、大学の校地基準面

積 76,400 ㎡を上回るキャンパス敷地（校地面積 138,152 ㎡）を有することから、既設

の専攻及び学部・学科との共用は十分に可能である。 
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Ⅱ．校舎等施設の整備計画 

１．研究室等の整備計画 

(1) 農芸化学専攻 

本専攻は、6 つの研究室を配置し、各研究室には博士前期課程および博士後期課程の

学生用個人デスクを設置（博士前期課程学生用 60 席（収容定員 60 人）、博士後期課程

学生用 15 席（収容定員 15 人））資料 20 し、実験結果の解析、口頭発表資料や論文作成

等を集中できる環境を整えている。 

大学が設備しているコンピュータセンターや図書館のデータベース検索システムお

よび専門図書を学内専用 LAN 回線で個人デスクから調べることが可能である。また、自

宅からでも SSL-VPN 接続でのリモートアクセスによる利用が可能である。 

当キャンパス内には専門研究に必要な実験機器が備わっている。例えば、高度解析装

置である核磁気共鳴装置、質量分析機器および遺伝子増幅機器および物実験動物室等が

利用可能である。また、専攻で必要な機器に関しては、独自で購入することが可能であ

り、常に最新設備を利用できる環境を整えている。 

 

(2) 醸造学専攻 

本専攻は、6 つの研究室を配置し、各研究室に教員エリア、学生エリア、実験諸室、

実習諸室を整備する。学生エリアには博士前期課程および博士後期課程の学生用個人デ

スクを設置する（博士前期課程学生用 42 席（収容定員 40 人）、博士後期課程学生用 6

席（収容定員 6人））資料 20。実習諸室にはゼミ室やコンピュータ室として利用し、実

験諸室は実験室、培養室、測定室、機器室等として利用する。また、生物資源ゲノム解

析センターも利用可能である。 

 

 (3) 食品安全健康学専攻 

本専攻は、博士前期および後期課程に 6つ、博士後期課程にさらに 1 つ、専攻全体と

して合計 7つの研究室を配置する。各研究室に博士前期課程および博士後期課程の学生

用個人デスクを設置（博士前期課程学生用 47 席（収容定員 40 人）、博士後期課程学生

用 18 席（収容定員 9 人））資料 20 し、コンピュータ、プリンタ及び LAN 接続端子を完

備し、実験に必要な専門機器を配備する。その他、精密機器室にはオミクス解析の実施

可能な機器を配備する。ゼミ室は専攻内に 2室用意し、教員用会議室はプレゼンテーシ

ョン会場として使用する。専門図書は各研究室内に備えるほか、キャンパス内の図書館

に収蔵されているものも容易に利用できる。動物実験は、本専攻を設置する建物内に動

物実験室が置かれているほか、高次生命機能解析センター内の動物実験室も利用可能で
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ある。 

 

(4) 食品栄養学専攻 

本専攻は、6 つの研究室を配置し、実験に必要な専門機器を配備する。各研究室に博

士前期課程および博士後期課程の学生用個人デスクを設置（博士前期課程学生用 14 席

（収容定員 12 人）、博士後期課程学生用 6 席（収容定員 6 人））資料 20 し、コンピュー

タ、プリンタ及び LAN 接続端子を完備する。 

その他、共通機器室や精密機器室には、オミクス解析の実施可能な機器をはじめとす

る種々の分析装置や実験を遂行する上で必要な機器を配備する。ゼミ室は専攻内に 2室

用意し、さらに教員用会議室もプレゼンテーション会場として使用する。専門図書は、

各研究室内に備えるほか、キャンパス内の図書館も容易に利用できる。また、オンライ

ンで学術雑誌のダウンロードも可能である。実験動物室 (P2 まで対応可能) は、本専

攻を設置する建物内に置かれているほか、高次生命機能解析センター内の動物室も利用

可能である。 

 

２．教室等の整備計画 

講義室について、本研究科の時間割（案）資料 21 を作成し、大学院で優先して使用

をしている 1 号館 6 階演習室部分の既設専攻等での使用状況データ及び 2020 年から使

用する新研究棟の研究室（実験室含む）と照らし合わせ、充分に授業が実施できること

も確認している資料 22、23。 

 

Ⅲ．図書等の資料及び図書館の整備計画 

本学は、世田谷、厚木、オホーツクの 3キャンパスそれぞれに図書館・学術情報セン

ターを設置している。 

本専攻の関連資料は、主に世田谷及び厚木キャンパスで所蔵しており、所蔵資料数は、

図書 224,832 冊、学術雑誌 10,183 タイトル（うち、電子ジャーナル 5,830 種類）を有

している。 

１．図書資料等の整備計画（学術雑誌等の具体名を含む） 

(1) 農芸化学専攻 

本専攻に関連する図書・雑誌等は、本学の長年の蔵書構成によって 55 万冊以上でき

ている。専攻に必要な図書に関しては、購入希望図書申し込みができ、蔵書を構築して

行くことが可能である。さらに、先に述べたように最新の論文検索のデータベースに加

え、電子ジャーナルおよび電子ブック(http://proquest.sunmedia.co.jp/tokyo-
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agri/manual.pdf)の論文全文を入手することが可能である。 

なお、主な学術雑誌は以下の通りである。 

① American Journal of Science

② American Society for Nutrition

③ American Society of Plant Biologists

④ American Physiological Society

⑤ American Society for Biochemistry and Molecular Biology

⑥ BMJ Journals

⑦ Oxford Journals

⑧ American Chemical Society

⑨ Food Technology

⑩ Free Medical Journals

⑪ Freely Accessible Science Journals

⑫ Nature Journals Online

⑬ Nature Open Access

⑭ Single Journals

⑮ Springer Online Journals Complete

(2) 醸造学専攻

 醸造学専攻に関連する図書・雑誌等は、本学の長年の蔵書構成によって十分に整備で

きているが、引き続き新しい専攻に対応した蔵書を構築していく。 

 分野別にみると微生物学及び食品学関連分野を中心に醸造、健康、安全、化学、生化

学等の分野の整備を行っていく。博士前期課程および後期課程のためには関連分野の海

外学術雑誌や和文学術雑誌を整備し、特に博士後期課程のためには海外学術図書も充実

させる。 

なお、主な学術雑誌は以下の通りである。 

① Journal of Agricultural and Food Chemistry

② Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry

③ International Journal of Systematic and Evolutional Microbiology

④ FEMS yeast research

⑤ Applied Microbiology and Biotechnology

⑥ Journal of Bioscience and Bioengineering

⑦ 日本生化学会誌
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⑧ 日本醸造協会誌

⑨ 日本生物工学会誌

⑩ 日本食品科学工学会誌

(3) 食品安全健康学専攻

本専攻に関連する図書・雑誌等は、本学図書館の長年の収蔵によって十分に整備でき

ているが、引き続き必要なものを収蔵していく。 

分野別には、農業分野に加え、食品・健康・食の安全を中心とした分野を中心に整備

していく。 

なお、主な学術雑誌は、以下のとおりである。 

① Journal of Agricultural and Food Chemistry

② Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry

③ The Journal of Nutrition

④ Molecular Nutrition & Food Research

⑤ Journal of Medicinal Chemistry

⑥ The American Journal of Pathology

⑦ Food Microbiology

⑧ Food and Chemical Toxicology

⑨ Food Science and Technology Research

⑩ ACS Chemical Biology

(4) 食品栄養学専攻

本専攻に関連する図書・雑誌などは、本学の長年の蔵書構成によって十分に整備でき

ているが、引き続き専攻に対応した蔵書を構築していく。 

分野別にみると、農業分野に加え、食品・栄養・栄養教育・臨床栄養を中心とした分

野を中心とした整備を行っていく。 

なお、主な学術雑誌は以下の通りである。 

① Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry

② Journal of Nutrition

③ Journal of Agricultural and Food Chemistry

④ Journal of Texture Studies

⑤ Food Chemistry

⑥ Journal of Food Science
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⑦ The American Journal of Clinical Nutrition 

⑧ Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 

⑨ British Journal of Nutrition 

⑩ European Journal of Clinical Nutrition 

⑪ Journal of Human Nutrition and Dietetics 

⑫ Journal of Nutrition Education and Behavior 

 

２．電子リソースの整備計画 

電子リソースについては、上記の図書資料と同様に新しい専攻に関する電子ジャーナ

ル・電子ブック・文献データベースを提供する。電子リソースは、SSL-VPN システムに

よって学外環境からの利用を可能とする。常に最新情報を提供できるように拡充を図る

とともに、利用者への講習会実施などを計画的に進めていく。 

蔵書データは一般に公開されており、利用者は学内及び自宅のパソコンから検索が

可能である。 

３．情報インフラの整備計画 

利用者は大学が発行したアカウントで、図書館やパソコン自習室に設置しているパソ

コンからインターネット利用が可能となる。無線 LAN はほぼ全域に配備され、貸出パソ

コンや利用者の持ち込みパソコンにも対応する。また、図書館の所蔵・契約する資料の

利便性を高めるため、図書館 OPAC とリンクリゾルバとの連携を実現する。 

４．他機関との協力体制と地域連携 

従来からの図書館サービスである他機関への紹介状発行や国立情報学研究所の ILL

システム活用による文献取寄せ・現物貸借で、迅速かつ広範囲なサービスを実現する。 

地域連携として世田谷キャンパスでは、世田谷区の大学で構成される「世田谷 6大

学コンソーシアム（国士舘大学、駒澤大学、昭和女子大学、成城大学、東京都市大学、

東京農業大学）」に参加することで、紹介状の省略や利用者個人の貸借サービスなどの

大学間に特化したサービスを実現する。また、厚木キャンパスでは、神奈川県厚木市

の大学と厚木市立図書館で構成される図書館間の地域連携も行っている。 

５．図書館施設の整備計画 

世田谷キャンパスにはアカデミアセンター（図書館）が建設され、2014 年 4 月から

アカデミアセンターでのサービスを開始した。アカデミアセンター3 階から 7階が図書

館フロアーで、閲覧席数は 985 席、収納可能冊数は開架・自動書庫を合わせて 100 万冊

余りである。3 階には新聞、一般雑誌を配置し、調査に必要な参考図書・統計書を配し

ている。メインカウンターに隣接するレファレンスカウンターには専従のスタッフを配
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置して利用者からの相談・問合せに対応する。さらに①会話しながらの自学自習可能な

コミュニケーションフロア②グループで学べるグループ室、学習室③研究成果の発表な

どが行えるプレゼンテーションルームを設置し、自主的に学び討議できる環境を提供す

る。また、本学は 2016 年に創立 125 年を迎え、長い歴史を誇る大学で多くの貴重な資

料を所蔵している。これらの資料を管理・保管する大学史資料室も 7 階に配置してい

る。 

厚木キャンパスは、閲覧席数は 196 席、収納可能冊数は 2014 年度に収蔵スペースを

拡充して 10.6 万冊になった。収納場所が拡充されたことに伴い農学部に必要な資料の

更なる充実に力を入れている。 

 

キ 基礎となる学部（又は修士課程）との関係 

（学科・修士・博士までの関係を示す） 

１．農芸化学専攻 

本専攻の博士前期課程では、4 年間の学士課程教育を基礎として、さらに 2 年間の課

程教育を加えることで合計 6年の研究活動を行うことで、より専門知識をもった学生の

育成をめざしていることから、専攻の基礎となる応用生物科学部・農芸化学科と同名の

研究室を設置する。このことにより研究のテーマ、指導体制の継続性を保つことで専門

的知識と技術を取得させる環境を確保する。また、博士後期課程ではさらに 3年間の研

究期間を設け、より独創的でありかつ革新的な研究の展開を目指すことで、科学の分野

でのオピニオンリーダーとなるような人物の育成を目指す。資料 24 

 

２．醸造学専攻 

 醸造学専攻では、4年間の醸造科学科の学士課程教育に 2年間の博士前期課程を加え

た 6年一貫教育を考えていることから、専攻の基礎となる応用生物科学部醸造科学科と

同名の研究室を設置し、研究テーマ、指導体制の継続性を保つことでより高度な専門的

知識と技術を習得させる環境を確保する。さらに、3 年間の博士後期課程ではより創造

的な研究能力と問題設定・解決に向けた指導的能力の修得を目指す。資料 24 

 

３．食品安全健康学専攻 

本専攻博士前期課程では、4 年間の学士課程教育に 2 年間の修士課程教育を加えた 6

年一貫教育を考えていることから、専攻の基礎となる応用生物科学部・食品安全健康学

科と同名の研究室を設置し、研究テーマ、指導体制の継続性を保つことで、より高度な

専門的知識と技術を取得させる環境を確保する。さらに、博士後期課程では、独創的で、
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より高度な問題解決力を有する、国際的に活躍できる実力を取得させる環境を確保する

資料 24。 

４．食品栄養学専攻

本専攻では、4年間の学士課程教育を基礎として、さらに 2年間の博士前期課程教育

を加え、合計 6年の研究活動を行うことで、より専門知識をもった人材の育成を目指し

ていることから、専攻の基盤となる応用生物科学部・栄養科学科と同名の研究室を設置

する。このことより、研究テーマ、指導体制の継続性を保ち、より高度な専門的知識と

技術を修得させる環境を確保する。また、博士後期課程ではさらに 3 年間の研究期間を

設け、豊富な専門的知識・技術と研究能力を有し、研究・産業発展などで指導的立場を

担える高度な人材の育成を目指す。資料 24。  

ク 入学者選抜の概要

Ⅰ．学生受入れの方針（アドミッション・ポリシー）

１．応用生物科学研究科

(1) 博士前期課程

本研究科博士前期課程ではアドミッション・ポリシーを以下の通りとする。 

応用生物科学究科博士前期課程は、応用生物科学に関連した広域の農学研究を展

開し、問題の解決に向けた柔軟な判断力・遂行能力を有する人材を育成します。そ

のため、本研究科では次のような学生を求めています。 

① 応用生物科学の当該専攻分野における学修が可能な四年制大学修了程度の学力

を有している。

② 国内外における学修や研究活動を可能にする基本的な語学力を有している。

③ 豊かな学びと人間関係の構築を可能にするコミュニケーション能力を有してい

る。

④ 当該専攻分野に対する強い関心、研究者、教育者あるいは専門家として社会に

貢献しようとする明確な問題意識と学修に対する強い意欲を有している。

(2) 博士後期課程

本研究科博士後期課程ではアドミッション・ポリシーを以下の通りとする。 

応用生物科学研究科博士後期課程は、農学を基盤とした応用生物科学に対する深

い理解の上に、研究者として協調性を有しながらも自立し、専門分野における高度

な問題解決能力を有する人材を育成します。そのため、本研究科では次のような学
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生を求めています。 

① 希望する専攻分野にかかわる大学院博士前期課程・修士課程修了程度の学力を

有している。

② 国内外において研究活動を実施し、成果を発信しうる複数言語の語学力を有し

ている。

③ 研究者、教育者あるいは高度な専門家として活躍しうる人間関係の構築を可能

にするコミュニケーション能力を有している。

④ 研究者、教育者あるいは高度な専門家として地域であるいは国際的に社会に貢

献しようとする広い視野、明確な問題意識、強い意欲を有している。

２．農芸化学専攻

(1) 博士前期課程

本課程ではアドミッション・ポリシーを以下の通りとする。 

農芸化学専攻博士前期課程では、研究課題を多面的に捉え、新たな発想を積極的に

研究に取り入れることにより、人類の生活に関わる課題を農芸化学的アプローチによ

り解決するための科学的解析能力、論理的展開能力を備える人材を育成します。その

ため、本専攻では次のような学生を求めています。 

① 農芸化学の諸分野における学修が可能な四年制大学修了程度の学力を有してい

る。

② 農芸化学の諸分野における学修や研究活動を可能にする基本的な語学力を有し

ている。

③ 農芸化学の諸分野における学修や研究活動を可能にするコミュニケーション能

力を有している。

④ 農芸化学の諸分野に対する強い関心を持ち、食・健康・環境に関わる様々な現象

の解明にチャレンジする高い意欲がある。

(2) 博士後期課程

本課程ではアドミッション・ポリシーを以下の通りとする。 

農芸化学専攻博士後期課程では、人類の生活に関わる課題に対し、農芸化学を基盤

とした高度な専門性を持ち、国際化し多様化する社会情勢の変化に柔軟かつ的確に対

応できる幅広い知識と判断力を有した研究者や高度専門職業人たる人材を育成しま

す。そのため、本専攻では次のような学生を求めています。 

① 農芸化学の諸分野における大学院博士前期課程修了程度の学力を有している。
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② 食・健康・環境に関わる研究を推進できる知識と技術を有している。 

③ 国内外において研究活動を実施し、成果を発信しうる語学力を有している。 

④ 研究者や高度専門職業人としての活動を可能にするコミュニケーション能力を

有している。 

⑤ 農芸化学の諸分野における研究者や高度専門職業人としてリーダーシップを発

揮し、独創的な発想と問題解決に取り組む意欲がある。 

 

３．醸造学専攻 

(1) 博士前期課程  

醸造学専攻博士前期課程ではアドミッション・ポリシーを以下の通りとする。 

 醸造学専攻博士前期課程は、醸造学に対する深い理解の上に、専門分野における基

礎的な問題を自立的に解決できる人材を育成します。そのため、本専攻では次のよう

な学生を求めています。 

① 醸造産業をはじめとする微生物利用産業に興味を有している。 

② 微生物学的または化学的な研究能力の向上に意欲的であり、微生物や発酵を利

用した食品、医薬品、化学工業、環境関連産業等の発展に専門職業人として貢

献する意欲を有している。 

③ 醸造微生物学、微生物工学、酒類生産科学、発酵食品化学、調味食品科学、及

び醸造環境科学などの専門分野に関する研究に熱意を持って取り組むことが

できる。 

 (2) 博士後期課程 

 醸造学専攻博士後期課程では、アドミッション・ポリシーを以下のとおりとする。 

 醸造学専攻博士後期課程は、醸造学に対する深い理解の上に、研究者として自立し、

専門分野において高度で独創的な研究能力を有する人材を育成します。そのため、本

専攻では次のような学生を求めています。 

① 醸造産業をはじめとする微生物利用産業に興味がある。 

② 微生物学的または化学的な研究能力の向上に意欲的であり、微生物や発酵を利

用した食品、医薬品、化学工業、環境関連産業等の分野に研究者として携わる

ことを志している。 

③ 醸造学に関する高度な専門知識・技術を駆使して、新領域の開拓にチャレンジ

する意欲がある。 
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４．食品安全健康学専攻

(1) 博士前期課程

応用生物科学研究科のアドミッション・ポリシーを踏まえ、当専攻の博士前期課程の

アドミッション・ポリシーは以下のとおりである。

食品安全健康学専攻博士前期課程は、生命に直結する「食品の安全性」と「食品の

機能性」に興味を持ち、それに関する極めて難解な課題を、必ず論理的かつ科学的に

解決するという高い意欲を有し、将来、食品関連などの技術者・研究者・教育者・行

政官などとして指導的立場で社会に貢献したいとする強い意志をもった人材を育成

します。そのため、本専攻では次のような学生を求めています。 
① 「食品の安全性」と「食品の機能性」に対し普段から高い関心を持ち、未解決の

難題に対し、自らが主体となり解決したいという強い意欲を有している。

② 実験研究に興味があり、自らが主体となってその研究を実施する能力を有し、得

られた成果を社会に向けて発信し、貢献したいという意欲を有している。

③ 主観的思考にとらわれず、実験等により得られた結果などを客観的事実として受

け入れることにより、事象を的確かつ冷静に判断することができる。

(2) 博士後期課程

博士後期課程のアドミッション・ポリシーは以下のとおりである。 

食品安全健康学専攻博士後期課程は、生命に直結する「食品の安全性」と「食品の

機能性」に興味を持ち、それに関する極めて難解な課題を、必ず論理的かつ科学的に

解決するという高い意欲を有し、将来、食品関連などの技術者・研究者・教育者・行

政官などとして高度に指導的な立場で社会に貢献したいとする強い意志と国際的な

視野をもった人材を育成します。そのため、本専攻では次のような学生を求めていま

す。 
① 「食品の安全性」と「食品の機能性」に対し普段から高い関心を持ち、未解決

の難題に対し、自らが課題を発見し、主体となって解決したいという強い意欲

を有している。

② 実験研究に興味があり、自らが主体となってその研究を実施する能力を有し、

国際社会に貢献したいという意欲を有している。

③ 主観的思考にとらわれず、実験等により得られた結果などを客観的事実として

受け入れることにより、事象を的確かつ冷静に判断し、国際的な場で発表する

素養がある。
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５．食品栄養学専攻

応用生物科学研究科全体のアドミッション・ポリシーである「①応用生物科学の当該

分野における四年制大学修了程度の学力を有する者。②国内外における科学・技術を理

解するための語学力を有する者。③豊かな学びと人間関係の構築を可能にするコミュニ

ケーション能力を有する者。④当該専門分野に対する強い関心、研究者あるいは専門家

として社会に貢献しようとする明確な問題意識、学修に対する強い意欲を有する者。」

を踏まえ、本専攻の学生受け入れの方針 (アドミッション・ポリシー) を以下の通り定

める。 

(1) 博士前期課程

食品栄養学専攻博士前期課程は、本学・農学研究科の教育目標に基づき、ヒトの健

康保持・増進および疾病予防・改善に向けた食品学および栄養学領域を統合した食品

栄養学に関連する広範かつ確かな学識を獲得し、高度な専門職業人として食品栄養学

周辺領域の人とも協同し、社会で活躍できる人材を育成します。そのため、本専攻で

は次のような学生を求めています。 

① 管理栄養士の有資格者に加え、食品学や栄養学分野における学修が可能な大学

修了程度の学力を有している。

② 人の健康づくりに係わる食品の研究、健常者・傷病者の食生活や栄養状態の改

善に関する研究に強い意欲がある。

③ 研究や行政、教育、医療分野などで高度な専門職業人として貢献する志を有し

ている。

④ 豊かな人間関係を構築するためのコミュニケーション能力を有している。

(2) 博士後期課程

食品栄養学専攻博士後期課程は、本学・農学研究科の教育目標に基づき、ヒトの健

康保持・増進および疾病予防・改善に向けた食品学および栄養学領域を統合した食品

栄養学に関連する確固たる深い専門的知識および研究能力を獲得し、食品栄養学周辺

領域の人とも協同し、広く国内外でリーダーとして活躍できる人材を育成します。そ

のため、本専攻では次のような学生を求めています。

① 食品学や栄養学分野における大学院博士前期課程修了程度の学力を有してい

る。

② 問題設定および問題解決に向けてのリーダーシップを備えることに強い意欲が

ある。



79 

③ 国内外に研究成果を発信できる語学力を有し、社会に貢献しようとする強い意

欲がある。

④ 高度な専門家として活躍しうるコミュニケーション能力を有している。

Ⅱ．入学資格

１．博士前期課程 

博士前期課程に入学する資格のある者は，次の各号のいずれかに該当しなければな

らない。 

(1) 学校教育法第 83 条に定める大学を卒業した者

(2) 学校教育法第 104 条第 4 項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において学校教育における 16 年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することによ

り当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了した者

(5) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における

16 年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学

校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定

するものの当該課程を修了した者

(6) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，

当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれ

に準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において，修業年

限が 3 年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育におけ

る授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当

該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受

けたものにおいて課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学

位を授与された者

(7) 専修学校の専門課程（修業年限が 4 年以上であることその他の文部科学大臣が定

める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大

臣が定める日以後に修了した者

(8) 文部科学大臣の指定した者

(9) 学校教育法第 102 条第 2 項の規定により他の大学院に入学した者であって，そ

の後に入学させる本学大学院において，大学院における教育を受けるにふさわし

い学力があると当該研究科等が認めた者
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(10) 本大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の

学力があると認められた者で，22 歳に達したもの 

(11) 大学に 3 年以上在学した者（これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含

む。）であって，当該研究科等の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの 

２．博士後期課程 

 博士後期課程に進学又は入学する資格のある者は，次の各号のいずれかに該当しな

ければならない。 

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者 

(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位

又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(4) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度

において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当

該課程を修了し，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(5) 文部科学大臣の指定した者 

(6) 本大学院において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有す

る者と同等以上の学力があると認められた者で，24 歳に達したもの 

 

Ⅲ．入学者の選抜方法及び選抜体制 

生物産業学研究科の学生受け入れの方針（アドミッションポリシー）に示す学力・能

力・意欲等を有する者を選抜するため、専攻独自の学力検査や口述試験等での総合的な

評価や、研究計画書等の書類専攻に加えた口述試験等、複数の選抜方法を設定している。 

(1)選抜方法 

①一般試験（博士前期課程・後期課程） 

英語、専門科目の筆記試験に加え、志望動機と研究計画とを記載した書類をもとに

行う面接試験筆記試験等により選抜 

②学内推薦入試（博士前期課程・醸造学専攻、食品安全健康学専攻、食品栄養学専攻） 

本学学部 4 年生在学生を対象に、志望動機と研究計画とを記載した書類をもとに

行う口述試験により選抜 

③社会人特別選抜入試（博士前期課程・後期課程） 

原則 3 年間の職業歴を有する者を対象に、志望動機と研究計画（博士後期課程に

おいては研究業績書）をもとに行う口述試験により選抜 

(2)選抜時期 
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①一般試験（博士前期課程・後期課程） 

7 月及び 1月 

②学内推薦入試（博士前期課程） 

5 月 

③社会人特別選抜入試（博士前期課程・後期課程） 

7 月及び 1月 

(3)長期履修制度の導入 

職業等に従事しながら学習を希望するもの等に対する学習機会の一層の拡大を行

うことで、社会人学生等の入学の促進と大学院教育及び研究の多様化を図るために長

期履修制度を導入している。前述(1)の①及び③をその対象とし、受入れ指導教員に

相談の上、出願書類と合わせて長期履修関連書類を提出することで、長期履修生とし

て在籍することが可能となる。 

①長期履修制度出願資格 

下記のいずれかに該当する者 

  ・企業等の常勤の職員又は自ら事業を行っている者 

  ・協定締結されたダブルディグリープログラムを希望する者 

  ・他期間が実施する事業・プログラムへの参加を希望する者 

  ・その他、長期履修することが必要と認められた者 

②履修期間（一旦許可された履修期間の変更は不可） 

  ・博士前期課程：4 年以内 

  ・博士後期課程：6 年以内    

(4)選抜方法の広報 

毎年発行される大学院案内、大学院学生募集要項、ポスター、大学院のホームペー

ジなどで周知する。また、学内向けについては教室棟や学科事務室の掲示板やインタ

ーネットを利用した学生への連絡ツールを使用して周知を行っている。 

(5)選抜体制 

入学者の決定に係る事項（入学試験実施、合格者判定等）については、専攻主任会議

において協議し、学長が決定する。（東京農業大学大学院専攻主任会議規程第 3条） 

学生募集に係る事項（学生募集要項、入学手続、学生募集に係る広報等）については、

専攻主任会議において協議し、研究科委員会で審議の上、学長が決定する。（東京農業

大学大学院研究科委員会規程） 

また、入学者の決定及び学生募集に係る事項は、大学院課が実質的な部署として業務

を担当している。 
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ケ 管理運営 

Ⅰ．学長の権限と責任 

本学は 2014 年度、2014 年 8 月 29 日付け文部科学省高等教育局長及び同省研究振興

局長からの「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律及び学校教育法施行

規則及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令について（通知）」を受けて、

内部規則等の総点検を実施した。その折、主として以下の項目について、法律の趣旨に

則った学部及び大学院の学則の一部改正を行い、2015 年 4 月から施行している。 

(1) 学長の権限と責任の一致 

(2) 副学長の職務 

(3) 教授会及び研究科委員会の役割の明確化 

(4) 学生に対する懲戒手続きの策定 

改正学則によって、学長は「本大学の全ての校務について、最終決定権を有すると共

に、大学運営について最終責任を負い、本大学を代表する」（学部学則第 4条の 2）と規

定され、管理運営の最高責任者と位置づけられた。また、副学長は「学長を助け、命を

受けて校務をつかさどる」（学部学則第 4条の 3）と、学部長は「学長を補佐し、各学部

内の各学科及び付属施設を総括する」（学部学則第 4条の 4 第 2項）と各々規定された。

また、研究科委員長は、「各研究科委員長は、学長の命を受け、当該研究科各専攻を総

括する」（組織及び職制第 48 条第 2項）と規定され、いずれも学長中心の管理運営体制

を支える（補佐する）役割・職責であることを明確化した。 

Ⅱ．研究科委員会の役割 

本大学院の研究科委員会は、研究科委員会規程第 3条に「研究科委員会は、大学院学

則第 30 条第 2 項に基づき、次に掲げる事項について審議し、学長が決定を行うに当た

り意見を述べるもの」と規定され、学長の諮問機関的な位置づけとされている。また一

方で、研究科委員会規程第 3 条第 4 項には、「研究科委員会及び博士課程各研究科委員

会は、前項に規定する学長等の求めがない場合であっても、研究指導に関する事項につ

いて審議した結果を、学長等に対して伝えることができる」と規定され、同条第 5項に

は「研究科委員会及び博士課程各研究科委員会は、研究指導に関する事項を審議する機

関として、専門的な観点から責任を持って、学長に意見を述べなくてはならない」とも

規定されている。研究科委員会も学部の教授会と同様に、単なる諮問機関に留まらない

重要な機関であることが明記されている。 

研究科委員会の役割に関しては、「東京農業大学大学院研究科委員会規程」において

規定されており、その組織と審議事項は以下のとおりである。 
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【組織】（大学院研究科委員会規程第 2条） 

１．研究科委員会は、当該研究科各専攻委員会の構成員全員をもって組織する。 

２．博士論文の審査に関する事項及び博士後期課程に関する事項を審議する各研究科委

員会は、博士課程の指導教授をもって組織する。 

３．各研究科委員会は、農学研究科にあっては博士課程農学研究科委員会、生物産業学

研究科にあっては博士課程生物産業学部研究科委員会と称する。 

４．学長及び副学長は、委員会に出席して意見を述べることができる。 

５．必要あるときは、研究科委員会の構成員以外の職員の出席を求めその意見を聴くこ

とができる。 

【審議事項】 

１．学生の入学、課程の修了 

２．学位の授与 

３．研究及び指導に関する基本方針 

４．学位論文の審査及び最終試験 

５．授業科目の編成及び担当 

６．指導教授及び指導准教授の教育研究業績審査及び選任 

７．当該研究科委員長の選出 

８．学生の賞罰 

９．学生の補導、厚生 

10．他の大学院との交流及び留学 

11．大学院学則の改正 

12. 東京農業大学大学院研究科委員会規程の改正 

13．上記に掲げるもののほか、研究指導に関する重要な事項で、研究科委員会の意見を

聴くことが必要なものとして学長が随時定めるもの 

Ⅲ．全学審議会を中心とした教学運営 

本学は、教育研究（学部及び大学院）に関する重要事項を審議する機関として「全学

審議会」を設置している（大学学則第 5 条の 2）。学長が教育研究活動等に関する意思

決定を行うにあたっては、この全学審議会を自ら招集し、議長となって、教授会または

研究科委員会等に意見を聴く事項等を審議している。（東京農業大学全学審議会規程第

５条）審議・承認された教授会または研究科委員会等に意見を聴くことが必要な事項に

ついては、教授会または研究科委員会からの意見（教授会または研究科委員会の開催）

を待って学長が最終意思決定するというプロセスとなっている。 

また、全学審議会には、教育研究全般の管理運営に資するための委員会（大学院関係
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委員会を含む）を設置することができるとなっており（全学審議会規程第 2 条の 2）、

現在は、後掲する 24 の委員会を設置して活動している。各種委員会の活動は、前年度

に行う活動計画の立案、計画に基づく予算請求、年度中間に行う進捗報告と計画補正、

年度末の結果・実績報告というＰＤＣＡサイクルのもと行われ、委員会から提案の教育

研究に関する改善提案は、全学審議会に報告・提案されることになっている。 

東京農業大学全学審議会規程の主要な部分は以下のとおりである。 

【組織】（全学審議会規程第２条） 

１．審議会は、次に掲げる審議員をもって構成する。 

(1) 学長 

(2) 副学長 

(3) 大学院研究科委員長 

(4) 各学部長 

(5) 短期大学部長 

(6) 総合研究所長 

(7) 教職・学術情報課程主任 

(8) 図書館長 

(9) エクステンションセンター長 

(10) 国際協力センター長 

(11) コンピュータセンター長 

(12) 博物館長 

(13) 学生部長（世田谷キャンパス） 

(14) 農学部教授１名、応用生物科学部教授１名、地域環境科学部教授１名、国際

食料情報学部教授１名、生物産業学部教授１名及び短期大学部教授１名 

(15) 事務局長 

(16) 学務部長 

【審議事項】（全学審議会規程第 4条） 

１．審議会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり当該事項を審議し、

意見を述べるものとする。 

(1) 学則等本大学全般にわたる重要な規則・規程の制定・改廃 

(2) 本大学全般にわたる重要な予算 

(3) 本大学の組織及び職制の新設・改廃及び重要施設の設置・廃止 

(4) 人事に関する基準の設定並びに教職員定員 

(5) 本大学名誉教授称号の授与 
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(6) 本大学名誉農学博士号の贈与 

(7) 学生定員の決定 

(8) 各学部間の連絡調整 

(9) 研究所，農場等の運営に係る基本方針並びに調整 

(10) 東京農業大学全学審議会規程の改正 

(11) その他本大学の運営に関する重要事項 

【各種委員会】（全学審議会規程第 2 条の 2） 

１．教育研究改善及び将来構想に基づく戦略に関する委員会 

(1) 教学検討委員会（学部） 

(2) 大学院教学検討委員会（大学院） 

(3) 国際化推進委員会 

(4) キャリア戦略委員会（大学院・学部） 

(5) 入学戦略委員会 

(6) 地域連携戦略委員会 

(7) 全学学生委員会 

(8) ブランド戦略委員会 

(9) 研究戦略委員会 

(10) 研究施設利用計画委員会 

２．東京農業大学のビジョンに関する委員会 

(1) 世田谷キャンパス整備検討委員会 

(2) 厚木キャンパス整備検討委員会 

(3) オホーツクキャンパス整備検討委員会 

(4) 管理運営におけるガバナンス体制促進のための検討委員会 

(5) 事務組織検討委員会 

３．管理・安全に関する委員会 

(1) 生命倫理委員会 

(2) 遺伝子組換え実験安全委員会 

(3) 人を対象とする実験・調査等に関する倫理委員会 

(4) 動物実験委員会 

(5) 公的研究費適正管理委員会 

(6) 利益相反委員会 

(7) 研究倫理委員会 

(8) 化学物質安全利用委員会 
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(9) キャンパス学生委員会 

 

コ 自己点検・評価 

本学では、時代の要請による責務を果たすため 1993 年 4 月、学則第 2 条の 2 におい

て「教育研究水準の向上を図り、その目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活

動の状況について自ら点検及び評価を行うことに努めること」及び「自己点検評価委員

会を置く」と規定し、この規定に基づき 1994 年に自己点検を実施し、その結果をまと

め翌年「東京農業大学の現状と課題」を公表している。1999 年に 2回目の自己点検・評

価を実施し、2000 年に「東京農業大学の現状と課題（2000 年版）」を公表すると共に、

学部ごとに学外者による外部評価を実施し 2000 年 12 月に公表した。さらに 2004 年に

外部評価が義務づけられたことから、同年に 3 回目の自己点検・評価を行い、その自己

点検・評価報告書を公益財団法人大学基準協会へ提出し、2006 年 3 月 29 日に同協会か

ら認証評価結果として「同協会の大学基準に適合している。」との認定(認定期間は 2013

年 3 月 31 日まで)を受けた。 

その後、自己点検・評価報告書や認証評価結果に対する改善報告書の検討結果を基に、

建学の精神及び教育理念に基づいた教育研究の改善とその充実を図るため、「全学 FD・

教育評価委員会」を中心に改善の方策に取り組んだ。2012 年、本学にとって 4 回目の

自己点検・評価を実施し、公益財団法人大学基準協会に 2 回目の第三者評価を受審し、

結果として 2013 年 4 月 1 日、「同協会の大学基準に適合している。」との認定(認定期間

は 2020 年 3 月 31 日まで)を受けた。 

それら認証評価結果を踏まえ検討した結果「全学 FD・教育評価委員会」を改め、より

一層組織的に「質の保証」に資するため「教学検討委員会」を立ち上げた。また、2013

年度より本学の自己点検・評価の在り方について「全学自己点検評価委員会」で検討及

び検証し、点検方法やエビデンスの必要性について再確認した。また、この自己点検の

結果は、本学ホームページにて公表している。 

現在は、内部質保証を推進する責任主体を全学審議会資料 25 と定め、全学審議会設

置委員会を中心に、各学部、研究科の点検、評価及び改善に努めている。 

また、2019 年度には、公益財団法人大学基準協会に 3 回目の第三者評価の受審を予

定し準備を進めている。 

 

サ 情報の公開 

大学の現状に関する情報を学生や保護者をはじめとするステークホルダーに広く公

開し、説明責任を果たし、諸事業・諸活動に対する理解と協力を得ることは、公益性の
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高い大学として当然のことである。これを実現するため、本学は、従前から関係者に対

して、設置法人である学校法人東京農業大学の財務情報を公開している。現在は、2005

年 4 月施行の「私立学校法の一部を改正する法律」に基づき制定された「学校法人東京

農業大学財務情報公開に関する規程 資料 26 第 4 条第 1 項第 2 号」に基づき、大学ホ

ームページを通じて公開している。具体的には、各年度の「事業報告書」、「資金収支計

算書」、「消費収支計算書」、「貸借対照表」、「財産目録」、「監事による監査報告書」を、

過去 3ヵ年分を公開している。 

さらに、本学は、大学が公的な教育機関として、社会に対する説明責任を果たすとと

もに、その教育の質を向上させる観点から、公表すべき情報を明確にし、教育情報の一

層の公表を促進することを趣旨とする「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令

（平成 22 年文部科学省令第 15 号）」を受け、本学における教育研究の諸活動等を大学

ホームページにて公表している資料 27。 

 

シ 教育内容等の改善のための組織的な研修等 

Ⅰ．全学的なＦＤに関する取組み 

１．これまでの取組み 

本学のＦＤ活動は、これまで、全学審議会（学則第 5 条の 2）の基に設置されている

「全学自己点検評価委員会」が、教学運営の中心組織である各研究科、各学部各学科及

び教学関連部署における１年間の教育活動を自己点検する過程の中で行われてきた。

2014 年度からは、前述の全学審議会の基に「教学検討委員会」を設置し、大学院、学部

学科等の教学運営に特化した問題点・課題点の議論を行い、具体的な改善・活動計画を

提案できる体制を整備した。さらに、2017 年度からは、「大学院教学検討委員会」を新

たに単独設置し、大学院の教育研究運営の諸課題に対する集中審議を行っている。 

参考までに「大学院教学検討委員会運営要項」を以下に示す。 

【大学院教学検討委員会運営要項】 

(趣旨) 

第 1 条 この要項は、東京農業大学全学審議会規程第 2条の 2の規定に基づき東京農業

大学大学院教学検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事

項を定める。 

(審議事項) 

第 2 条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。 

(1) 大学院各研究科各専攻の教育課程の編成及び改善に関すること。 

(2) 大学院各研究科の教育研究の改善に関すること。 
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(3) 大学院各研究科の教育研究の企画立案並びに実施に関すること。 

(4) 大学院各研究科の教育研究に関する調査並びに研究に関すること。 

(5) 大学院各研究科のファカルティ・ディベロップメントの推進に関すること。 

(6) 学長が諮問する事項 

(7) その他、委員会が必要と認める事項 

(組織) 

第 3 条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 大学院研究科委員長 

(2) 学部長 

(3) 学務部長 

(4) 厚木キャンパス事務部長 

(5) オホーツクキャンパス事務部長 

(6) その他、委員会が必要と認めた者 

2 前項に規定する委員の任期は 2 年とし、重任を妨げない。ただし、欠員が生じた場

合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

(委員長) 

第 4 条 委員会に委員長を置き、農学研究科委員長がその任にあたる。 

2  委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

3  委員長に事故あるときは、生物産業学研究科委員長がその職務を代行する。 

(定足数) 

第 5 条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。 

(委員以外の出席) 

第 6 条 委員会は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くこ

とができる。 

(専門委員会) 

第 7 条 委員会に、専門の事項を調査するため、専門委員会又はワーキンググループ

（以下「WG」という。)を置くことができる。 

2 専門委員会又は WG に関する必要な事項は、委員会が別に定める。 

(幹事・事務) 

第 8 条 委員会に幹事を置き、以下の者が担当する。 

(1) 学務部大学院課長 

(2) 厚木キャンパス事務部学生教務課長 

(3) 北海道オホーツクキャンパス事務部学生教務課長 
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(4) 大学改革推進室次長 

2  委員会の事務は、学務部大学院課において行う。 

(雑則) 

第 9 条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別

に定める。 

(要項の改廃) 

第 10 条 この要項の改廃は、全学審議会の意見を聴き、学長が決定する。 

附則 

この要項は、平成 29 年 5 月 9 日から施行する。 

２．学内ＰＤＣＡ 

本学のＦＤ活動の根幹にあるのは、2013 年 7 月に打ち出された学長方針「NEXT125」

である。創立 125 周年となる 2016 年度までに、オール農大で「農大らしい農大」の実

現を目指して以下の方針が示された。 

【学長方針 NEXT125】 

(1) 教育で評価される農大 

(2) 研究で評価される農大 

(3) 地域に貢献する農大 

(4) 社会・産業に貢献する農大 

(5) 世界に愛される農大 

(6) 学生に愛される農大 

(7) 卒業生に愛される農大 

 その後、2015 年 9 月に、この学長方針をさらに具体化するものとして、「東京農業大

学の基本方針（2015 年 7 月～2019 年 6 月までの中期計画）」が策定され、教学検討委員

会をはじめとする全学審議会傘下の委員会等が中心となって、以下の項目に対する現状

の検証と具体的な実行プラン等を計画し、実行に移してきている。 

【東京農業大学の基本方針】 

(1) 教育組織（教育改革） 

(2) 教育（建学の精神・教育研究の理念） 

(3) 大学院教育（教育の高度化） 

(4) 入試戦略（ブランド化） 

(5) 海外戦略（グローバル化） 

(6) 研究戦略（重点分野） 

(7) 学生支援（満足度） 
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(8) 社会貢献（社会的責任）

(9) キャンパス環境整備（満足度）

(10)管理運営（内部統制・危機管理）

 具体的には、全学審議会の議長である学長が、傘下の下記の委員会等に対して年間の

活動計画の立案、中間の進捗報告、年度末の最終成果報告を求め、それらを研究科委員

会、教授会等で報告している。ここで示された具体的な実行プランは次年度予算編成の

中で検証され、予算化のもと現実の施策として展開されている。この一連の流れの中で

いわゆる「学内ＰＤＣＡ」を機能させている。 

【全学審議会傘下の教育研究改善及び将来構想に基づく戦略に関する各種委員会】 

(1) 教学検討委員会

(2) 大学院教学検討委員会

(3) 国際化推進委員会

(4) キャリア戦略委員会（大学院・学部・短大）

(5) 入試戦略委員会

(6) 地域連携戦略委員会

(7) 学生委員会

(8) 広報戦略委員会

３．ＦＤの具体的取組み 

本学で現在行われているＦＤ活動の主なものは以下のとおりである。 

(1) 教職員の任期制採用制度（任期中の目標達成評価制度）

本学では、2007 年度から、新規専任教員の採用形態を「任期制」としている。候補者

に対して 5年間の任期付き採用を行い、その間で当初計画する目標設定をクリアするこ

とを採用条件にしている。5 年間の毎年度 2 回（年度当初と年度末）、所属の学科長と

の個別面談により、当初設定の目標の進捗・達成状況を確認する。目標設定には教育改

善に係る以下の業績の有無も審査対象となっており、新規専任教員には、任期中、個人

レベルでのＦＤ活動の実行が求められている。

1) 教科書の執筆

2) 授業改善に関する著書・論文・啓蒙書等

3) ＦＤへの受講参加

4) 個人的に行っている教授法の工夫

(2) 授業評価制度とシラバス充実

本学では「授業評価アンケート」制度が導入されて約 20 年が経過する。2006 年度に

は、学生の利便性向上を図る一方で、アンケート実施に伴う教員の負担軽減を図ること
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を目的に Web による授業評価システムを構築した。その後、2014 年度からは、学生か

らの回収率を高め、実質的な授業改善の手段とするためにマークシートによる形式に変

更し、集計結果の各学科・各教員へのフィードバック、学生への開示、評価の低い教員

からの改善計画書の提出の義務化などの改善を行っている。 

 さらに 2015 年度からは、授業評価アンケートの実施と同時に、「学生の学修時間に関

するアンケート」も行い、学生の学修実態の把握と同時に、アンケート結果との関連の

分析を行うなど、学生の学修に影響を及ぼす要因の調査等も継続的に実施している。 

 また、この授業評価アンケートの改善とともに、シラバスの充実にも取組み、以下の

項目を学生に明確に示すことを全学全教員が実施している。 

1) 授業概要と到達目標（400 字）

2) 取扱う領域の明示（15 字）

3) 授業の進行（テーマ、内容、準備しておく事項）の明示（245 字）

4) 教科書及び資料の明示（75 字）

5) 授業をより良く理解するために便利な参考書、資料等の明示（75 字）

6) 前提として履修してほしい科目の明示（45 字）

7) 学んだこと活用できる領域の明示（45 字）

8) 評価方法の明示（100 字）

9) その他の注意事項（400 字）

 なお、シラバス作成の工程には、授業担当者以外の第三者チェックの工程も含まれて

おり、各学部各学科がカリキュラム体系と授業内容の整合を自ら検証する作業も行って

いる。 

(3) 自己教育評価制度

本学では、各教員が 1年間の教育研究活動を自己点検する「自己教育評価制度」を実

施している。対象教員は、嘱託教員、特任教授を除く全専任教員（任期制教員を含む）

であり、大学院の指導教授、指導准教授としての資格を持つ教員は、大学院内の活動結

果をも踏まえて、毎年度の 2月末までに独自の Web システムを介して、自己教育評価に

関する自己点検を行っている。点検項目は、以下の 8 項目、全 96 問となっている。 

【自己点検項目】 

1) 授業における学生教育

2) 研究指導における学生教育

3) 研究室および課外活動等における学生教育

4) 大学の管理・運営等への参画

5) 学内外における諸活動
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6) 公的研究費に適正執行に関する取組み 

7) 研究者倫理教育 

8) その他の特筆すべき教育活動 

(4) 学内教育改革推進プロジェクト活動 

 大学全体（大学院を含む）で取り組むＦＤ活動とは別に、各部門、各部局を横断した

グループ等により行うＦＤ活動を支援するため、2015 年度から「教育改革推進プロジ

ェクト」を立ち上げ、公募によるＦＤ活動が展開されている。教学面において各部門・

部局が共通に抱える問題の解決に向け、あるいは、各部門・部局が行う独自のＦＤ活動

の学内展開を支援するための学内プロジェクト活動である。各プロジェクトには、3年

間を限度に予算的な支援を行う一方、年度ごとに実績報告の提出を義務付け、その内容

を学内に公開している。 

 2018 年度は、以下の募集テーマに対して、大学全体（大学院を含む）として 17 件の

申請があり、全ての課題が採択されている。 

【2018 年度の募集テーマ】 

1) 学長方針「教育で評価される大学」の具現化に寄与する取組み 

2) 教育の質保証 

①アクティブラーニング 

②サービスラーニング 

③長期学外実習プログラム 

④学修ルーブリック 

3) 学修成果の可視化 

①学生アンケート 

② 外部試験導入 

4) 多様な学生への配慮 

5) 大学院改革 

6) 2018 年度事業計画 

(5) 学部の教育改善プロジェクト活動 

 各部門、各部局を横断するグループが取り組むＦＤ活動の他にも、学部ごとの特色あ

る教育の推進に寄与することを目的として、学部長のガバナンスのもとで学部学科が一

体となって展開する学部教育の改善・特色化に繋がる取り組みを、2017 年度から、「学

部の教育改革プロジェクト」として立ち上げている。このプロジェクトは 2 年間の計画

を予算補助するものであり、年度ごとの実績報告書の提出を義務付け、当該年度の成果

を検証しながら継続の可否等を決定している。 
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2018 年度は、5学部から以下のテーマに基づく学部ＦＤ活動が展開されている。 

1) 農学リテラシーの構築・実施・評価・改善（農学部）

2) 学生の基礎力向上のためのアセスメントツールの導入（応用生物科学部）

3) 学生個人の総合的能力向上を目指した取組み（生命科学部）

4) Ｇ－ＴＥＬＰ（英語の外部試験）を用いた英語能力の測定と評価（地域環境科学

部）

5) ＴＯＥＩＣを通じた英語力の正確な測定と追跡調査及び英語教育と学習意欲を

相乗的に高める取組み（国際食料情報学部）

(6) 学内ＦＤ研修会（フォーラム）活動

ＦＤに関する学内の認識・理解を深めるため、また、教学検討委員会・大学院教学検

討委員会の傘下にあるＷＧの活動報告会の機会として、「学内ＦＤフォーラム」を 2015

年度から定期的に開催している。 

(7) ＦＤ関連団体への加入、情報収集

その他、学外との交流連携を推進するため、大学全体として全国私立大学ＦＤ連携フ

ォーラムと世田谷６大学コンソーシアム、私立大学連盟へ加盟し、ＦＤネットワークの

構築や研究、情報収集に努めている。 

Ⅱ．大学院研究科におけるＦＤに関する取組み

１．教育評価制度 

大学院研究科では、学部で先行実施された「授業評価アンケート」を、「教育評価ア

ンケート」に形式を変更して 2012 年度から導入している。アンケート内容は学部のも

とは異なり、以下を調査項目としている。 

【指導系アンケート】 

(1) コミュニケ―ション頻度

(2) コミュニケーションの状況

(3) 研究活動への理解

(4) 研究の方向付け支援

(5) 指導の満足

(6) 研究実施支援

(7) 研究生活支援

(8) 経験・機会支援

(9) 就職のアドバイス

(10) 年間の達成・満足

(11) 年間の学問的成長
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(12) 自身の努力 

(13) 進学の満足 

【授業系アンケート】 

(1) 講義回数について 

(2) 休講の連絡について 

(3) 休講の補講について 

(4) 講義の満足 

(5) 講義の満足の理由 

アンケート結果については、質問項目毎、各専攻別に集計のうえ研究科（委員長）と

しての分析コメントを入れるとともに、全体の総評を加えた上で教育評価報告書として

まとめ、研究科内各専攻にフィードバックしている。教育評価報告書については、学内

ネットワーク（学生ポータルサイト）により、研究科の院生全員にも公開し、次年度の

研究指導、授業実施の改善に繋げている。 

また、各専攻に対して、この教育評価報告書をもとに、課題となる項目を抽出し具体

的な改善策をとりまとめた「改善報告書」の提出を義務付け、研究科内で確認している。 

なお、この教育評価アンケートの実施とともに、大学院シラバスの充実にも取組んで

いる。現在、農学研究科では学部に準じて、農学研究科の全専攻において以下の項目を

シラバスの記載している。 

(1) 取扱う領域の明示 

(2) 授業の進行（テーマ、内容、準備しておく事項）の明示 

(3) 教科書及び資料の明示 

(4) 授業をより良く理解するために便利な参考書、資料等の明示 

(5) 評価方法の明示 

(6) その他の注意事項（400 字） 

２．大学院研究科内の委員会活動とＷＧ活動 

前掲の大学院教学検討委員会の傘下に、専攻から選出された委員で構成する「ＦＤ専

門委員会（ＷＧ）」が設置されている。優先順位を付しながら、研究科内に必要なＦＤ

課題に対する検討が 2015 年度から開始されている。2018 年 11 月現在、以下のＷＧが

具体的な活動を展開している。 

【ＦＤ専門委員会】 

(1) 大学院生の経済支援ＷＧ 

大学院の奨学金制度の大幅改正等に伴い、大学院生に対する経済的負担は軽減

されたものの、博士後期課程在籍者の経済的負担はまだ大きい。これを補うこと
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を目的に「大学院ＲＡ制度の新設」について検討する。 

(2) 研究環境・指導体制の充実ＷＧ

学部のカリキュラムと連携した大学院カリキュラム構成のモデルを構築し、大

学院の標準カリキュラムマップ の作成を検討する。また、複数指導体制につい

て取扱内規案を作成するとともに、大学院の授業評価の活用、大学院生との面談

の実施を推進する。

(3) 大学院進学率の改善・向上ＷＧ

大学院の現状分析と学部生に大学院進学を動機付けるためのアクションプラン

の策定を検討する。アクションプランには、学部大学院一貫教育の可能性や、進

学者確保に繋がる入試制度・入試広報の具体化などについても盛り込むことを

検討する。

Ⅲ．全学的なＳＤに関する取組み

本学は、各種の人事制度や職種別、業務別等の研修の実施を通じて、教職員の資質向

上に資するための取組みを実施しており、教員に関しては、自らが率先して自己研鑽を

積むことを前提に、以下の研修等を通じて自身の資質向上に努めている。 

(1) ガバナンス研修会

本法人理事のうち、企業等で経営に携わった者を講師とし、学部長等の管理職を対象

としたガバナンス研修を実施している。 

(2) 新規採用教員研修会

新規採用教員に対して、新年度 4月に、本学の教育研究の理念・体制、教員に求めら

れる資質、学生指導、研究倫理等に関する研修会を以下のとおり実施している。 

10) 学長、副学長等による全体研修

① 大学のビジョン

② 教育・研究者としてのあり方、任期制の趣旨、各職階の役割

③ 教職員への接し方（パワハラ、セクハラ）、学生への接し方（パワハラ、アカ

ハラ、セクハラ）

④ 大学院研究科の理念、教育方針、概要

⑤ 競争的資金の獲得、研究費の適正執行、社会貢献・地域連携・産学連携

11) 学部長による学部別研修

① 学部学科の理念・教育方針

② 学生教育のあり方、教育評価・授業評価

③ 入試制度、学生キャリア指導、教育後援会・校友会の支援、課外活動の意義、

顧問の役割
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④ 事件・事故・天災への対応 

⑤ 農場、演習林等の付属施設の概要 

(3) スタッフ（事務職員）研修 

  事務職員に関しては、法人全体で年間を通じた組織的な研修を実施しており、職階

別の各種研修への参加を通じて、自身の資質向上や専門能力の開発に努めている。ス

タッフ研修の主な内容は以下のとおりである。 

1) 若手職員（採用後 7 年前後の職員）対象の研修 

① 日本私立大学連盟主催キャリアディベロップメント研修 

② 私立大学情報教育協会主催職員研修 

③ 私立大学庶務課長会主催基礎研修 

④ 本法人主催（他大学と合同開催）新入職員基礎研修 

⑤ 本法人主催新入職員合宿研修 

⑥ 本法人主催新入職員フォローアップ研修 

⑦ 本法人主催ビジネス文書研修 

⑧ 本法人主催英語力強化研修 

⑨ 本法人主催学校法人会計基礎研修 

2) 中堅職員（採用後 10 年前後の職員）対象の研修 

① 日本私立大学連盟主催業務創造研修 

② 私立大学庶務課長会主催合宿研修 

③ 私立大学庶務課長会主催研修アドバイザー 

④ 本法人主催中堅職員研修 

3) 管理職（課長・課長補佐相当職）対象の研修 

① 日本私立大学連盟主催アドミニストレータ研修 

② 世田谷 6 大学コンソーシアム合同ＳＤ研修 

③ 本法人主催管理職研修 

 この他、全教職員を対象とした業務別の各種講習会・研修会を定期的に開催し、各種

業務の勉強会及び個々の資質能力向上に向けた機会を提供している。業務別研修の主な

内容は以下のとおりである。 

1) 公的研究費適正執行等説明会（年 2 回定期的に開催） 

2) ハラスメント講習会（年 2回定期的に開催） 

3) 障がい学生支援対策講座（年 2 回程度不定期に開催） 
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発信日 平成 30年（2018年）4月 2日（月） 渉外広報室 

トクホ市場 6586億円 

前年度に続き前回を僅かに上回り、過去２番目の規模に伸長 

＝特定保健用食品の市場および表示許可の状況＝ 

特定保健用食品制度は 1991 年（平成 3 年）の発足から 25 年が経過し、国が健康強調表示を

許可・承認する制度として国際的にも注目されています。 

1993年（平成 5年）に表示許可第 1号の商品が誕生し、2018年 3月末現在、特定保健用食

品として表示許可・承認された食品は 1082品目となっています。 

当協会は特定保健用食品の制度発足以来、食品業界に対して許可取得のための関係省庁の行政

方針および関連情報の入手・伝達を始め申請相談等の支援活動を進めるとともに、健康食品全般につ

いて消費者および関係先への情報提供等の活動を展開して参りました。 

その一環として 1997年度から特定保健用食品の市場規模調査を実施し、行政・学術関係者、国内

外のマーケティング関係者など各方面に資料として提供しております。 

この度、2017 年 12 月から 12 回目のアンケート調査を実施しましたので、その集計結果を中心に市

場規模の推定とともに、表示許可等の現状についてご報告させていただきます。 

本報告の作成に当たり、当協会会員をはじめとした特定保健用食品を開発、販売している各企業から

多大のご協力をいただいたことに深く感謝いたします。 

本件に関するお問い合わせは 公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 特定保健用食品部 土田、

中澤（℡ 03-3268-3132）または渉外広報室 福本（℡ 03-3268-3134）にお願いします。 

資料８
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Ⅰ．市場規模調査 

１．調査方法 

特定保健用食品の表示許可を取得した企業に対して、アンケート方式で2017年度の品目別販売見

込額および販売経路別市場構成について調査を実施した。 

アンケートは 2017年 12月末現在許可取得の 1078品目を持つ企業 165社のうち、3月末までの

失効品目および失効予定品目ならびに連絡先不明品目を除く、1070 品目、162 社を対象として調査

を行った。そのうち158社からアンケートを回収し（回収率97.5％）、1057品目について回答が得られ

た。 

売上げ見込み額の詳しい情報が得られなかった品目については、それぞれヒアリングや業界内の生産、

販売統計その他から当協会で推定した。 

特定保健用食品の市場規模調査は1997年度から2013年度までは隔年で実施していたが、2013

年度以降は毎年実施している。 

２．集計結果 

（１）市場規模 

図１．特定保健用食品の市場規模の推移 
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 （２）保健の用途別市場概況 

保健の用途別の構成比は、2007 年度より「整腸」、「中性脂肪・体脂肪」、「歯関連」の順にほぼ横

ばいで推移していたが、2017年度は、「整腸」が 53.1％と最も大きく、「中性脂肪・体脂肪」が 30.2％、

「コレステロール」が 4.5%と続いた（図２）。 

図２．保健の用途別市場構成の推移 
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保健の用途別の市場規模の推移は以下のとおりであった（表１）。 

整腸：特定保健用食品の中で最も規模の大きい「整腸」全体としては、調査開始以来、2005年度ま

で調査毎に増加を続けていたが、2007年度から 2011年度まで減少が続いた。その後、2013年

度に調査開始以来の規模となったが、再び減少し、2017 年度は前年度に比べ 102.3%と微増し

た。 

「整腸」の中心となる乳酸菌関連品目は、特定保健用食品の市場規模全体とほぼ同様に推移し

ており、2005年度をピークに減少したが、2013年度はピーク時の 2005年度を上回り大幅に増加

した。その後、2014年度より増減を繰り返し、2017年度は前年度に比べ 101.4%と微増した。 

オリゴ糖関連品目は、調査開始以来、大幅な増減を繰り返しながら推移しており、2014年度をピ

ークに減少を続けていたが、2017年度は前年度に比べ 142.8%と大幅に増加した。 

食物繊維関連品目もオリゴ糖関連品目と同様に調査開始以来、増減を繰り返しながら推移して

おり、2017年度は前年度に比べ100.2%と 2014年度のピークに近い水準でほぼ横ばいで推移し

ている。 

コレステロール：調査開始以来、着実に増加を続けていたが、2011 年度をピークに減少が続いたが、

2015年度より増加を続け、2017年度も前年度に比べ109.6％と増加し、調査開始以来の規模

となった。 

血圧：調査開始以来、大幅に増減しながら推移しており、2007 年度をピークに減少した。その後、

2011 年度はピーク時に近い水準まで増加したが、2013 年より減少を続け、2017 年度も前年度

に比べ 97.0%とやや減少した。 

骨･ミネラル：調査開始以来、増減しながら推移しており、2009 年度をピークに減少した。その後、

2016年度に再び増加し、2017年度も前年度に比べ 103.4%と微増した。 

歯関連：1999年度調査に初めて登場し増加を続けていたが、2005年度をピークに 2013年度まで

減少を続け、その後、増減しながら推移しており、2017年度は前年度に比べ 97.5％と微減した。 

血糖値：2003 年度をピークに減少し、その後、増減しながら推移し、2015 年度に再び増加したが、

2016年度は減少し、2017年度も前年度に比べ 93.2％と減少した。 

中性脂肪・体脂肪：歯関連と同様に 1999 年度調査に初めて登場し増加を続けていたが、2007 年

度をピークに減少し、その後、2011 年度より再び増加し、2015 年度には微減したが、2016 年度

は増加し、2017年度も前年度に比べ 101.8%と前年度に続き調査開始以来の規模となった。 
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表１．保健の用途別市場規模の推移 

年度

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円

オリゴ糖 103.7 91.1 56.2 66.8 58.9 71.8 34.0 29.6

乳酸菌＊1 978.8 1863.0 3171.1 3420.8 3516.8 3249.3 2925.6 2764.2

食物繊維 119.1 115.5 128.1 141.8 129.9 152.5 104.6 107.0

小計 1201.6 2069.6 3355.4 3629.4 3705.6 3473.6 3064.2 2900.8

コレステロール 0.3 4.3 27.9 113.6 228.0 230.3 234.4 248.8

血圧 13.8 71.6 100.0 88.1 147.7 250.5 208.2 244.9

骨・ミネラル 92.0 44.9 113.9 120.1 143.3 73.3 192.6 166.7

0.0 3.7 186.7 804.8 961.0 954.0 512.0 325.9

血糖値 6.7 5.2 184.3 277.4 232.9 210.5 215.9 180.5

中性脂肪・体脂肪 0.0 70.0 152.4 635.4 880.7 1606.0 1067.1 1107.3

1314.5 2269.3 4120.6 5668.8 6299.2 6798.2 5494.4 5174.9

2013 2014

億円 億円 億円 14比(%) 億円 15比(%) 億円 16比(%)

オリゴ糖 68.5 84.1 80.8 96.0 80.3 99.3 114.6 142.8

乳酸菌＊1 3562.1 2874.7 3153.5 109.7 3145.2 99.7 3188.6 101.4

食物繊維 165.4 197.3 182.3 92.4 193.2 106.0 193.6 100.2

小計 3796.0 3156.1 3416.6 108.3 3418.7 100.1 3496.9 102.3

コレステロール＊2 224.3 218.1 226.2 103.7 270.1 119.4 296.0 109.6

血圧 241.0 232.4 205.2 88.3 187.0 91.2 181.4 97.0

骨・ミネラル*3 160.3 154.2 149.0 96.6 176.2 118.3 182.2 103.4

272.4 288.6 304.5 105.5 299.0 98.2 291.5 97.5

血糖値 176.6 154.0 181.9 118.2 162.2 89.2 151.2 93.2

中性脂肪・体脂肪*5 1404.6 1931.7 1907.9 98.8 1950.7 102.2 1986.8 101.8

6275.2 6135.1 6391.3 104.2 6463.5 101.1 6586.1 101.9

整

腸

歯*4

合計

2015 2016 2017

整

腸

歯

合計

*1 菌類含む， *2 コレステロール+整腸含む， *3 疾病リスク低減表示含む， *4 はぐき含む，

*5 中性脂肪+体脂肪、体脂肪+コレステロール、血糖値＋中性脂肪、体脂肪＋腹部脂肪＋ウエストサイズ＋肥満含む
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Ⅱ．販売経路別および食品の種類別市場構成 

１．販売経路別市場構成 

販売経路別の市場構成は、調査開始以来、「スーパー」、「コンビニ」が全体の約 5.5～6 割を占め

ており、構成比率はほぼ同規模で推移している（表２）。 

「スーパー」は、約 4 割を占めて増減しながら推移しており、2017 年度は前年度に比べ 109.2%と

増加した。 

「コンビニ」は、2011年度より増加を続けており、2017年度も前年度に比べ 118.6%と増加した。 

「戸配」は、2009 年度を除き約 3 割を占めて推移してきたが、2011 年度をピークに減少し、その

後、増減しながら推移しているが、2017年度は前年度に比べ 79.6%と大幅に減少した。 

「ドラッグ・薬局」は、2009 年度に構成比率が倍増し、さらに 2013 年度も構成比率がほぼ倍増し

たが、2014 年度から減少し、その後、ほぼ横ばいで推移していたが、2017 年度は前年度に比べ

87.9%と大幅に減少した。 

「通信販売」は、調査開始以来、構成比率が小さいまま推移しているが、2009 年度に大幅に増加し、

その後、増減しながら推移しており、2017年度は前年度に比べ 102.4%と微増した。 
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表２．販売経路別市場構成の推移 

年度

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

スーパー 49.4 47.2 40.3 42.3 42.5 43.8 39.3 40.2 41.7

コンビニ 12.6 14.6 15.6 14.7 16.0 16.2 13.5 14.2 16.0

戸配 30.8 30.8 34.4 32.8 33.2 26.5 30.7 23.9 20.3

ドラッグ･薬局 4.1 3.8 3.0 3.1 2.7 5.4 5.9 10.5 7.3

通信販売 0.7 1.0 0.8 0.7 0.9 2.4 3.1 2.9 3.9

その他 2.4 2.6 5.9 6.4 4.7 5.7 7.5 8.3 10.7

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

億円 ％ 14比(%) 億円 ％ 15比(%) 億円 ％ 16比(%)

スーパー 2435 38.1 95.2 2563 39.7 105.3 2799 42.5 109.2

コンビニ 1037 16.2 105.4 1071 16.6 103.3 1270 19.3 118.6

戸配 1567 24.5 125.9 1433 22.2 91.5 1140 17.3 79.6

ドラッグ･薬局 441 6.9 98.6 449 6.9 101.7 395 6.0 87.9

通信販売 242 3.8 100.4 283 4.4 116.7 290 4.4 102.4

その他 668 10.5 101.6 664 10.3 99.3 692 10.5 104.2

計 6391 100.0 104.2 6463 100.0 101.1 6586 100.0 101.9

販売経路＊

販売経路＊
2015 2016 2017

＊2009年度までは、販売経路選択は複数回答としている。 
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２．食品の種類別市場構成 

食品の種類別の市場構成は 4種類に区分して調査を行っている（表３）。全体の構成比率としては、

2014 年度からほぼ横ばいで推移しているが、「加工食品・調味料」は前年度に比べ 109.1%と増加し、

「清涼飲料水」は前年度に比べ 104.1%と微増し、「乳製品」は前年度に比べ 101.0%とほぼ横ばいと

なり、「菓子・その他」は 91.8%と減少した。 

表３．食品の種類別市場構成の推移 

年度

億円 ％ 億円 ％ 億円 ％ 億円 ％ 億円 ％

清涼飲料水 1665 24.5 1315 23.9 1247 24.1 1797 28.6 2315 37.7

乳製品 3285 48.3 3012 54.8
2840

54.9 3635 57.9 2927 47.7

加工食品・調味料 879 12.9 599 10.9
636

12.3 428 6.8 410 6.7

菓子・その他 969 14.3 568 10.4 452 8.7 416 6.7 484 7.9

合計 6798 100.0 5494 100.0 5175 100.0 6275 100.0 6135 100.0

億円 ％
14比

(%)
億円 ％

15比

(%)
億円 ％

16比

(%)

清涼飲料水 2290 35.8 98.9 2342 36.2 102.3 2438 37.0 104.1

乳製品 3198 50.0 109.3 3187 49.3 99.7 3219 48.9 101.0

加工食品・調味料 402 6.2 98.1 413 6.4 102.7 451 6.8 109.1

菓子・その他 502 8.0 103.8 521 8.1 103.8 479 7.3 91.8

合計 6391 100.0 104.2 6463 100.0 101.1 6586 100.0 101.9

2014

食品の種類

20162015 2017

食品の種類
2007 2009 2011 2013

【 食品の種類 】 

１．清涼飲料水：茶系飲料、炭酸飲料、果実飲料、ミネラルウォーター、ゼリー飲料、コーヒー、 

粉末清涼飲料（インスタントコーヒー等）など 

２．乳 製 品：乳酸菌飲料、はっ酵乳など 

３．加工食品・調味料：大豆加工品、穀物加工品、食肉・魚肉加工品、調理油、マーガリン、 

マヨネーズ、調理酢、甘味料など

４．菓子・その他：キャンディー、クッキー、ビスケット、チューインガム、ナタデココ、あられ、 

チョコレート、錠剤、粉末、顆粒、乾燥スープ、即席みそ汁、青汁など 
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Ⅲ．表示許可・承認の状況 

１．表示許可・承認品目の推移 

2017年 12月末現在の表示許可・承認の品目総数は 1078であった（図３）。 

2017年 1月から 12月の 1年間に表示許可を受けた特定保健用食品は 55品目であった。 

保健の用途別許可品目の内訳では、「中性脂肪・体脂肪」関連が 21品目増と最も多く、新たな保

健の用途として、「肌」関連が許可となったが、保健の用途別全体では、各々10～27 品目減であった。

（表４）。 

申請区分の内訳では、許可品目数の最も多い「特定保健用食品」は 71 品目減であり、続いて許

可品目数が多く、これまで増加を続けていた「再許可等」は52品目減であり、申請区分全体では126

品目減となった（表５）。 

図３．表示許可・承認品目の推移（2017年 12月末現在） 

13 10

35
22

36
26

47 51

68
57

85 84
94

78

167

100 100 100

56 52

69 66
80

95

5513 2358 78100
126

171
222

289
332

398

475

569

627

755

827

883

967
983

1030

1095
1140

1210 1204

1078

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0

50

100

150

200

250

300

350

400

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

累

計

実

質

許

可

品

目

数

年

間

新

規

許

可

品

目

数

年間新規許可品目数

累計実質許可品目数

＊累計実質許可品目数＝累計許可品目数－同失効品目数

年

品目



10 

表４．保健の用途別許可品目の推移 

年

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

オリゴ糖 40 53 62 62 76 78 77

乳酸菌 8 36 55 61 69 75 77

食物繊維 24 32 50 70 104 144 169

小計 72 121 167 193 249 297 323

12 14 37 52 86 114 136

4 9 24 38 64 88 110

8 10 18 23 33 44 51

3 5 13 26 34 58 68

1 3 19 49 72 100 131

0 9 11 17 31 54 64

100 171 289 398 569 755 883

2011 2013 2014 2015 構成(%) 14比(数)

オリゴ糖 82 87 88 92 8 ＋4

乳酸菌 81 82 83 84 7 +1

食物繊維 192 208 223 232 19 +9

小計 355 377 394 408 34 +14

139 146 150 155 13 +5

119 126 126 126 10 ±0

57 63 59 63 5 ＋4

75 86 88 102 8 +14

148 174 189 210 17 +21

90 123 134 146 12 +12

肌 － － － － － －

983 1095 1140 1210 100 +70

2016 構成(%) 15比(数) 2017 構成(%) 16比(数)

オリゴ糖 83 7 △9 73 7 △10

乳酸菌 81 7 △3 57 5 △24

食物繊維 229 19 △3 209 19 △20

小計 393 33 △15 339 31 △54

125 10 △30 113 11 △12

137 11 ＋11 109 10 △28

61 5 △2 49 5 △12

106 9 ＋4 87 8 △19

212 18 ＋2 189 17 △23

169 14 ＋23 190 18 ＋21

肌 1 0 ＋1 2 0 ＋1

1204 100 △6 1078 100 △126

品目

歯

保健の用途

整

腸

コレステロール

血圧

骨・ミネラル

合計

血糖値

中性脂肪・体脂肪

合計

保健の用途

整

腸

コレステロール

血圧

骨・ミネラル

歯

血糖値

中性脂肪・体脂肪

血糖値

中性脂肪・体脂肪

合計

保健の用途

整

腸

コレステロール

血圧

骨・ミネラル

歯
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表５．申請区分別許可品目の推移 

年

2007 2009 2011 2013 2014

特定保健用食品 524 517 533 558 553

条件付き特定保健用食品 1 1 1 1 1

特定保健用食品

（規格基準型）
16 28 47 80 110

特定保健用食品

（疾病リスク低減表示）
5 10 14 16 14

特定保健用食品

（再許可等）＊ 209 327 388 440 462

合　　　　計 755 883 983 1095 1140

2015
構成

(%)

14比

(数)
2016

構成

(%)

15比

(数)
2017

構成

(%)

16比

(数)

特定保健用食品 572 47 +19 548 46 △24 477 44 △71

条件付き特定保健用食品 0 0 △1 1 0 +1 1 0 ±0

特定保健用食品

（規格基準型）
135 11 +25 133 11 △2 131 12 △2

特定保健用食品

（疾病リスク低減表示）
16 1 +2 14 1 △2 12 1 △1

特定保健用食品

（再許可等）＊ 487 40 +25 508 42 +21 457 42 △51

合　　　　計 1210 100 +70 1204 100 △6 1078 100 △126

品目

＊疾病リスク低減表示 13含む 
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Ⅳ．むすび 

調査開始以来、2007年度をピークに減少し続けていた特定保健用食品の市場規模は、2013年度

に大幅な回復を示した後、2014 年度はやや減少したものの、2015 年度から再び増加傾向を示し、

2017年度は 6585億円と前年度に続き前回を僅かに上回り過去 2番目の規模に伸長した。 

保健の用途別では、トクホ制度発足以来、トクホ市場を牽引してきた「整腸」分野は、2014 年度に減

少したが、その後、主力の乳酸菌分野の回復により伸長し 2017 年度も微増した。またメタボリックシンド

ロームの診断基準に関連する保健の用途では、「血圧」は 2013年度より減少し、「血糖値」は 2015年

度をピークに減少し、2017 年度も減少した。「コレステロール」は 2015 年度より増加を続け、2017 年

度も増加し、調査開始以来の規模となった。2011 年度以降、顕著な伸びを示してきた「中性脂肪・体

脂肪」は、2007 年度をピークに増減しながら推移してきたが、2017 年度も微増し、前年度に続き調査

開始以来の規模となった。2005年度をピークに減少をしている「歯」は、2017年度も微減した。 

販売経路別では、「スーパー」、「コンビニ」が全体の約 5.5～6 割を占めており、2017 年度は「スーパ

ー」は微増し、「コンビニ」も増加した、2013年度まで伸長を続けていた「ドラッグ・薬局」は 2014年度より

減少し、2017年度も減少した。 

食品の種類別では、2017年度は「加工食品・調味料」は増加し、「清涼飲料水」は微増し、「乳製品」

はほぼ横ばいとなり、「菓子・その他」は減少した。 

特定保健用食品制度は、消費者庁の買い上げ調査や第三者機関による定期的分析の報告、新た

な知見の報告の義務化など規制強化がなされている。今後、既許可品について品質管理の徹底と科学

的根拠の増強が図られ、さらに各企業の新たな保健の用途申請へのチャレンジと新規商品開発による申

請数の増加により、広く国民の健康の維持・増進に寄与し、市場の拡大につながることを期待したい。 

一方、健康食品全般においては、機能性表示食品制度は 3 年目を迎え、届出品目数は特定保健

用食品を上回り着実に増加しており、それに伴い市場規模も増加していることは推測できるが、特定保健

用食品市場への影響を見るにはさらに時間を要する。 

当協会は今後も消費者庁をはじめ関係各省庁等の指導を得ながら、会員企業と協力して消費者に

対する特定保健用食品の正しい使用方法等の情報提供を推進し、更なる普及に努めていきたい。 

以上 
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人口と環境の関連性について 529 

せる効果を凌駕しないために， 結果として人口の増大と環境悪化が並存する。 しかし， 環境悪化

の進行とともにやがて人口も減少する縮小経路に立ち至ると考えられる。 次に， 環境と人口がと

もに累積的な縮小あるいは発散過程を伴わないという意味で持続可能な発展を保証するのは， 図

1-(2) が描く安定経路であると考えられる。 この場合， 人口爆発が人口と環境の崩壊へとつなが

らない理由は， 人口の減少過程が環境改善をもたらす効果が大きいからである。 長期的には， 高

い人口水準と環境水準の維持が図られる。 さらに同一の環境水準のもとで環境を維持できる許容

人口を増大させるパラメ ータeの変化が， たとえば均衡点DからD'への移行をもたらすような

場合， 人口の増大と環境改善が併存することが可能である （逆は逆）。

このように， 人口と環境との関係は， おのおのが相互に及ぼす影響の程度によって， さまざま

な変動パター ンを惹起させることがわかる。 したがって， 人口と環境の直接あるいは （生産や消

費の過程を経るという意味で）間接的な相互関係を明示させるモデル体系の分析が必要になる。

4. 環境と人口ならびに経済成長の相互関連

自然環境を含むある特定の経済的， 社会的状況のもとで， 最適な人口規模が存在するのであろ

うか。 人々の合理的行為が出生や育児にまで及ぶと考えれば， その合理性の存在を仮定した上で

行為自身を規定する経済的， 社会的状況を考慮すべきであるとするDasgupta 〔幻(2003)の議論

は正当化されるであろう。 人口はその意味で内生的に決定される従属変数である。 他方， 自然環

境は個々の生物にとって本質的に非排除的である反面，競合的側面をもつコモンプー ル財である。

以下ではコモンプー ル財の議論に依拠したモデルを構成した上で， 環境や人口の相互作用を検討

しよう。

4.1 コモンプール財と地域管理システム

一般的に， 包括的な人口水準は， 子を持つことと育てることに関する需要要因 （限界便益） と

供給要因（限界費用） の相互関係によって規定されていると考えられている。 需要要因としては，

工業化の進展とそれに伴う労働法の規定（すなわち， 子供の労働価値の変化）， 高齢者の社会保障

制度の発達の程度，女性の社会的地位の向上， 乳幼児死亡率の低下， 所得分配の平等性など， 供

給要因としては， 子供を持つことの機会費用の変化， 都市化に伴う住居費用の変化， などが指摘

されている心確かに， このような要因が現実の人口変動に影響することは明らかであろう。 しか

し， 子を生み， 子との養育・扶養関係を継続させる最小の社会的枠組みは「家族」であると考え

られる。 家族を個別単位として地域の自然環境財の利用が進み， その結果， 人口の増大がコモン

プー ル財の過剰利用に繋がっているとすれば， 上記の諸要因も， 家族の意思決定の枠内で論じら

7 大淵[9] (1997)は， 出生力の需給に関する意思決定として① 政治体制， ② 社会経済発展あるいは近代

化の程度， ③ 出生力調整技術の水準および費用， ④ 人口政策の強度， という少なくとも4つの要素を考え

ることができ， 個々の夫婦や家族はこれらの諸要素を座標軸とする多次元の社会空間のどこかに位置して，

それぞれの意思決定を行っている， としている。



























必

修

選

択

自

由

D
P
①

D
P
②

D
P
③

D
P
④

1前 2 ○

2前 2 ○

1前 2 ○

1前 2 ◎

1前 2 ◎

1前 2 ◎

1前 2 ○

1後 2 ◎

1後 2 ○

1前 2 ○ ○

1前 2 ○ ○

1前 2 ○ ○

1前 2 ○ ○

1前 2 ○ ○

1前 2 ○ ○

1前 2 ○ ◎ ○ ○

1後 2 ○ ◎ ○ ○

2前 2 ○ ◎ ○ ○

2後 2 ○ ◎ ○ ○

1前 2 ○ ◎ ○ ○

1後 2 ○ ◎ ○ ○

2前 2 ○ ◎ ○ ○

2後 2 ○ ◎ ○ ○

凡例　〇：対象科目、◎：中心となる対象科目

DP①：農芸化学に関する幅広い基礎知識と研究能力を有している。

DP②：得られた研究成果を自ら解析し、応用できる能力を有している。

DP③：英語論文などから情報を的確に得て、応用できる能力を有している。

DP④：学会発表などにより研究成果を伝えることのできる能力を有している。

応用生物科学研
究科共通科目

知的財産管理法

インターンシップ

ディプロマ・ポリシーとカリキュラムの対応表

（応用生物科学研究科　農芸化学専攻　博士前期課程）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 対応するDP

専
攻
科
目

基
礎
科
目

研究倫理

論文英語

プレゼンテーション法

生体機能化学Ⅰ

環境科学

生体機能化学Ⅱ

遺伝子工学

特
論
科
目

土壌肥料学特論

植物生産化学特論

応用微生物学特論

食料資源理化学特論

生物有機化学特論

栄養・生化学特論

研
究
科
目

農芸化学特別演習Ⅰ

農芸化学特別演習Ⅱ

農芸化学特別演習Ⅲ

農芸化学特別演習Ⅳ

農芸化学特別実験Ⅰ

農芸化学特別実験Ⅱ

農芸化学特別実験Ⅲ

農芸化学特別実験Ⅳ
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必

修

選

択

自

由

D
P
①

D
P
②

D
P
③

D
P
④

1前 1 ○

2前 2 ○

基礎
科目

1後 2 ◎

1前 2 ◎ ○

1前 2 ◎ ○

1前 2 ◎ ○

1前 2 ◎ ○

1前 2 ◎ ○

1前 2 ◎ ○

1通 4 ○ ○ ◎ ◎

2通 4 ○ ○ ◎ ◎

3通 4 ○ ○ ◎ ◎

凡例　〇：対象科目、◎：中心となる対象科目

DP①：農芸化学に関する高度な専門知識と研究能力を有している。

DP②：高度な論文作成能力を有し、その研究成果をもとに国際社会に貢献できる。

DP③：研究者、高度専門職業人の指導、育成に貢献できる。

DP④：自ら研究課題を開拓し、独創的な研究を遂行できる。

研究指導科目

特別研究指導Ⅰ

特別研究指導Ⅱ

特別研究指導Ⅲ

専
攻
科
目

論文英語作成

特
論
科
目

土壌肥料学後期特論

植物生産化学後期特論

応用微生物学後期特論

食料資源理化学後期特論

対応するDP

ディプロマ・ポリシーとカリキュラムの対応表

（応用生物科学研究科　農芸化学専攻 博士後期課程）

生物有機化学後期特論

栄養・生化学後期特論

応用生物科学研
究科共通科目

知的財産管理法・研究倫理特論

インターンシップ

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数



（応用生物科学研究科　醸造学専攻　博士前期課程）

必

修

選

択

自

由

D
P
①

D
P
②

D
P
③

D
P
④

1前 2 ○

2前 2 ○

1前 2 ◎

1前 2 ◎

1後 2 ◎

2前 2 ◎

1前 2 ◎

1後 2 ◎

1前 2 ◎

1後 2 ◎

1前 2 ◎

1後 2 ◎

1前 2 ◎

1後 2 ◎

1前 2 ◎

1後 2 ◎

1前 2 ◎

1後 2 ◎

1前 2 ○ ◎ ○ ○

醸造学特別演習Ⅱ 1後 2 ○ ◎ ○ ○

醸造学特別演習Ⅲ 2前 2 ○ ◎ ○ ○

醸造学特別演習Ⅳ 2後 2 ○ ◎ ○ ○

醸造学特別実験Ⅰ 1前 2 ○ ◎ ○ ○

醸造学特別実験Ⅱ 1後 2 ○ ◎ ○ ○

醸造学特別実験Ⅲ 2前 2 ○ ◎ ○ ○

2後 2 ○ ◎ ○ ○

凡例　〇：対象科目、◎：中心となる対象科目

DP①：

DP②： 微生物学、食品科学または生物工学を基盤とした研究能力を有している。

DP③： 論文の執筆や口頭発表を行う能力、さらに多様な発信力を有している。

DP④： 科学者としての倫理を理解し、問題設定および解決能力を備えている。

醸造環境科学特論Ⅰ

研究科目

醸造学特別演習Ⅰ

醸造学特別実験Ⅳ

醸造学を基盤とし、醸造微生物学、微生物工学、酒類生産科学、発酵食品化学、調味食品科学、又は
醸造環境科学などの専門分野における確かな知識と技術を有している。

酒類生産科学特論Ⅱ

発酵食品化学特論Ⅰ

発酵食品化学特論Ⅱ

調味食品科学特論Ⅰ

調味食品科学特論Ⅱ

応用生物科学研究
科共通科目

知的財産管理法

インターンシップ

専
攻
科
目

基
礎
科
目

研究倫理

醸造学概論

応用微生物学特講

プレゼンテーション法

特
論
科
目

醸造環境科学特論Ⅱ

醸造微生物学特論Ⅰ

醸造微生物学特論Ⅱ

微生物工学特論Ⅰ

微生物工学特論Ⅱ

酒類生産科学特論Ⅰ

ディプロマ・ポリシーとカリキュラムの対応表

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 対応するDP



必

修

選

択

自

由

D
P
①

D
P
②

D
P
③

D
P
④

1前 1 ◎

2前 2 ○

基礎
科目

2後 2 ◎

1前 2 ◎

1前 2 ◎

1前 2 ◎

1前 2 ◎

調味食品科学後期特論 1前 2 ◎

醸造環境科学後期特論 1前 2 ◎

1通 4 ○ ◎ ○ ○

2通 4 ○ ◎ ○ ○

3通 4 ○ ◎ ○ ○

凡例　〇：対象科目、◎：中心となる対象科目

DP①：

DP②： 専門分野において問題設定および解決にむけた指導的能力を備えている。

DP③： 英語でのコミュニケーション能力を有し、国際的に活躍しうる能力を有している。 

DP④： 科学者としての倫理を理解し、その専門性に基づいて社会への責任を果たそうとする意欲を有している。

研究指導科目

特別研究指導Ⅰ

特別研究指導Ⅱ

特別研究指導Ⅲ

醸造微生物学、微生物工学、酒類生産科学、発酵食品化学、調味食品科学、又は醸造環境科学などの専
門分野において高度な専門知識と創造的な研究能力を有している。

応用生物科学研究
科共通科目

知的財産管理法・研究倫理特論

インターンシップ

専
攻
科
目

英語によるプレゼンテーション

特
論
科
目

醸造微生物学後期特論

微生物工学後期特論

酒類生産科学後期特論

発酵食品化学後期特論

ディプロマ・ポリシーとカリキュラムの対応表

（応用生物科学研究科　醸造学専攻　博士後期課程）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 対応するDP



必

修

選

択

自

由

D
P
①

D
P
②

D
P
③

1前 2 ○ ○

2前 2 ○ ○

1前 2 ○ ○

1前 2 ○ ○

1前 2

2前 2 ○

1後 2 ○ ○

1後 2 ○ ○

1前 1 ◎

1後 2 ◎

1後 2 ◎

1後 2 ◎

1前 1 ◎

1後 2 ◎

1後 2 ◎

1後 2 ◎

1前 2 ○ ○ ◎

1後 2 ○ ○ ◎

2前 2 ○ ○ ◎

2後 2 ○ ○ ◎

1前 2 ○ ○ ◎

1後 2 ○ ○ ◎

2前 2 ○ ○ ◎

2後 2 ○ ○ ◎

凡例　〇：対象科目、◎：中心となる対象科目

DP①：

DP②：

DP③：

研
究
科
目

食品安全健康学特別演習Ⅰ

食品安全健康学特別演習Ⅱ

食品安全健康学特別演習Ⅲ

食品安全健康学特別演習Ⅳ

食品安全健康学特別実験Ⅰ

食品安全健康学特別実験Ⅱ

食品安全健康学特別実験Ⅲ

食品安全健康学特別実験Ⅳ

特
論
科
目

食品安全科学特論

生体分析科学特論

リスク評価学特論

食品開発学特論

食品機能科学特論

生理活性物質学特論

生理機能学特論

生体環境解析学特論

オミクス

研究倫理

プレゼンテーション法

フードモレキュラーバイオロジー

フードバイオケミストリー

「食品の安全性」について、食品（成分）のリスクの科学的評価、当該リスクの的確な管理、
さらに、リスク情報の正しい発信に関する深い造詣と、広範な専門的知識を修得している。

「食品の機能性」について、食品中の新規機能性成分の探索、当該機能の解明と応用に関する
深い造詣と、広範な専門的知識を修得している。

前二項に関する専門的知識・研究能力・倫理性を持って修士論文を作成することを通じて、難
度の高い問題を解決し、その結果を社会に対して的確に発信する能力を修得している。

ディプロマ・ポリシーとカリキュラムの対応表

（応用生物科学研究科　食品安全健康学専攻　博士前期課程）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 対応するDP

応用生物科学研究
科共通科目

知的財産管理法

インターンシップ

専
攻
科
目

基
礎
科
目

英語論文講読



必

修

選

択

自

由

D
P
①

D
P
②

D
P
③

1前 1 ○ ○

2前 2 ○

基礎
科目

2前 2 ○

1前 2 ◎

1前 2 ◎

1前 2 ◎

1前 2 ◎

1前 2 ◎

1前 2 ◎

1前 2 ◎

1通 4 ○ ◎ ◎

2通 4 ○ ◎ ◎

3通 4 ○ ◎ ◎

凡例　〇：対象科目、◎：中心となる対象科目

DP①：

DP②：

DP③：

生理機能学後期特論

生体環境解析学後期特論

研究指導科目

特別研究指導Ⅰ

特別研究指導Ⅱ

特別研究指導Ⅲ

ケミカルトキシコロジー特論

生体分析科学後期特論

リスク評価学後期特論

食品開発学後期特論

生理活性物質学後期特論

「食品の安全性」について、食品（成分）のリスクの科学的評価、当該リスクの的確な管理、
さらに、リスク情報の正しい発信に関する深い造詣と、広範な専門的知識を修得している。
「食品の機能性」について、食品中の新規機能性成分の探索、当該機能の解明と応用に関する
深い造詣と、広範な専門的知識を修得している。 

前項に関する高度な専門的知識・研究能力・倫理性を持って博士論文を作成することを通じ
て、新たな難度の高い課題を発見し、その課題に対し独創的な手法等により解決し、その結果
を国際社会に対して的確に発信する能力を修得している。

独立した研究者・教育者・行政官などとして、研究・教育・施策などの立案から実行に至る全
過程を遂行し、将来、それぞれの分野で高い評価を得ることができる能力を有している。

ディプロマ・ポリシーとカリキュラムの対応表

（応用生物科学研究科　食品安全健康学専攻 博士後期課程）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 対応するDP

応用生物科学研究
科共通科目

知的財産管理法・研究倫理特論

インターンシップ

専
攻
科
目

英語によるプレゼンテーション

特
論
科
目



必

修

選

択

自

由

D
P
①

D
P
②

D
P
③

1前 2 ○

2前 2 ○

1前 2 ○

1前 2 ○

1後 2 ○

1後 2 ◎

1後 2 ◎

2前 2 ◎

1前 2 ◎

1後 2 ○

1後 2 ○

1後 2 ○

1後 2 ○

1前 2 ◎

1後 2 ○

1後 2 ○

1後 2 ○

1後 2 ○

1前 2 ○ ○ ◎

1後 2 ○ ○ ◎

2前 2 ○ ○ ◎

2後 2 ○ ○ ◎

1前 2 ○ ○ ◎

1後 2 ○ ○ ◎

2前 2 ○ ○ ◎

2後 2 ○ ○ ◎

凡例　〇：対象科目、◎：中心となる対象科目

DP①：

DP②：

DP③：

食品栄養学特別実験Ⅳ

臨床栄養学特論

栄養機能学特論

研
究
科
目

食品栄養学特別演習Ⅰ

食品栄養学特別演習Ⅱ

食品栄養学特別演習Ⅲ

食品栄養学特別演習Ⅳ

食品栄養学特別実験Ⅰ

食品栄養学特別実験Ⅱ

食品栄養学特別実験Ⅲ

特
論
科
目

食品栄養学特論

食品生化学特論

フードシステム管理学特論

調理科学特論

食品機能利用学特論

人間栄養学特論

栄養生理学特論

保健栄養学特論

ニュートリゲノミクス

フード・バイオテクノロジー

栄養統計学

論文英語

プレゼンテーション法

食品栄養学の高度で広範な専門的基礎知識や技術、研究手法を修得している。

食品栄養学における高度専門職業人として活躍する際に求められる情報収集力、観察・分析力
と論理的思考力、さらに、判断のプロセスや結果を説明する情報発信のためのコミュニケー
ション能力とプレゼンテーション能力を有している。

食品栄養学の研究に求められる高度な専門的研究手法を用いた優れた課題発見・分析力、さら
には、修士論文作成における研究遂行力を有している。

ディプロマ・ポリシーとカリキュラムの対応表

（応用生物科学研究科　食品栄養学専攻　博士前期課程）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 対応するDP

応用生物科学研
究科共通科目

知的財産管理法

インターンシップ

専
攻
科
目

基
礎
科
目

研究倫理



必

修

選

択

自

由

D
P
①

D
P
②

D
P
③

1前 1 ○

2前 2 ○

基礎
科目

1前 2 ◎ ◯

1前 2 ◎

1前 2 ◎

1前 2 ◎

1前 2 ◎

1前 2 ◎

1前 2 ◎

1通 4 ◯ ◎ ◎

2通 4 ◯ ◎ ◎

3通 4 ◯ ◎ ◎

凡例　〇：対象科目、◎：中心となる対象科目

DP①：

DP②： 科学者倫理を理解し、問題設定および課題解決に向けた指導的能力を有している。

DP③： 食品栄養学の分野における研究成果を国際的に発信できる能力を有している。

調理科学後期特論

栄養生理学後期特論

保健栄養学後期特論

臨床栄養学後期特論

研究指導科目

特別研究指導Ⅰ

特別研究指導Ⅱ

特別研究指導Ⅲ

食品栄養学の分野において、高度で深い体系的知識と分析力を有している。

ディプロマ・ポリシーとカリキュラムの対応表

（応用生物科学研究科　食品栄養学専攻　博士後期課程）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 対応するDP

応用生物科学研
究科共通科目

知的財産管理法・研究倫理特論

インターンシップ

専
攻
科
目

研究計画策定法

特
論
科
目

食品生化学後期特論

フードシステム管理学後期特論
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履修モデル【農芸化学専攻博⼠前期課程】
研究機関（⾷品系）及び教育機関（⼤学等）を⽬指す⼤学院⽣

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

知的財産管理法 2

必 研究倫理 2 必 ⽣体機能化学Ⅱ 2

必 論⽂英語Ⅰ 2 ⼟壌肥料学特論（M）※ 2

必 プレゼンテーション法 2

必 ⽣体機能化学Ⅰ 2

必 農芸化学特別演習Ⅰ 2 必 農芸化学特別演習Ⅱ 2 必 農芸化学特別演習Ⅲ 2 必 農芸化学特別演習Ⅳ 2

必 農芸化学特別実験Ⅰ 2 必 農芸化学特別実験Ⅱ 2 必 農芸化学特別実験Ⅲ 2 必 農芸化学特別実験Ⅳ 2

合計取得単位数 30

企業（各種メーカーの研究開発・品質管理・製造技術・学術担当等）を⽬指す⼤学院⽣

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

インターンシップ 2

必 研究倫理 2 必 ⽣体機能化学Ⅱ 2

必 論⽂英語Ⅰ 2 ⾷料資源理化学特論（M）※ 2

必 プレゼンテーション法 2

必 ⽣体機能化学Ⅰ 2

必 農芸化学特別演習Ⅰ 2 必 農芸化学特別演習Ⅱ 2 必 農芸化学特別演習Ⅲ 2 必 農芸化学特別演習Ⅳ 2

必 農芸化学特別実験Ⅰ 2 必 農芸化学特別実験Ⅱ 2 必 農芸化学特別実験Ⅲ 2 必 農芸化学特別実験Ⅳ 2

合計取得単位数 30

※代わりに⼟壌肥料学特論（M）、植物⽣産化学特論（M）、応⽤微⽣物学特論（M）、⽣物有機化学特論（M）あるいは栄養・⽣化学特論（M）が選択可能

※※代わりに⼟壌肥料学特論演習、植物⽣産化学特論演習、⾷料資源理化学特論演習、⽣物有機化学特論演習あるいは栄養・⽣化学特論演習が選択可能

研究科⽬

専攻科⽬

応⽤⽣物
科学研究
科共通科

科⽬区分

２年後期２年前期１年後期１年前期

研究科⽬

科⽬区分

１年前期 ２年後期

応⽤⽣物
科学研究
科共通科

１年後期 ２年前期

専攻科⽬

※代わりに植物⽣産化学特論（M）、応⽤微⽣物学特論（M）、⾷料資源理化学特論（M）、⽣物有機化学特論（M）あるいは栄養・⽣化学特論（M）が選択可能

資料17



履
修
モ
デ
ル
【
農
芸
化
学
専
攻
博
⼠
後
期
課
程
】

研
究
機
関
・
教
育
機
関
・
⾏
政
、
企
業
（
研
究
開
発
）
等
を
⽬
指
す
⼤
学
院
⽣

区 分
科
⽬
名

単 位 数

区 分
科
⽬
名

単 位 数

区 分
科
⽬
名

単 位 数

区 分
科
⽬
名

単 位 数

区 分
科
⽬
名

単 位 数

区 分
科
⽬
名

単 位 数
必

知
的
財
産
管
理
法
・
研
究
倫
理
特
論

1

⼟
壌
肥
料
学
特
論
（
D）

必
論
⽂
英
語
Ⅱ

2

植
物
⽣
産
化
学
特
論
（
D）

応
⽤
微
⽣
物
学
特
論
（
D）

⾷
料
資
源
理
化
学
特
論
（
D）

⽣
物
有
機
化
学
特
論
（
D）

栄
養
・
⽣
化
学
特
論
（
D）

研
究
科
⽬

必
4

必
4

必
4

合
計
取
得
単
位
数

17

※
⼟
壌
肥
料
学
特
論
（
D）

、
植
物
⽣
産
化
学
特
論
（
D）

、
応
⽤
微
⽣
物
学
特
論
（
D）

、
⾷
料
資
源
理
化
学
特
論
（
D）

、
⽣
物
有
機
化
学
特
論
（
D）

、
栄
養
・
⽣
化
学
特
論
（
D）

か
ら
、
進
路
に
合
わ
せ
１
科
⽬
選
択
す
る
。

３
年
後
期

応
⽤
⽣
物
科

学
研
究
科
共

通
科
⽬

専
攻
科
⽬

2

特
別
研
究
指
導
Ｉ

特
別
研
究
指
導
Ⅱ

特
別
研
究
指
導
Ⅲ

科
⽬
区
分

１
年
前
期

１
年
後
期

２
年
前
期

２
年
後
期

３
年
前
期



履修モデル【醸造学専攻博⼠前期課程】
研究機関（⼤学、⾷品・医薬品・環境関連研究施設）を⽬指す⼤学院⽣

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

知的財産管理法 2

必 研究倫理 2 必 応⽤微⽣物学特講 2 必 プレゼンテーション法 2

必 醸造学概論 2 醸造微⽣物学特論Ⅱ※※ 2

醸造微⽣物学特論Ⅰ※ 2

必 醸造学特別演習I 2 必 醸造学特別演習II 2 必 醸造学特別演習III 2 必 醸造学特別演習IV 2

必 醸造学特別実験I 2 必 醸造学特別実験II 2 必 醸造学特別実験III 2 必 醸造学特別実験IV 2

合計取得単位数 30

企業（醸造・⾷品・医薬品メーカーの研究開発・品質管理・製造技術部⾨等）を⽬指す⼤学院⽣

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

インターンシップ 2

必 研究倫理 2 必 応⽤微⽣物学特講 2 必 プレゼンテーション法 2

必 醸造学概論 2 酒類⽣産科学特論Ⅱ※※ 2

酒類⽣産科学特論Ⅰ※ 2

必 醸造学特別演習I 2 必 醸造学特別演習II 2 必 醸造学特別演習III 2 必 醸造学特別演習IV 2

必 醸造学特別実験I 2 必 醸造学特別実験II 2 必 醸造学特別実験III 2 必 醸造学特別実験IV 2

合計取得単位数 30

※酒類⽣産科学特論Ⅰの代わりに、醸造微⽣物学特論Ⅰ、微⽣物⼯学特論Ⅰ、発酵⾷品化学特論Ⅰ、調味⾷品科学特論Ⅰあるいは醸造環境科学特論Ⅰが選択可能
※※酒類⽣産科学特論Ⅱの代わりに、醸造微⽣物学特論Ⅱ、微⽣物⼯学特論Ⅱ、発酵⾷品化学特論Ⅱ、調味⾷品科学特論Ⅱあるいは醸造環境科学特論Ⅱが選択可能

応
⽤
⽣
物
科

学
研
究
科
共

通
科
⽬

※醸造微⽣物学特論Ⅰの代わりに、微⽣物⼯学特論Ⅰ、酒類⽣産科学特論Ⅰ、発酵⾷品化学特論Ⅰ、調味⾷品科学特論Ⅰあるいは醸造環境科学特論Ⅰが選択可能
※※醸造微⽣物学特論Ⅱの代わりに、微⽣物⼯学特論Ⅱ、酒類⽣産科学特論Ⅱ、発酵⾷品化学特論Ⅱ、調味⾷品科学特論Ⅱあるいは醸造環境科学特論Ⅱが選択可能

専
攻
科
⽬

研
究

科
⽬

応
⽤
⽣
物
科

学
研
究
科
共

通
科
⽬

専
攻
科
⽬

研
究

科
⽬

科⽬区分
１年前期 １年後期 ２年前期 ２年後期

１年後期 ２年前期 ２年後期
科⽬区分

１年前期



履
修
モ
デ
ル
【
醸
造
学
専
攻
博
⼠
後
期
課
程
】

研
究
機
関
・
教
育
機
関
・
⾏
政
、
企
業
（
研
究
開
発
）
等
を
⽬
指
す
⼤
学
院
⽣

区 分
科
⽬
名

単 位 数

区 分
科
⽬
名

単 位 数

区 分
科
⽬
名

単 位 数

区 分
科
⽬
名

単 位 数

区 分
科
⽬
名

単 位 数

区 分
科
⽬
名

単 位 数

必
知
的
財
産
管
理
法
・
研
究
倫
理
特
論

1

醸
造
微
⽣
物
学
後
期
特
論

必
英
語
に
よ
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

2

微
⽣
物
⼯
学
後
期
特
論

酒
類
⽣
産
科
学
後
期
特
論

発
酵
⾷
品
化
学
後
期
特
論

調
味
⾷
品
科
学
後
期
特
論

醸
造
環
境
科
学
後
期
特
論

研 究
科 ⽬

必
4

必
4

必
4

合
計
取
得
単
位
数

17

※
醸
造
微
⽣
物
学
後
期
特
論
、
微
⽣
物
⼯
学
後
期
特
論
、
酒
類
⽣
産
科
学
後
期
特
論
、
発
酵
⾷
品
化
学
後
期
特
論
、
調
味
⾷
品
科
学
後
期
特
論
、
醸
造
環
境
科
学
後
期
特
論
か
ら
、
進
路
に
合
わ
せ
１
科
⽬
選
択
す
る
。

応 ⽤ ⽣ 物 科

学 研 究 科 共

通 科 ⽬

専 攻 科 ⽬

科
⽬
区
分

１
年
前
期

１
年
後
期

2

２
年
後
期

3年
前
期

特
別
研
究
指
導
I

特
別
研
究
指
導
II

特
別
研
究
指
導
III

3年
後
期

２
年
前
期



履修モデル【⾷品安全健康学専攻博⼠前期課程】
研究機関（⾷品系）を⽬指す⼤学院⽣

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

知的財産管理法 2

必 英語論⽂講読 2 リスク評価学特論※ 2 必 プレゼンテーション法 2

必 オミクス 2

必 研究倫理 2

必 ⾷品安全科学特論 1

必 ⾷品機能科学特論 1

必 ⾷品安全健康学特別演習Ⅰ 2 必 ⾷品安全健康学特別演習Ⅱ 2 必 ⾷品安全健康学特別演習Ⅲ 2 必 ⾷品安全健康学特別演習Ⅳ 2

必 ⾷品安全健康学特別実験Ⅰ 2 必 ⾷品安全健康学特別実験Ⅱ 2 必 ⾷品安全健康学特別実験Ⅲ 2 必 ⾷品安全健康学特別実験Ⅳ 2

合計取得単位数 30

教育機関（⼤学等）を⽬指す⼤学院⽣

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

必 英語論⽂講読 2 ⾷品開発学特論※ 2 必 プレゼンテーション法 2

必 オミクス 2 フードバイオケミストリー 2

必 研究倫理 2

必 ⾷品安全科学特論 1

必 ⾷品機能科学特論 1

必 ⾷品安全健康学特別演習Ⅰ 2 必 ⾷品安全健康学特別演習Ⅱ 2 必 ⾷品安全健康学特別演習Ⅲ 2 必 ⾷品安全健康学特別演習Ⅳ 2

必 ⾷品安全健康学特別実験Ⅰ 2 必 ⾷品安全健康学特別実験Ⅱ 2 必 ⾷品安全健康学特別実験Ⅲ 2 必 ⾷品安全健康学特別実験Ⅳ 2

合計取得単位数 30

企業（各種メーカーの研究開発・品質管理・製造技術・学術担当等）を⽬指す⼤学院⽣

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

インターンシップ 2

必 英語論⽂講読 2 ⽣理活性物質学特論※ 2 必 プレゼンテーション法 2

必 オミクス 2

必 研究倫理 2

必 ⾷品安全科学特論 1

必 ⾷品機能科学特論 1

必 ⾷品安全健康学特別演習Ⅰ 2 必 ⾷品安全健康学特別演習Ⅱ 2 必 ⾷品安全健康学特別演習Ⅲ 2 必 ⾷品安全健康学特別演習Ⅳ 2

必 ⾷品安全健康学特別実験Ⅰ 2 必 ⾷品安全健康学特別実験Ⅱ 2 必 ⾷品安全健康学特別実験Ⅲ 2 必 ⾷品安全健康学特別実験Ⅳ 2

合計取得単位数 30

２年後期

専攻科⽬

研究科⽬

※リスク評価学特論の代わりに、⽣体分析科学特論、⾷品開発学特論、⽣理活性物質学特論、⽣理機能学特論あるいは⽣体環境解析学特論が選択可能

科⽬区分
１年前期 １年後期 ２年前期 ２年後期

応⽤⽣物科
学研究科共
通科⽬

科⽬区分
１年前期 １年後期 ２年前期

応⽤⽣物科
学研究科共
通科⽬

専攻科⽬

研究科⽬

※⽣理活性物質学特論の代わりに、⽣体分析科学特論、リスク評価学特論、⾷品開発学特論、⽣理機能学特論あるいは⽣体環境解析学特論が選択可能

応⽤⽣物科
学研究科共
通科⽬

専攻科⽬

研究科⽬

※⾷品開発学特論の代わりに、⽣体分析科学特論、リスク評価学特論、⽣理活性物質学特論、⽣理機能学特論あるいは⽣体環境解析学特論が選択可能

科⽬区分
１年前期 １年後期 ２年前期 ２年後期



履
修
モ
デ
ル
【
⾷
品
安
全
健
康
学
専
攻
博
⼠
後
期
課
程
】

研
究
機
関
・
教
育
機
関
・
⾏
政
、
企
業
（
研
究
開
発
）
等
を
⽬
指
す
⼤
学
院
⽣

区 分
科
⽬
名

単 位 数

区 分
科
⽬
名

単 位 数

区 分
科
⽬
名

単 位 数

区 分
科
⽬
名

単 位 数

区 分
科
⽬
名

単 位 数

区 分
科
⽬
名

単 位 数
必

知
的
財
産
管
理
法
・
研
究
倫
理
特
論

1

ケ
ミ
カ
ル
ト
キ
シ
コ
ロ
ジ
ー
特
論

必
英
語
に
よ
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

2

⽣
体
分
析
科
学
後
期
特
論

リ
ス
ク
評
価
学
後
期
特
論

⾷
品
開
発
学
後
期
特
論

⽣
理
活
性
物
質
学
後
期
特
論

⽣
理
機
能
学
後
期
特
論

⽣
体
環
境
解
析
学
後
期
特
論

研
究
科
⽬

必
4

必
4

必
4

合
計
取
得
単
位
数

17

※
ケ
ミ
カ
ル
・
ト
キ
シ
コ
ロ
ジ
ー
特
論
、
⽣
体
分
析
科
学
後
期
特
論
、
リ
ス
ク
評
価
学
後
期
特
論
、
⾷
品
開
発
学
後
期
特
論
、
⽣
理
活
性
物
質
学
後
期
特
論
、
⽣
理
機
能
学
後
期
特
論
、
⽣
体
環
境
解
析
学
後
期
特
論
か
ら
、
進
路
に
合
わ
せ
１
科
⽬
選
択
す
る
。

３
年
後
期

応
⽤
⽣
物
科

学
研
究
科
共

通
科
⽬

専
攻
科
⽬

2

特
別
研
究
指
導
Ｉ

特
別
研
究
指
導
Ⅱ

特
別
研
究
指
導
Ⅲ

科
⽬
区
分

１
年
前
期

１
年
後
期

２
年
前
期

２
年
後
期

３
年
前
期



履修モデル【⾷品栄養学専攻博⼠前期課程】
研究機関、教育機関（⼤学等）を⽬指す⼤学院⽣

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

必 研究倫理 2 ⾷品⽣化学特論※1 2 プレゼンテーション法 2

必 ⾷品栄養学特論 2 ⾷品機能利⽤学特論※2 2

必 ⼈間栄養学特論 2

ニュートリゲノミクス 2

必 ⾷品栄養学特別演習Ⅰ 2 必 ⾷品栄養学特別演習Ⅱ 2 必 ⾷品栄養学特別演習Ⅲ 2 必 ⾷品栄養学特別演習Ⅳ 2

必 ⾷品栄養学特別実験Ⅰ 2 必 ⾷品栄養学特別実験Ⅱ 2 必 ⾷品栄養学特別実験Ⅲ 2 必 ⾷品栄養学特別実験Ⅳ 2

合計取得単位数 30

⾏政機関、医療機関（病院等）を⽬指す⼤学院⽣

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

必 研究倫理 2 臨床栄養学特論※1 2 プレゼンテーション法 2

必 ⾷品栄養学特論 2 栄養統計学 2

必 ⼈間栄養学特論 2 栄養機能学特論※2 2

必 ⾷品栄養学特別演習Ⅰ 2 必 ⾷品栄養学特別演習Ⅱ 2 必 ⾷品栄養学特別演習Ⅲ 2 必 ⾷品栄養学特別演習Ⅳ 2

必 ⾷品栄養学特別実験Ⅰ 2 必 ⾷品栄養学特別実験Ⅱ 2 必 ⾷品栄養学特別実験Ⅲ 2 必 ⾷品栄養学特別実験Ⅳ 2

合計取得単位数 30

企業（各種メーカーの研究開発・品質管理等）を⽬指す⼤学院⽣

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

区
分 科⽬名

単
位
数

知的財産管理法 2 インターンシップ 2

必 研究倫理 2 調理科学特論※1 2

必 ⾷品栄養学特論 2 ⾷品機能利⽤学特論※2 2

必 ⼈間栄養学特論 2

必 ⾷品栄養学特別演習Ⅰ 2 必 ⾷品栄養学特別演習Ⅱ 2 必 ⾷品栄養学特別演習Ⅲ 2 必 ⾷品栄養学特別演習Ⅳ 2

必 ⾷品栄養学特別実験Ⅰ 2 必 ⾷品栄養学特別実験Ⅱ 2 必 ⾷品栄養学特別実験Ⅲ 2 必 ⾷品栄養学特別実験Ⅳ 2

合計取得単位数 30

２年後期

専攻科⽬

研究科⽬

※1⾷品⽣化学特論の代わりに、フードシステム管理学特論、調理科学特論、栄養⽣理学特論、保健栄養学特論あるいは臨床栄養学特論を選択可能

※2⾷品機能利⽤学特論の代わりに、栄養機能学特論を選択可能

応⽤⽣物科
学研究科共
通科⽬

科⽬区分
１年前期 １年後期 ２年前期

科⽬区分
１年前期 １年後期 ２年前期 ２年後期

科⽬区分
１年前期 １年後期 ２年前期 ２年後期

応⽤⽣物科
学研究科共
通科⽬

専攻科⽬

研究科⽬

※1臨床栄養学特論の代わりに、⾷品⽣化学特論、フードシステム管理学特論、調理科学特論、栄養⽣理学特論あるいは保健栄養学特論を選択可能

※2栄養機能学特論の代わりに、⾷品機能利⽤学特論を選択可能

応⽤⽣物科
学研究科共
通科⽬

専攻科⽬

研究科⽬

※1調理科学特論の代わりに、⾷品⽣化学特論、フードシステム管理学特論、栄養⽣理学特論、保健栄養学特論あるいは臨床栄養学特論を選択可能

※2⾷品機能利⽤学特論の代わりに、栄養機能学特論を選択可能
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⽬
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⽬
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⽬
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⽣
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期
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理
科
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学
後
期
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科
⽬

必
4

必
4

必
4

合
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取
得
単
位
数
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ム
管
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後
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論
、
調
理
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学
後
期
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論
、
栄
養
⽣
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後
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学
後
期
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学
後
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ら
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１
科
⽬
選
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す
る
。

３
年
後
期

応
⽤
⽣
物
科

学
研
究
科
共

通
科
⽬

専
攻
科
⽬

2

特
別
研
究
指
導
Ｉ

特
別
研
究
指
導
Ⅱ

特
別
研
究
指
導
Ⅲ

科
⽬
区
分

１
年
前
期

１
年
後
期

２
年
前
期

２
年
後
期

３
年
前
期



前期
・ 研究指導教員の希望 ・ 副研究指導教員等と協力して修士論文 ・ 研究指導教員の決定

完成に向けて研究指導を行う ・ 複数指導体制の決定

・ 研究科目　演習Ⅰ ・ 2年間の研究指導計画を作成し、履修
・ 研究科目　実験Ⅰ 指導（履修科目のアドバイス）を行う
・ 研究科共通科目、基礎科目、特論科目等

・ 学生が研究を進めるうえで必要な専門
知識や分析能力を養い、先行研究の

・ 研究テーマを決定 内容や課題について指導する
・ 研究計画書の作成及び発表

・ 研究テーマ選択の助言

・ 実験・調査方法を身に付ける
・ 予備実験・調査の開始

後期
・ 研究科目　演習Ⅱ ・ 研究テーマ、研究計画の最適化指導
・ 研究科目　実験Ⅱ
・ 基礎科目

・ ・ 収集データ、実験データ等の分析視点に
・ 研究テーマの最適化 ついて指導
・ 遂行中の実験・調査の継続
・ 追加実験・調査の必要性の検討及び実施

・ 指摘事項、問題点の解決方法について
・ 修士論文の中間報告を行う 指導

3月
・ 修了年次に向けた研究計画の更新

前期
・ 研究科目　演習Ⅲ ・ 修士論文全体の構成を検討し、骨子
・ 研究科目　実験Ⅲ 作成、中間報告に向けた指導を行う
・ 研究科共通科目

・ 修士論文骨子作成

・ 遂行中の実験・調査の継続に加え、
本実験・調査を行う ・ 収集データ、実験データ等の分析視点に

・ 追加実験・調査の必要性の検討及び実施 ついて指導

後期
・ 研究科目　演習Ⅳ ・ 論文作成指導
・ 研究科目　実験Ⅳ

・ 問題意識、論理構成、結論の整合性、
妥当性について検討し指導する

・ 研究内容の精査
・ 不足の実験・調査の実施 ・ 収集データ、実験データ等について指導
・ 再現性実験等の実施 ついて指導

・修士論文審査委員の決定
1月 主査1名、副査2名以上

・ 修士論文要旨を作成し、研究指導教員に ・ 修士論文要旨内容について適宜指導 ※論文提出者の研究指導教員は原則
提出 主査になれない

・修不正行為ないことの確認

・ 学位論文審査基準
2月 ①研究テーマの妥当性

・ 修士論文の提出 ②研究方法の適切性
・ 修士論文発表会において発表を行う ③論述・論旨の妥当性
（同時に最終試験実施） ④論文作成能力

⑤独創性
⑥その他

・最終試験
①論文内容の質疑応答
②研究経過の質疑応答
③成果発展性の質疑応答
④外国語試験

・ 学位授与の認定

3月 【博士前期課程の修了及び学位授与】
・ 研究科委員会において審議し
学長が決定

【学位論文審査委員会設置】

【修士論文の提出】

【学位論文審査委員会】

【博士前期課程の修了及び学位授与】

【修士論文要旨の作成及び提出】

１
年
次

2
年
次

【授業科目の履修】

【研究の継続・修士論文骨子作成】

【実験・調査・データ収集等】

【実験・調査・データ収集等】

【研究計画の更新】

【研究指導体制の決定】

【授業科目の履修】

【研究計画書の作成】

最新の情報収集・検討

【授業科目の履修】

【実験・調査・データ収集等】

【修士論文完成に向けて】

【授業科目の履修】

【修士論文中間発表】

【修士論文完成に向けて】

【実験・調査・データ収集等】

研究指導のスケジュール【農芸化学専攻博士前期課程】

時期 学生 研究指導教員 研究科委員会（専攻委員会）
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前期
・ 研究指導教員の希望 ・ 研究指導教員の決定

・ 副研究指導教員等と協力して博士論文 ・ 複数指導体制の決定
完成に向けて研究指導を行う

・ 特別研究指導Ⅰ（通年科目） ・ 3年間の研究指導計画を作成し、履修
・ 研究科共通科目、特論科目等 指導（履修科目のアドバイス）を行う

・ 学生が研究を進めるうえで必要な専門
知識や分析能力を養い、先行研究の

・ 主体的に研究テーマを決定 内容や課題について指導する
・ 研究計画の立案

・ 研究テーマ選択の助言

・ 予備実験・調査の開始

後期
・ 特別研究指導Ⅰ（通年科目） ・ 研究テーマ、研究計画の最適化指導
・ 基礎科目

・ ・ 収集データ、実験データ等の分析視点等
・ 研究テーマの最適化 について指導
・ 追加実験・調査の必要性の検討及び実施

3月
・ 研究テーマ、研究計画の提出、発表等

前期
・ 特別研究指導Ⅱ（通年科目） ・ 博士論文の全体的な構成を固めていく
・ 研究科共通科目 論文の目的、データや資料の妥当性、

論理展開、結論の妥当性等について
指導を行う

・ 研究結果の精査 ・ 研究テーマ、研究計画の最適化指導
・ 研究計画の改良・改変

【博士論文中間発表】 ・ 指摘事項、問題点の解決方法について
・ 博士論文の中間報告を行う 指導

【実験・調査・データ収集等】 ・ 収集データ、実験データ等の分析視点に
・ 予備実験・調査の継続、本実験・調査の ついて指導
開始

後期
・ 特別研究指導Ⅱ（通年科目） ・ 論文構成について検討及び指導

・ 問題意識、論理構成、結論の整合性、
妥当性について検討し指導する

・ 不足の実験・調査の実施 ・ 収集データ、実験データ等について指導
・ 再現性実験等の実施 ついて指導

・ 今までのデータ等を用いて論文投稿の ・ 論文内容・構成とともに不足している実験
準備を行う 調査等について指導

・ 論文校正（英文校正を含む）
・ 英文雑誌等論文の執筆及び完成 ・ 査読結果に対する対応指導

前期
・ 特別研究指導Ⅲ（通年科目） ・ 博士論文骨子の検討及び作成指導

【研究の継続・博士論文骨子作成】 ・ 論文全体の構成を検討し、骨子作成、
・ 博士論文骨子作成 中間報告に向けた指導を行う
・ 博士論文中間報告書の作成、発表

【博士論文中間発表】 ・ 指摘事項、問題点の解決方法について
・ 博士論文の中間報告を行う 指導

【実験・調査・データ収集等】
・ 追加実験・調査の必要性の検討及び実施 ・ 収集データ、実験データ等の分析視点に

ついて指導

・ 論文投稿 ・ 論文校正（英文校正を含む）
・ 査読結果対応 ・ 査読結果に対する対応指導

【学会発表準備及び発表】
・ 学会発表の要旨作成 ・ 学会発表要旨の作成指導
・ 学会発表の申請 ・ プレゼンテーションマテリアルの作成指導
・ 学会発表スライド、ポスター等の作成 ・ 発表法、質疑応答などへの対応に
・ 学会発表 ついて指導

【学術雑誌、英文雑誌等への論文投稿準備
及び投稿】

【英文雑誌等への論文投稿準備及び投稿】

3
年
次

【授業科目の履修】 【博士論文完成に向けて】

【学術雑誌、英文雑誌等への論文投稿】

2
年
次

【授業科目の履修】

【研究計画書の更新】

【授業科目の履修】

【実験・調査・データ収集、データ解析等】

【研究計画書の作成】

【実験・調査・データ収集等】

【授業科目の履修】

【実験・調査・データ収集等】
最新の情報収集・検討

【研究計画書の更新】

１
年
次

【研究指導体制の決定】

【授業科目の履修】

研究指導のスケジュール【農芸化学専攻博士後期課程】

時期 学生 研究指導教員 研究科委員会（専攻委員会）



後期
・ 特別研究指導Ⅲ（通年科目） ・ 論文作成指導

・ 問題意識、論理構成、結論の整合性、
妥当性について検討し指導する

・ 不足の実験・調査の実施 ・ 収集データ、実験データ等について指導
・ 再現性実験等の実施 ついて指導

・ 博士論文の最終報告を行う ・ 指摘事項、問題点の解決方法について
指導

・ 論文投稿 ・ 論文校正（英文校正を含む）
・ 査読結果対応 ・ 査読結果に対する対応指導

1月
・ 博士論文要旨を作成し、研究指導教員に ・ 博士論文要旨内容について適宜指導 ・博士論文審査委員の決定
提出 主査1名、副査2名以上

※論文提出者の研究指導教員は原則
主査になれない

・修不正行為のないことを確認

2月
・ 博士論文の提出 ・ 学位論文審査基準
・ 博士論文公開本人発表会において発表を ①研究テーマの妥当性
行う ②研究方法の適切性
（同時に最終試験実施） ③論述・論旨の妥当性

④論文作成能力
⑤独創性
⑥その他

・最終試験
①先行研究に基づく研究目的，研究の
合理性あるいは独創性についての質疑
応答

②研究，調査あるいは実験方法等の
再現性，適切性についての質疑応答

③研究，調査あるいは実験結果等に基づ

いた仮説や結論の展開についての質疑

応答

④1か国以上の外国語

・ 学位授与の認定

3月
・ 研究科委員会において審議し
学長が決定

【博士後期課程の修了及び学位授与】 【博士後期課程の修了及び学位授与】

3
年
次

【授業科目の履修】 【博士論文完成に向けて】

【実験・調査・データ収集等】

【博士論文発表】

【学術雑誌、英文雑誌等への論文投稿】

【博士論文要旨の作成及び提出】 【学位論文審査委員会設置】

【博士論文の提出】 【学位論文審査委員会】

時期 学生 研究指導教員 研究科委員会（専攻委員会）



前期
・ 研究指導教員の希望 ・ 副研究指導教員等と協力して修士論文 ・ 研究指導教員の決定

完成に向けて研究指導を行う ・ 複数指導体制の決定

・ 研究科目　演習Ⅰ ・ 2年間の研究指導計画を作成し、履修
・ 研究科目　実験Ⅰ 指導（履修科目のアドバイス）を行う
・ 研究科共通科目、基礎科目、特論科目

・ 学生が研究を進めるうえで必要な専門
知識や分析能力を養い、先行研究の

・ 研究テーマを決定 内容や課題について指導する
・ 研究計画書の作成及び発表

・ 研究テーマ選択の助言

・ 実験・調査方法を身に付ける
・ 予備実験・調査の開始

後期
・ 研究科目　演習Ⅱ ・ 研究テーマ、研究計画の最適化指導
・ 研究科目　実験Ⅱ
・ 基礎科目、特論科目

・ ・ 収集データ、実験データ等の分析視点に
・ 研究テーマの最適化 ついて指導
・ 遂行中の実験・調査の継続
・ 追加実験・調査の必要性の検討及び実施

3月
・ 修了年次に向けた研究計画の更新

前期
・ 研究科目　演習Ⅲ ・ 修士論文全体の構成を検討し、骨子
・ 研究科目　実験Ⅲ 作成、中間報告に向けた指導を行う
・ 研究科共通科目、基礎科目

・ 修士論文の中間報告を行う ・ 指摘事項、問題点の解決方法について
指導

・ 修士論文骨子作成
・ 修士論文中間報告書の作成、発表

・ 遂行中の実験・調査の継続に加え、
本実験・調査を行う ・ 収集データ、実験データ等の分析視点に

・ 追加実験・調査の必要性の検討及び実施 ついて指導

後期
・ 研究科目　演習Ⅳ ・ 論文作成指導
・ 研究科目　実験Ⅳ

・ 問題意識、論理構成、結論の整合性、
妥当性について検討し指導する

・ 研究内容の精査
・ 不足の実験・調査の実施 ・ 収集データ、実験データ等について指導
・ 再現性実験等の実施 ついて指導

・ 修士論文の中間報告を行う ・ 指摘事項、問題点の解決方法について
指導

・修士論文審査委員の決定
1月 主査1名、副査2名以上

・ 修士論文要旨を作成し、研究指導教員に ・ 修士論文要旨内容について適宜指導 ※論文提出者の研究指導教員は原則
提出 主査になれない

・修不正行為ないことの確認

・ 学位論文審査基準
2月 ①研究テーマの妥当性

・ 修士論文の提出 ②研究方法の適切性
・ 修士論文発表会において発表を行う ③論述・論旨の妥当性
（同時に最終試験実施） ④論文作成能力

⑤独創性
⑥その他

・最終試験
①論文内容の質疑応答
②研究経過の質疑応答
③成果発展性の質疑応答
④外国語試験

・ 学位授与の認定

3月 【博士前期課程の修了及び学位授与】
・ 研究科委員会において審議し
学長が決定

【学位論文審査委員会設置】

【修士論文の提出】

【学位論文審査委員会】

【博士前期課程の修了及び学位授与】

【修士論文要旨の作成及び提出】

１
年
次

2
年
次

【授業科目の履修】

【研究の継続・修士論文骨子作成】

【実験・調査・データ収集等】

【実験・調査・データ収集等】

【研究計画の更新】

【研究指導体制の決定】

【授業科目の履修】

【研究計画書の作成】

最新の情報収集・検討

【授業科目の履修】

【実験・調査・データ収集等】

【修士論文完成に向けて】

【授業科目の履修】

【修士論文中間発表】

【修士論文完成に向けて】

【実験・調査・データ収集等】

【修士論文中間発表】

研究指導のスケジュール【醸造学専攻博士前期課程】

時期 学生 研究指導教員 研究科委員会（専攻委員会）



前期 ・ 研究指導教員の決定
・ 研究指導教員の希望 ・ 副研究指導教員等と協力して博士論文 ・ 複数指導体制の決定

完成に向けて研究指導を行う
完成に向けて研究指導を行う

・ 特別研究指導Ⅰ（通年科目） ・ 3年間の研究指導計画を作成し、履修
・ 研究科共通科目、特論科目 指導（履修科目のアドバイス）を行う

・ 学生が研究を進めるうえで必要な専門
知識や分析能力を養い、先行研究の

・ 主体的に研究テーマを決定 内容や課題について指導する
・ 研究計画の立案

・ 研究テーマ選択の助言

・ 予備実験・調査の開始

後期
・ 特別研究指導Ⅰ（通年科目） ・ 研究テーマ、研究計画の最適化指導

・ ・ 収集データ、実験データ等の分析視点等
・ 研究テーマの最適化 について指導
・ 追加実験・調査の必要性の検討及び実施

3月
・ 研究テーマ、研究計画の提出、発表等

前期
・ 特別研究指導Ⅱ（通年科目） ・ 博士論文の全体的な構成を固めていく
・ 研究科共通科目 論文の目的、データや資料の妥当性、

論理展開、結論の妥当性等について
指導を行う

・ 研究結果の精査 ・ 研究テーマ、研究計画の最適化指導
・ 研究計画の改良・改変

【実験・調査・データ収集等】 ・ 収集データ、実験データ等の分析視点に
・ 予備実験・調査の継続、本実験・調査の ついて指導
開始

【学会発表準備】 ・ 学会発表要旨の作成指導
・ 学会発表の要旨作成
・ 学会発表の申請

後期
・ 特別研究指導Ⅱ（通年科目） ・ 論文構成について検討及び指導
・ 基礎科目

・ 問題意識、論理構成、結論の整合性、
妥当性について検討し指導する

・ 不足の実験・調査の実施 ・ 収集データ、実験データ等について指導
・ 再現性実験等の実施 ついて指導

【博士論文中間発表】 ・ 指摘事項、問題点の解決方法について
・ 博士論文の中間報告を行う 指導

・ 今までのデータ等を用いて論文投稿の ・ 論文内容・構成とともに不足している実験
準備を行う 調査等について指導

・ 論文校正（英文校正を含む）
・ 英文雑誌等論文の執筆及び完成 ・ 査読結果に対する対応指導

【学会発表】 ・ プレゼンテーションマテリアルの作成指導
・ 学会発表スライド、ポスター等の作成 ・ 発表法、質疑応答などへの対応に
・ 学会発表 ついて指導

前期
・ 特別研究指導Ⅲ（通年科目） ・ 博士論文骨子の検討及び作成指導

【研究の継続・博士論文骨子作成】 ・ 論文全体の構成を検討し、骨子作成、
・ 博士論文骨子作成 中間報告に向けた指導を行う
・ 博士論文中間報告書の作成、発表

【実験・調査・データ収集等】
・ 追加実験・調査の必要性の検討及び実施 ・ 収集データ、実験データ等の分析視点に

ついて指導

・ 論文投稿 ・ 論文校正（英文校正を含む）
・ 査読結果対応 ・ 査読結果に対する対応指導

【英文雑誌等への論文投稿準備及び投稿】

【博士論文完成に向けて】

【学術雑誌、英文雑誌等への論文投稿】

【研究計画書の更新】

【授業科目の履修】

研究指導のスケジュール【醸造学専攻博士後期課程】

時期 学生 研究指導教員 研究科委員会（専攻委員会）

１
年
次

【研究指導体制の決定】

【授業科目の履修】

2
年
次

【研究計画書の作成】

【実験・調査・データ収集等】

【授業科目の履修】

【実験・調査・データ収集等】
最新の情報収集・検討

【研究計画書の更新】

3
年
次

【授業科目の履修】

【授業科目の履修】

【実験・調査・データ収集、データ解析等】

【学術雑誌、英文雑誌等への論文投稿準備
及び投稿】



後期
・ 特別研究指導Ⅲ（通年科目） ・ 論文作成指導

・ 問題意識、論理構成、結論の整合性、
妥当性について検討し指導する

・ 不足の実験・調査の実施 ・ 収集データ、実験データ等について指導
・ 再現性実験等の実施 ついて指導

・ 博士論文の最終報告を行う ・ 指摘事項、問題点の解決方法について
指導

・ 論文投稿 ・ 論文校正（英文校正を含む）
・ 査読結果対応 ・ 査読結果に対する対応指導

1月
・ 博士論文要旨を作成し、研究指導教員に ・ 博士論文要旨内容について適宜指導 ・博士論文審査委員の決定
提出 主査1名、副査2名以上

※論文提出者の研究指導教員は原則
主査になれない

・修不正行為のないことを確認

2月
・ 博士論文の提出 ・ 学位論文審査基準
・ 博士論文公開本人発表会において発表を ①研究テーマの妥当性
行う ②研究方法の適切性
（同時に最終試験実施） ③論述・論旨の妥当性

④論文作成能力
⑤独創性
⑥その他

・最終試験
①先行研究に基づく研究目的，研究の
合理性あるいは独創性についての質疑
応答

②研究，調査あるいは実験方法等の
再現性，適切性についての質疑応答

③研究，調査あるいは実験結果等に基づ

いた仮説や結論の展開についての質疑

応答

④1か国以上の外国語

・ 学位授与の認定

3月
・ 研究科委員会において審議し
学長が決定

【博士後期課程の修了及び学位授与】

【実験・調査・データ収集等】

【博士論文発表】

【博士論文要旨の作成及び提出】 【学位論文審査委員会設置】

【博士論文の提出】 【学位論文審査委員会】

【授業科目の履修】 【博士論文完成に向けて】

【学術雑誌、英文雑誌等への論文投稿】

【博士後期課程の修了及び学位授与】

研究指導教員 研究科委員会（専攻委員会）

3
年
次

時期 学生



前期
・ 研究指導教員の希望 ・ 副研究指導教員等と協力して修士論文 ・ 研究指導教員の決定

完成に向けて研究指導を行う ・ 複数指導体制の決定

・ 研究科目　演習Ⅰ ・ 2年間の研究指導計画を作成し、履修
・ 研究科目　実験Ⅰ 指導（履修科目のアドバイス）を行う
・ 研究科共通科目、基礎科目、特論科目

・ 学生が研究を進めるうえで必要な専門
知識や分析能力を養い、先行研究の

・ 研究テーマを決定 内容や課題について指導する
・ 研究計画書の作成及び発表

・ 研究テーマ選択の助言

・ 実験・調査方法を身に付ける
・ 予備実験・調査の開始

後期
・ 研究科目　演習Ⅱ ・ 研究テーマ、研究計画の最適化指導
・ 研究科目　実験Ⅱ
・ 基礎科目、特論科目

・ ・ 収集データ、実験データ等の分析視点に
・ 研究テーマの最適化 ついて指導
・ 遂行中の実験・調査の継続
・ 追加実験・調査の必要性の検討及び実施

3月
・ 修了年次に向けた研究計画の更新

前期
・ 研究科目　演習Ⅲ ・ 修士論文全体の構成を検討し、骨子
・ 研究科目　実験Ⅲ 作成に向けた指導を行う
・ 研究科共通科目、基礎科目

・ 修士論文骨子作成
・ 修士論文中間報告書の作成、発表

・ 遂行中の実験・調査の継続に加え、
本実験・調査を行う ・ 収集データ、実験データ等の分析視点に

・ 追加実験・調査の必要性の検討及び実施 ついて指導

・ 修士論文の中間報告を行う ・ 指摘事項、問題点の解決方法について
指導

後期
・ 研究科目　演習Ⅳ ・ 論文作成指導
・ 研究科目　実験Ⅳ

・ 問題意識、論理構成、結論の整合性、
妥当性について検討し指導する

・ 研究内容の精査
・ 不足の実験・調査の実施 ・ 収集データ、実験データ等について指導
・ 再現性実験等の実施 ついて指導

・修士論文審査委員の決定
1月 主査1名、副査2名以上

・ 修士論文要旨を作成し、研究指導教員に ・ 修士論文要旨内容について適宜指導 ※論文提出者の研究指導教員は原則
提出 主査になれない

・修不正行為ないことの確認

・ 学位論文審査基準
2月 ①研究テーマの妥当性

・ 修士論文の提出 ②研究方法の適切性
・ 修士論文発表会において発表を行う ③論述・論旨の妥当性
（同時に最終試験実施） ④論文作成能力

⑤独創性
⑥その他

・最終試験
①論文内容の質疑応答
②研究経過の質疑応答
③成果発展性の質疑応答
④外国語試験

・ 学位授与の認定

3月 【博士前期課程の修了及び学位授与】
・ 研究科委員会において審議し
学長が決定

【博士前期課程の修了及び学位授与】

【実験・調査・データ収集等】

【修士論文中間発表】

【修士論文要旨の作成及び提出】

【学位論文審査委員会】

【修士論文の提出】

【学位論文審査委員会設置】

【授業科目の履修】 【修士論文完成に向けて】

2
年
次

【授業科目の履修】 【修士論文完成に向けて】

【研究の継続・修士論文骨子作成】

【実験・調査・データ収集等】

【研究計画の更新】

１
年
次

【研究指導体制の決定】

【授業科目の履修】

研究指導のスケジュール【食品安全健康学専攻博士前期課程】

時期 学生 研究指導教員 研究科委員会（専攻委員会）

【研究計画書の作成】

【実験・調査・データ収集等】

【授業科目の履修】

【実験・調査・データ収集等】
最新の情報収集・検討



前期 ・ 研究指導教員の決定
・ 研究指導教員の希望 ・ 副研究指導教員等と協力して博士論文 ・ 複数指導体制の決定

完成に向けて研究指導を行う
完成に向けて研究指導を行う

・ 特別研究指導Ⅰ（通年科目） ・ 3年間の研究指導計画を作成し、履修
・ 研究科共通科目、特論科目等 指導（履修科目のアドバイス）を行う

・ 学生が研究を進めるうえで必要な専門
知識や分析能力を養い、先行研究の

・ 主体的に研究テーマを決定 内容や課題について指導する
・ 研究計画の立案

・ 研究テーマ選択の助言

・ 予備実験・調査の開始

後期
・ 特別研究指導Ⅰ（通年科目） ・ 研究テーマ、研究計画の最適化指導

・ ・ 収集データ、実験データ等の分析視点等
・ 研究テーマの最適化 について指導
・ 追加実験・調査の必要性の検討及び実施

3月
・ 研究テーマ、研究計画の提出、発表等

前期
・ 特別研究指導Ⅱ（通年科目） ・ 博士論文の全体的な構成を固めていく
・ 研究科共通科目、基礎科目 論文の目的、データや資料の妥当性、

論理展開、結論の妥当性等について
指導を行う

・ 研究結果の精査 ・ 研究テーマ、研究計画の最適化指導
・ 研究計画の改良・改変

【実験・調査・データ収集等】 ・ 収集データ、実験データ等の分析視点に
・ 予備実験・調査の継続、本実験・調査の ついて指導
開始

【学会発表準備】 ・ 学会発表要旨の作成指導
・ 学会発表の要旨作成
・ 学会発表の申請

後期
・ 特別研究指導Ⅱ（通年科目） ・ 論文構成について検討及び指導

・ 問題意識、論理構成、結論の整合性、
妥当性について検討し指導する

・ 不足の実験・調査の実施 ・ 収集データ、実験データ等について指導
・ 再現性実験等の実施 ついて指導

【博士論文中間発表】 ・ 指摘事項、問題点の解決方法について
・ 博士論文の中間報告を行う 指導

・ 今までのデータ等を用いて論文投稿の ・ 論文内容・構成とともに不足している実験
準備を行う 調査等について指導

・ 論文校正（英文校正を含む）
・ 英文雑誌等論文の執筆及び完成 ・ 査読結果に対する対応指導

【学会発表】 ・ プレゼンテーションマテリアルの作成指導
・ 学会発表スライド、ポスター等の作成 ・ 発表法、質疑応答などへの対応に
・ 学会発表 ついて指導

前期
・ 特別研究指導Ⅲ（通年科目） ・ 博士論文骨子の検討及び作成指導

【研究の継続・博士論文骨子作成】 ・ 論文全体の構成を検討し、骨子作成、
・ 博士論文骨子作成 中間報告に向けた指導を行う
・ 博士論文中間報告書の作成、発表

【実験・調査・データ収集等】
・ 追加実験・調査の必要性の検討及び実施 ・ 収集データ、実験データ等の分析視点に

ついて指導

・ 論文投稿 ・ 論文校正（英文校正を含む）
・ 査読結果対応 ・ 査読結果に対する対応指導

【英文雑誌等への論文投稿準備及び投稿】

【博士論文完成に向けて】

【学術雑誌、英文雑誌等への論文投稿】

【研究計画書の更新】

【授業科目の履修】

研究指導のスケジュール【食品安全健康学専攻博士後期課程】

時期 学生 研究指導教員 研究科委員会（専攻委員会）

１
年
次

【研究指導体制の決定】

【授業科目の履修】

2
年
次

【研究計画書の作成】

【実験・調査・データ収集等】

【授業科目の履修】

【実験・調査・データ収集等】
最新の情報収集・検討

【研究計画書の更新】

3
年
次

【授業科目の履修】

【授業科目の履修】

【実験・調査・データ収集、データ解析等】

【学術雑誌、英文雑誌等への論文投稿準備
及び投稿】



後期
・ 特別研究指導Ⅲ（通年科目） ・ 論文作成指導

・ 問題意識、論理構成、結論の整合性、
妥当性について検討し指導する

・ 不足の実験・調査の実施 ・ 収集データ、実験データ等について指導
・ 再現性実験等の実施 ついて指導

・ 博士論文の最終報告を行う ・ 指摘事項、問題点の解決方法について
指導

・ 論文投稿 ・ 論文校正（英文校正を含む）
・ 査読結果対応 ・ 査読結果に対する対応指導

1月
・ 博士論文要旨を作成し、研究指導教員に ・ 博士論文要旨内容について適宜指導 ・博士論文審査委員の決定
提出 主査1名、副査2名以上

※論文提出者の研究指導教員は原則
主査になれない

・修不正行為のないことを確認

2月
・ 博士論文の提出 ・ 学位論文審査基準
・ 博士論文公開本人発表会において発表を ①研究テーマの妥当性
行う ②研究方法の適切性
（同時に最終試験実施） ③論述・論旨の妥当性

④論文作成能力
⑤独創性
⑥その他

・最終試験
①先行研究に基づく研究目的，研究の
合理性あるいは独創性についての質疑
応答

②研究，調査あるいは実験方法等の
再現性，適切性についての質疑応答

③研究，調査あるいは実験結果等に基づ

いた仮説や結論の展開についての質疑

応答

④1か国以上の外国語

・ 学位授与の認定

3月
・ 研究科委員会において審議し
学長が決定

【博士後期課程の修了及び学位授与】

【実験・調査・データ収集等】

【博士論文発表】

【博士論文要旨の作成及び提出】 【学位論文審査委員会設置】

【博士論文の提出】 【学位論文審査委員会】

【授業科目の履修】 【博士論文完成に向けて】

【学術雑誌、英文雑誌等への論文投稿】

【博士後期課程の修了及び学位授与】

研究指導教員 研究科委員会（専攻委員会）

3
年
次

時期 学生



前期
・ 研究指導教員の希望 ・ 副研究指導教員等と協力して修士論文 ・ 研究指導教員の決定

完成に向けて研究指導を行う ・ 複数指導体制の決定

・ 研究科目　演習Ⅰ ・ 2年間の研究指導計画を作成し、履修
・ 研究科目　実験Ⅰ 指導（履修科目のアドバイス）を行う
・ 研究科共通科目、基礎科目、特論科目

・ 学生が研究を進めるうえで必要な専門
知識や分析能力を養い、先行研究の

・ 研究テーマを決定 内容や課題について指導する
・ 研究計画書の作成及び発表

・ 研究テーマ選択の助言

・ 実験・調査方法を身に付ける
・ 予備実験・調査の開始

後期
・ 研究科目　演習Ⅱ ・ 研究テーマ、研究計画の最適化指導
・ 研究科目　実験Ⅱ
・ 基礎科目、特論科目

・ ・ 収集データ、実験データ等の分析視点に
・ 研究テーマの最適化 ついて指導
・ 遂行中の実験・調査の継続
・ 追加実験・調査の必要性の検討及び実施

3月
・ 修了年次に向けた研究計画の更新

前期
・ 研究科目　演習Ⅲ ・ 修士論文全体の構成を検討し、骨子
・ 研究科目　実験Ⅲ 作成に向けた指導を行う
・ 研究科共通科目、基礎科目

・ 修士論文骨子作成
・ 修士論文中間報告書の作成、発表

・ 遂行中の実験・調査の継続に加え、
本実験・調査を行う ・ 収集データ、実験データ等の分析視点に

・ 追加実験・調査の必要性の検討及び実施 ついて指導

後期
・ 研究科目　演習Ⅳ ・ 論文作成指導
・ 研究科目　実験Ⅳ

・ 問題意識、論理構成、結論の整合性、
妥当性について検討し指導する

・ 研究内容の精査
・ 不足の実験・調査の実施 ・ 収集データ、実験データ等について指導
・ 再現性実験等の実施 ついて指導

・ 修士論文の中間報告を行う ・ 指摘事項、問題点の解決方法について
指導

・修士論文審査委員の決定
1月 主査1名、副査2名以上

・ 修士論文要旨を作成し、研究指導教員に ・ 修士論文要旨内容について適宜指導 ※論文提出者の研究指導教員は原則
提出 主査になれない

・修不正行為ないことの確認

・ 学位論文審査基準
2月 ①研究テーマの妥当性

・ 修士論文の提出 ②研究方法の適切性
・ 修士論文発表会において発表を行う ③論述・論旨の妥当性
（同時に最終試験実施） ④論文作成能力

⑤独創性
⑥その他

・最終試験
①論文内容の質疑応答
②研究経過の質疑応答
③成果発展性の質疑応答
④外国語試験

・ 学位授与の認定

3月 【博士前期課程の修了及び学位授与】
・ 研究科委員会において審議し
学長が決定

１
年
次

【研究指導体制の決定】

【授業科目の履修】

研究指導のスケジュール【食品栄養学専攻博士前期課程】

時期 学生 研究指導教員 研究科委員会（専攻委員会）

【授業科目の履修】 【修士論文完成に向けて】

【研究計画書の作成】

【実験・調査・データ収集等】

【授業科目の履修】

【実験・調査・データ収集等】
最新の情報収集・検討

【研究計画の更新】

2
年
次

【授業科目の履修】 【修士論文完成に向けて】

【研究の継続・修士論文骨子作成】

【実験・調査・データ収集等】

【博士前期課程の修了及び学位授与】

【実験・調査・データ収集等】

【修士論文中間発表】

【学位論文審査委員会設置】

【修士論文要旨の作成及び提出】

【学位論文審査委員会】

【修士論文の提出】



前期
・ 研究指導教員の希望 ・ 研究指導教員の決定

・ 副研究指導教員等と協力して博士論文 ・ 複数指導体制の決定
完成に向けて研究指導を行う

・ 特別研究指導Ⅰ（通年科目） ・ 3年間の研究指導計画を作成し、履修
・ 研究科共通科目、特論科目 指導（履修科目のアドバイス）を行う

・ 学生が研究を進めるうえで必要な専門
知識や分析能力を養い、先行研究の

・ 主体的に研究テーマを決定 内容や課題について指導する
・ 研究計画の立案

・ 研究テーマ選択の助言

・ 予備実験・調査の開始

後期
・ 基礎科目等

・ ・ 収集データ、実験データ等の分析視点等
・ 研究テーマの最適化 について指導
・ 追加実験・調査の必要性の検討及び実施

3月
・ 研究テーマ、研究計画の提出、発表等

前期
・ 特別研究指導Ⅱ（通年科目） ・ 博士論文の全体的な構成を固めていく
・ 研究科共通科目 論文の目的、データや資料の妥当性、

論理展開、結論の妥当性等について
指導を行う

・ 研究結果の精査 ・ 研究テーマ、研究計画の最適化指導
・ 研究計画の改良・改変

【実験・調査・データ収集等】 ・ 収集データ、実験データ等の分析視点に
・ 予備実験・調査の継続、本実験・調査の ついて指導
開始

後期
・ 特別研究指導Ⅱ（通年科目） ・ 論文構成について検討及び指導
・ 基礎科目

・ 問題意識、論理構成、結論の整合性、
妥当性について検討し指導する

・ 不足の実験・調査の実施 ・ 収集データ、実験データ等について指導
・ 再現性実験等の実施 ついて指導

【博士論文中間発表】 ・ 指摘事項、問題点の解決方法について
・ 博士論文の中間報告を行う 指導

・ 今までのデータ等を用いて論文投稿の ・ 論文内容・構成とともに不足している実験
準備を行う 調査等について指導

・ 論文校正（英文校正を含む）
・ 英文雑誌等論文の執筆及び完成 ・ 査読結果に対する対応指導

前期
・ 特別研究指導Ⅲ（通年科目） ・ 博士論文骨子の検討及び作成指導

【研究の継続・博士論文骨子作成】 ・ 論文全体の構成を検討し、骨子作成、
・ 博士論文骨子作成 中間報告に向けた指導を行う
・ 博士論文中間報告書の作成、発表

【実験・調査・データ収集等】
・ 追加実験・調査の必要性の検討及び実施 ・ 収集データ、実験データ等の分析視点に

ついて指導

・ 論文投稿 ・ 論文校正（英文校正を含む）
・ 査読結果対応 ・ 査読結果に対する対応指導

【学会発表準備及び発表】
・ 学会発表の要旨作成 ・ 学会発表要旨の作成指導
・ 学会発表の申請 ・ プレゼンテーションマテリアルの作成指導
・ 学会発表スライド、ポスター等の作成 ・ 発表法、質疑応答などへの対応に
・ 学会発表 ついて指導

１
年
次

【研究指導体制の決定】

【授業科目の履修】

研究指導のスケジュール【食品栄養学専攻博士後期課程】

時期 学生 研究指導教員 研究科委員会（専攻委員会）

【実験・調査・データ収集、データ解析等】

【研究計画書の作成】

【実験・調査・データ収集等】

【授業科目の履修】

【実験・調査・データ収集等】
最新の情報収集・検討

【研究計画書の更新】

2
年
次

【授業科目の履修】

【研究計画書の更新】

【授業科目の履修】

【学術雑誌、英文雑誌等への論文投稿準備
及び投稿】

【英文雑誌等への論文投稿準備及び投稿】

3
年
次

【授業科目の履修】 【博士論文完成に向けて】

【学術雑誌、英文雑誌等への論文投稿】



後期
・ 特別研究指導Ⅲ（通年科目） ・ 論文作成指導

・ 問題意識、論理構成、結論の整合性、
妥当性について検討し指導する

・ 不足の実験・調査の実施 ・ 収集データ、実験データ等について指導
・ 再現性実験等の実施 ついて指導

・ 博士論文の最終報告を行う ・ 指摘事項、問題点の解決方法について
指導

・ 論文投稿 ・ 論文校正（英文校正を含む）
・ 査読結果対応 ・ 査読結果に対する対応指導

1月
・ 博士論文要旨を作成し、研究指導教員に ・ 博士論文要旨内容について適宜指導 ・博士論文審査委員の決定
提出 主査1名、副査2名以上

※論文提出者の研究指導教員は原則
主査になれない

・修不正行為のないことを確認

2月
・ 博士論文の提出 ・ 学位論文審査基準
・ 博士論文公開本人発表会において発表を ①研究テーマの妥当性
行う ②研究方法の適切性
（同時に最終試験実施） ③論述・論旨の妥当性

④論文作成能力
⑤独創性
⑥その他

・最終試験
①先行研究に基づく研究目的，研究の
合理性あるいは独創性についての質疑
応答

②研究，調査あるいは実験方法等の
再現性，適切性についての質疑応答

③研究，調査あるいは実験結果等に基づ

いた仮説や結論の展開についての質疑

応答

④1か国以上の外国語

・ 学位授与の認定

3月
・ 研究科委員会において審議し
学長が決定

時期 学生 研究指導教員 研究科委員会（専攻委員会）

【博士後期課程の修了及び学位授与】 【博士後期課程の修了及び学位授与】

3
年
次

【授業科目の履修】 【博士論文完成に向けて】

【実験・調査・データ収集等】

【博士論文発表】

【学術雑誌、英文雑誌等への論文投稿】

【博士論文要旨の作成及び提出】 【学位論文審査委員会設置】

【博士論文の提出】 【学位論文審査委員会】
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植
物

育
成

室

サ
ン

プ

リ
ン

グ

室

廊
下

3

E
V
3

E
V
4

学
生

居
室

生
化

学
実

験
室

実
験

室

実
験

室

小
実

験
室

4

天
秤

室小
実

験
室

2

学
生

居
室

6
1
0
0
5

研
究

室
見

取
り

図
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博
士

後
期

課
程

博
士

前
期

課
程

凡
例

生
物

制
御

化
学

研
究

室
微

生
物

学
研

究
室

農
芸

化
学

専
攻

②

E
P
S
・

D
S
1

実
験

室

実
験

室

(分
子

生
物

学
系

)

学
生

居
室

1

教
員

居
室

 1

教
員

居
室

 1

教
員

居
室

 2

教
員

居
室

 3

P
2
実

験
室

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

ル
ー

ム

有
機

実
験

室

実
験

室
実

験
室

（
有

機
系

）

廊
下

1

教
員

居
室

 2

教
員

居
室

 3

MW
C1

学
生

居
室

学
生

居
室

2

研
究

室
見

取
り

図



博
士

後
期

課
程

博
士

前
期

課
程

凡
例

印
刷

・

給
湯

栄
養

生
化

学
研

究
室

食
料

資
源

理
化

学
研

究
室

農
芸

化
学

専
攻

③

暗
室

実
験

室

P
2
実

験
室

P
1
実

験
室

学
生

居
室

1

学
生

居
室

2

・
院

生
室

教
員

居
室

セ
ミ

ナ
ー

室

E
P
S
・

D
S
2

階
段

室
1

ド
ラ

フ
ト

室

細
胞

培
養

室

学
生

居
室

1

学
生

居
室

2
教

員
居

室
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ

ル
ー

ム

大
実

験
室

廊
下

2

W
W

C1

研
究

室
見

取
り

図



博
士

後
期

課
程

博
士

前
期

課
程

凡
例

発
酵

食
品

化
学

研
究

室
微

生
物

工
学

研
究

室
醸

造
微

生
物

学
研

究
室

醸
造

学
専

攻
①

教
員

居
室

 1

接
種

室

実
験

室

学
生

居
室

学
生

居
室

実
験

室

大
実

験
室

教
員

居
室

 1

教
員

居
室

 2

教
員

居
室

 3

実
験

室

E
P
S
・

D
S
1

D
S
1

廃
棄

物

置
場

1

廊
下

1

E
V
1

E
V
3

E
V
2

実
験

室

MW
C1

教
員

居
室

 2
教

員

居
室

 3

教
員

居
室

3

教
員

居
室

2
教

員

居
室

1
学

生
居

室

実
験

室

実
験

室

検
査

室

実
験

室

研
究

室
見

取
り

図



博
士

後
期

課
程

博
士

前
期

課
程

凡
例

醸
造

環
境

科
学

研
究

室
調

味
食

品
科

学
研

究
室

酒
類

生
産

科
学

研
究

室

醸
造

学
専

攻
②

実
験

室

ク
リ

ー
ン

ベ
ン

チ

ル
ー

ム

(P
2
)

教
員

居
室

 2

教
員

居
室

 3
学

生
居

室

ゼ
ミ

室

学
生

居
室

分
析

室

分
析

室

教
員

居
室

 3

教
員

居
室

1
教

員
居

室
2

廊
下

2

実
験

室

培
養

室
実

験
室

実
験

室
1

学
生

居
室

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

ル
ー

ム

実
験

室

教
員

居
室

 1

教
員

居
室

 2

教
員

居
室

 3

教
員

居
室

 1

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

ル
ー

ム

実
験

室
2

暗
室

研
究

室
見

取
り

図



博
士

後
期

課
程

博
士

前
期

課
程

凡
例

メ
ー

ル

分
子

機
能

学
研

究
室

生
理

機
能

学
研

究
室

生
体

環
境

解
析

学
研

究
室

食
品

安
全

健
康

学
専

攻
①

教
員

居
室

 1

教
員

居
室

 2

教
員

居
室

 3

学
生

居
室

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

ル
ー

ム

実
験

室

教
員

居
室

 1

教
員

居
室

 2

教
員

居
室

 3

D
S
1

廊
下

1

MW
C1

実
験

室

実
験

室

培
養

室

学
生

居
室

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

ル
ー

ム

培
養

室

教
員

居
室

 3

教
員

居
室

 2

教
員

居
室

 1
遺

伝
子

組
替

室

（
P
1
）

培
養

室
（

P
1
）

P2

実
験

室

実
験

室

学
生

居
室

研
究

室
見

取
り

図



打
合

せ
 

ス
ペ

ー
ス

院
生

コ
ー

ナ
ー

ロ
ッ

カ
ー

コ
ー

ナ
ー

T
S
 

コ
ー

ナ
ー

博
士

後
期

課
程

博
士

前
期

課
程

凡
例

食
品

利
用

安
全

学
研

究
室

食
品

安
全

解
析

学
研

究
室

食
品

安
全

評
価

学
研

究
室

ス
ペ

ー
ス

院
生

 

食
品

安
全

健
康

学
専

攻
②

教
員

居
室

 1

教
員

居
室

 2

教
員

居
室

 3

実
験

室

実
験

室

教
員

居
室

 3

教
員

居
室

 2

教
員

居
室

 1
教

員
居

室

2

教
員

居
室

1

教
員

居
室

3

廊
下

2

顕
微

鏡
室

培
養

室

学
生

居
室

実
験

室

標
本

作
成

室

学
生

居
室

P
1
実

験
室

培
養

室

（
微

生
物

）

培
養

室

（
動

物
細

胞
）

学
生

居
室

研
究

室
見

取
り

図



2
0
2
0
1

2
0
1
0
6

2
0
1
0
7

2
0
1
0
1

2
0
1
0
4

2
0
1
0
2

2
0
1
0
3

2
0
1
0
5

博
士

後
期

課
程

博
士

前
期

課
程

凡
例

ｹ
ﾐ
ｶ
ﾙ

ﾄｷ
ｼ
ｺ
ﾛ
ｼ
ﾞｰ

研
究

室

食
品

安
全

健
康

学
専

攻
③

P
2
培

養
室実

験
室

学
生

居
室

教
員

居
室

 1

セ
ミ

ナ
ー

ル
ー

ム

教
員

居
室

 2

教
員

居
室

 2
教

員

居
室

 1

研
究

室
見

取
り

図



博
士

後
期

課
程

博
士

前
期

課
程

凡
例

保
健

栄
養

学
研

究
室

臨
床

栄
養

学
研

究
室

栄
養

生
理

化
学

研
究

室

食
品

栄
養

学
専

攻
①

教
員

居
室

 2

教
員

居
室

 3

動
物

関
係

室

教
員

居
室

 1

教
員

居
室

 2

教
員

居
室

 3

学
生

居
室

2

教
員

居
室

 3

教
員

居
室

 2
教

員

居
室

 1
セ

ミ
ナ

ー

室
実

験
室

教
員

居
室

 1

非
常

勤

講
師

控
室

実
験

室

実
験

室

細
胞

培
養

室

培
養

遺
伝

子
室

学
生

居
室

実
験

室
1

実
験

室
2

飼
料

調
整

室

遺
伝

子

実
験

室

実
験

室

学
生

居
室

学
生

居
室

1

研
究

室
見

取
り

図



博
士

前
期

課
程

博
士

後
期

課
程

凡
例

フ
ー

ド
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
研

究
室

フ
ー

ド
シ

ス
テ

ム
管

理
学

研
究

室
食

品
科

学
研

究
室

食
品

栄
養

学
専

攻
②

教
員

居
室

 1

教
員

居
室

 2

教
員

居
室

 3
テ

ス
ト

キ
ッ

チ
ン

学
生

居
室

細
胞

培
養

室

教
員

居
室

 1

教
員

居
室

 1

教
員

居
室

 2

教
員

居
室

 3

廊
下

2

学
生

居
室

細
胞

室

実
験

室

実
験

室

実
験

室

学
生

居
室

教
員

居
室

 3

教
員

居
室

 2
実

験
室

飼
料

調
整

室

食
品

加
工

室

実
験

室

実
験

室

実
験

室

研
究

室
見

取
り

図



前
期

必
修

6
3
3
、
6
2
1
教
室

必
修

6
2
1
教
室

必
修

6
2
1
教
室

選
択
*

6
2
1
教
室

必
修

6
2
1
教
室

選
択

6
2
1
教
室

選
択
*

6
2
1
教
室

選
択
*

6
2
1
教
室

選
択
*

6
2
1
教
室

選
択
*

6
2
1
教
室

選
択
*

6
2
1
教
室

必
修

研
究
室

必
修

研
究

室
内

実
験

室
必
修

研
究

室
内

実
験

室

必
修

研
究
室

必
修

研
究

室
内

実
験

室
必
修

研
究

室
内

実
験

室

後
期

選
択

6
2
1
教
室

必
修

6
2
1
教
室

必
修

研
究
室

必
修

研
究

室
内

実
験

室
必
修

研
究

室
内

実
験

室

必
修

研
究
室

必
修

研
究

室
内

実
験

室
必
修

研
究

室
内

実
験

室

※
研

究
科

共
通

科
目

「
知

的
財

産
管

理
法

」
は
、
夏

季
休

業
中

に
集

中
講

義
に
て
開

講
※
研
究
科
共
通
科
目
「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
」
は
、
学
外
で
実
施
す
る
た
め
不
定
期
に
開
講

※
「
選
択
＊
」
＝
選
択
必
修
科
目

※
新
研
究
棟
：
研
究
室
2
4
室
、
実
験
室
3
6
室

2
時
限

3
時
限

4
時
限

5
時
限

6
時
限

9
:0
0
～
1
0
:3
0

1
0
:4
0
～
1
2
:1
0

1
3
:0
0
～
1
4
:3
0

1
4
:4
0
～
1
6
:1
0

1
6
:2
0
～
1
7
:5
0

1
8
:0
0
～
1
9
:3
0

月
1
年
次

研
究
倫
理

論
文
英
語

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
法

土
壌
肥
料
学
特
論

時
間

割
表

【
農

芸
化

学
専

攻
　
博

士
前

課
程

】

1
時
限

2
時
限

3
時
限

4
時
限

5
時
限

6
時
限

学
年

曜
日

1
8
:0
0
～
1
9
:3
0

1
6
:2
0
～
1
7
:5
0

1
4
:4
0
～
1
6
:1
0

1
3
:0
0
～
1
4
:3
0

1
0
:4
0
～
1
2
:1
0

9
:0
0
～
1
0
:3
0

2
年
次

水
1
年
次

食
料
資
源
理
化
学
特
論

生
物
有
機
化
学
特
論

栄
養
・
生
化
学
特

論

応
用

微
生

物
学

特
論

2
年
次

火
1
年
次

生
体
機
能
化
学
Ⅰ

環
境
科
学

植
物
生
産
化
学
特
論

2
年
次

木
1
年
次

農
芸
化
学
特
別
演
習
Ⅰ

農
芸
化
学
特
別
実
験
Ⅰ

農
芸
化
学
特
別
実

験
Ⅰ

2
年
次

2
年
次

農
芸
化
学
特
別
演
習
Ⅲ

農
芸
化
学
特
別
実
験
Ⅲ

農
芸
化
学
特
別
実

験
Ⅲ

月
1
年
次

遺
伝
子
工
学

2
年
次

金
1
年
次

曜
日

学
年

1
時
限

水
1
年
次

2
年
次

火
1
年
次

生
体
機
能
化
学
Ⅱ

2
年
次

金
1
年
次

2
年
次

木
1
年
次

農
芸
化
学
特
別
演
習
Ⅱ

農
芸
化
学
特
別
実
験
Ⅱ

農
芸
化
学
特
別
実

験
Ⅱ

2
年
次

農
芸
化
学
特
別
演
習
Ⅳ

農
芸
化
学
特
別
実
験
Ⅳ

農
芸
化
学
特
別
実

験
Ⅳ
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前
期

必
修

6
2
4
教

室
選

択
*

研
究

室

必
修

研
究

室

必
修

研
究

室

必
修

研
究

室
後

期

必
修

研
究

室

必
修

研
究

室

必
修

研
究

室

必
修

研
究

室
※

研
究

科
共

通
科

目
「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
」
は
、
学

外
で
実

施
す
る
た
め
不

定
期

に
開

講

※
「
選

択
＊

」
＝

選
択

必
修

科
目

※
新

研
究

棟
：
研

究
室

2
4
室

、
実

験
室
3
6
室

6
時

限
9
:0
0
～

1
0
:3
0

1
0
:4
0
～

1
2
:1
0

1
3
:0
0
～

1
4
:3
0

1
4
:4
0
～

1
6
:1
0

1
6
:2
0
～

1
7
:5
0

1
8
:0
0
～

1
9
:3
0

時
間

割
表

【
農

芸
化

学
専

攻
　
博

士
後

期
課

程
】

曜
日

学
年

1
時

限
2
時

限
3
時

限
4
時

限
5
時

限
6
時

限
9
:0
0
～

1
0
:3
0

1
0
:4
0
～

1
2
:1
0

1
3
:0
0
～

1
4
:3
0

1
4
:4
0
～

1
6
:1
0

1
6
:2
0
～

1
7
:5
0

1
8
:0
0
～

1
9
:3
0

月

1
年

次

3
年

次

2
年

次

2
年

次

1
年

次
知
的
財
産
管
理
法
・
研

究
倫

理
特

論
特

論
科
目

*

水

1
年

次
特

別
研

究
指

導
Ⅰ

2
年

次

3
年

次

火

特
別

研
究

指
導

Ⅱ
木

1
年

次

2
年

次

3
年

次

金

1
年

次

2
年

次

3
年

次

3
年

次
特

別
研

究
指

導
Ⅲ

月

1
年

次

3
年

次

論
文

英
語

作
成

曜
日

学
年

1
時

限
2
時

限
3
時

限
4
時

限
5
時

限

1
年

次

2
年

次

水

1
年

次
特

別
研

究
指

導
Ⅰ

2
年

次

3
年

次

火
2
年

次

木

1
年

次

2
年

次

3
年

次

3
年

次

特
別

研
究

指
導

Ⅱ

※
「
特

論
科

目
*
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専

修
科

目
「
土

壌
肥

料
学

後
期

特
論

」
「
植

物
生

産
化

学
後

期
特

論
」
「
応

用
微

生
物

学
後

期
特

論
」
「
食

料
資

源
理

化
学

後
期
特

論
」
「
生

物
有

機
化

学
後

期
特

論
」
「
栄

養
・
生

化
学

後
期

特
論

」
い
ず
れ
か
を
選

択
し
、
各

々
の
研

究
室

で
実

施
す
る
。

3
年

次
特

別
研

究
指

導
Ⅲ

金

1
年

次

2
年

次



前
期

必
修

6
3
3
、
6
2
3
教
室

必
修

6
2
3
教
室

必
修

研
究
室
*

選
択
*

6
2
3
教
室

選
択
*

6
2
3
教
室

選
択
*

6
2
3
教
室

選
択
*

6
2
3
教
室

選
択
*

6
2
3
教
室

選
択
*

6
2
3
教
室

必
修

研
究
室

必
修

研
究

室
内

実
験

室
必
修

研
究

室
内

実
験

室

必
修

研
究
室

必
修

研
究

室
内

実
験

室
必
修

研
究

室
内

実
験

室

後
期

必
修

6
2
3
教
室

選
択
*

6
2
3
教
室

選
択
*

6
2
3
教
室

選
択
*

6
2
3
教
室

選
択
*

6
2
3
教
室

選
択
*

6
2
3
教
室

選
択
*

6
2
3
教
室

醸
造
学
特
別
演
習
Ⅱ

醸
造
学
特
別
実
験
Ⅱ

醸
造
学
特
別
実
験

Ⅱ
必
修

研
究
室

必
修

研
究

室
内

実
験

室
必
修

研
究

室
内

実
験

室

醸
造
学
特
別
演
習
Ⅳ

醸
造
学
特
別
実
験
Ⅳ

農
芸
化
学
特
別
実

験
Ⅳ

必
修

研
究
室

必
修

研
究

室
内

実
験

室
必
修

研
究

室
内

実
験

室

※
研

究
科

共
通

科
目

「
知

的
財

産
管

理
法

」
は
、
夏

季
休

業
中

に
集

中
講

義
に
て
開
講

※
研
究
科
共
通
科
目
「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
」
は
、
学
外
で
実
施
す
る
た
め
不
定
期
に
開
講

※
「
選
択
＊
」
＝
選
択
必
修
科
目

※
新
研
究
棟
：
研
究
室
2
4
室
、
実
験
室
3
6
室

月
1
年
次

研
究
倫
理

醸
造
学
概
論

曜
日

学
年

1
時
限

2
時
限

3
時
限

4
時
限

5
時
限

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
法

2
年
次

6
時
限

9
:0
0
～
1
0
:3
0

1
0
:4
0
～
1
2
:1
0

1
3
:0
0
～
1
4
:3
0

1
4
:4
0
～
1
6
:1
0

1
6
:2
0
～
1
7
:5
0

1
8
:0
0
～
1
9
:3
0

時
間

割
表

【
醸

造
学

専
攻

　
博

士
前

課
程

】

曜
日

学
年

1
時
限

2
時
限

3
時
限

4
時
限

5
時
限

6
時
限

9
:0
0
～
1
0
:3
0

1
0
:4
0
～
1
2
:1
0

1
3
:0
0
～
1
4
:3
0

1
4
:4
0
～
1
6
:1
0

1
6
:2
0
～
1
7
:5
0

1
8
:0
0
～
1
9
:3
0

2
年
次

水
1
年
次

発
酵
食
品
化
学
特
論
Ⅰ

調
味
食
品
科
学
特
論
Ⅰ

醸
造
環
境
科
学
特

論
Ⅰ

2
年
次

火
1
年
次

醸
造
微
生
物
学
特
論
Ⅰ

微
生
物
工
学
特
論
Ⅰ

酒
類
生
産
科
学
特

論
Ⅰ

金
1
年
次

2
年
次

木
1
年
次

醸
造
学
特
別
演
習
Ⅰ

醸
造
学
特
別
実
験
Ⅰ

醸
造
学
特
別
実
験
Ⅰ

2
年
次

醸
造
学
特
別
演
習
Ⅲ

醸
造
学
特
別
実
験
Ⅲ

醸
造
学
特
別
実
験
Ⅲ

火
1
年
次

醸
造
微
生
物
学
特
論
Ⅱ

微
生
物
工
学
特
論
Ⅱ

酒
類
生
産
科
学
特

論
Ⅱ

2
年
次

月
1
年
次

応
用
微
生
物
学
特
講

2
年
次

水
1
年
次

発
酵
食
品
化
学
特
論
Ⅱ

調
味
食
品
科
学
特
論
Ⅱ

醸
造
環
境
科
学
特

論
Ⅱ

2
年
次

2
年
次

金
1
年
次

2
年
次

木
1
年
次



前
期

必
修

6
2
4
教

室
選

択
*

研
究

室

必
修

研
究

室

必
修

研
究

室

必
修

研
究

室
後

期

必
修

研
究

室

必
修

研
究

室

必
修

研
究

室

必
修

研
究

室
※

研
究

科
共

通
科

目
「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
」
は
、
学

外
で
実

施
す
る
た
め
不

定
期

に
開

講

※
「
選

択
＊

」
＝

選
択

必
修

科
目

※
新

研
究

棟
：
研

究
室

2
4
室

、
実

験
室
3
6
室

6
時

限
9
:0
0
～

1
0
:3
0

1
0
:4
0
～

1
2
:1
0

1
3
:0
0
～

1
4
:3
0

1
4
:4
0
～

1
6
:1
0

1
6
:2
0
～

1
7
:5
0

1
8
:0
0
～

1
9
:3
0

時
間

割
表

【
醸

造
学

専
攻

　
博

士
後

期
課

程
】

曜
日

学
年

1
時

限
2
時

限
3
時

限
4
時

限
5
時

限
6
時

限
9
:0
0
～

1
0
:3
0

1
0
:4
0
～

1
2
:1
0

1
3
:0
0
～

1
4
:3
0

1
4
:4
0
～

1
6
:1
0

1
6
:2
0
～

1
7
:5
0

1
8
:0
0
～

1
9
:3
0

月

1
年

次

3
年

次

2
年

次

2
年

次

1
年

次
知
的
財
産
管
理
法
・
研

究
倫

理
特

論
特

論
科
目

*

水

1
年

次
特

別
研

究
指

導
Ⅰ

2
年

次

3
年

次

火

特
別

研
究

指
導

Ⅱ
木

1
年

次

2
年

次

3
年

次

金

1
年

次

2
年

次

3
年

次

3
年

次
特

別
研

究
指

導
Ⅲ

月

1
年

次

3
年

次

曜
日

学
年

1
時

限
2
時

限
3
時

限
4
時

限
5
時

限

1
年

次

2
年

次

英
語
に
よ
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

水

1
年

次
特

別
研

究
指

導
Ⅰ

2
年

次

3
年

次

火
2
年

次

木

1
年

次

2
年

次

3
年

次

3
年

次

特
別

研
究

指
導

Ⅱ

※
「
特

論
科

目
*
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専

修
科

目
「
土

壌
肥

料
学

後
期

特
論

」
「
微

生
物

工
学

後
期

特
論

」
「
酒

類
生

産
科

学
後

期
特

論
」
「
発

酵
食

品
化

学
後

期
特

論
」
「
調

味
食

品
科

学
後

期
特

論
」
「
醸

造
環

境
科

学
後

期
特

論
」
い
ず
れ
か
を
選

択
し
、
各

々
の
研

究
室

で
実

施
す
る
。

3
年

次
特

別
研

究
指

導
Ⅲ

金

1
年

次

2
年

次



前
期

必
修

6
3
3
、
6
2
4
教
室

必
修

6
2
4
教
室

必
修

6
2
4
教
室

必
修

6
2
4
教
室

必
修

研
究
室
*

必
修

研
究
室
*

必
修

研
究
室

必
修

研
究

室
内

実
験

室
必
修

研
究

室
内

実
験

室

必
修

研
究
室

必
修

研
究

室
内

実
験

室
必
修

研
究

室
内

実
験

室

後
期

選
択

6
2
4
教
室

選
択
*

6
2
4
教
室

選
択
*

6
2
4
教
室

選
択
*

6
2
4
教
室

選
択

6
2
4
教
室

選
択
*

6
2
4
教
室

選
択
*

6
2
4
教
室

選
択
*

6
2
4
教
室

必
修

研
究
室

必
修

研
究

室
内

実
験

室
必
修

研
究

室
内

実
験

室

必
修

研
究
室

必
修

研
究

室
内

実
験

室
必
修

研
究

室
内

実
験

室

※
研

究
科

共
通

科
目

「
知

的
財

産
管

理
法

」
は
、
夏

季
休

業
中

に
集

中
講

義
に
て
開
講

※
研
究
科
共
通
科
目
「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
」
は
、
学
外
で
実
施
す
る
た
め
不
定
期
に
開
講

※
「
選
択
＊
」
＝
選
択
必
修
科
目

※
新
研
究
棟
：
研
究
室
2
4
室
、
実
験
室
3
6
室

1
年
次

研
究
倫
理

食
品
安
全
科
学
特
論

曜
日

学
年

1
時
限

2
時
限

3
時
限

4
時
限

5
時
限

2
年
次

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
法

9
:0
0
～
1
0
:3
0

1
0
:4
0
～
1
2
:1
0

1
3
:0
0
～
1
4
:3
0

1
4
:4
0
～
1
6
:1
0

1
6
:2
0
～
1
7
:5
0

1
8
:0
0
～
1
9
:3
0

時
間

割
表

【
食

品
安

全
健

康
学

専
攻

　
博

士
前

課
程

】

曜
日

学
年

1
時
限

2
時
限

3
時
限

4
時
限

5
時
限

6
時
限

9
:0
0
～
1
0
:3
0

1
0
:4
0
～
1
2
:1
0

1
3
:0
0
～
1
4
:3
0

1
4
:4
0
～
1
6
:1
0

1
6
:2
0
～
1
7
:5
0

1
8
:0
0
～
1
9
:3
0

2
年
次

月 水
1
年
次

英
語
論
文
講
読

2
年
次

火
1
年
次

食
品
機
能
科
学
特
論

オ
ミ
ク
ス

木
1
年
次

食
品

安
全

健
康

学
特

別
演

習
Ⅰ

食
品

安
全

健
康

学
特

別
実

験
Ⅰ

食
品

安
全

健
康

学
特
別
実
験
Ⅰ

金
2
年
次

2
年
次

食
品

安
全

健
康

学
特

別
演

習
Ⅲ

食
品

安
全

健
康

学
特

別
実

験
Ⅲ

食
品

安
全

健
康

学
特
別
実
験
Ⅲ

1
年
次

月
1
年
次

フ
ー
ド
モ
レ
キ
ュ
ラ
ー
バ
イ
オ
ロ
ジ
ー

生
体
分
析
科
学
特
論

リ
ス
ク
評
価
学
特
論

食
品
開
発
学
特
論

2
年
次

6
時
限

水
1
年
次

2
年
次

火
1
年
次

フ
ー
ド
バ
イ
オ
ケ
ミ
ス
ト
リ
ー

生
理
活
性
物
質
学
特
論

生
理
機
能
学
特
論

生
体
環
境
解
析
学
特
論

2
年
次

金
1
年
次

2
年
次

木
1
年
次

食
品

安
全

健
康

学
特

別
演

習
Ⅱ

食
品

安
全

健
康

学
特

別
実

験
Ⅱ

食
品

安
全

健
康

学
特
別
実
験
Ⅱ

2
年
次

食
品

安
全

健
康

学
特

別
演

習
Ⅳ

食
品

安
全

健
康

学
特

別
実

験
Ⅳ

食
品

安
全

健
康

学
特
別
実
験
Ⅳ



前
期

必
修

6
2
4
教

室
選

択
*

研
究

室

必
修

研
究

室

必
修

6
2
4
教

室

必
修

研
究

室

必
修

研
究

室
後

期

必
修

研
究

室

必
修

研
究

室

必
修

研
究

室
※

研
究

科
共

通
科

目
「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
」
は
、
学

外
で
実

施
す
る
た
め
不

定
期

に
開

講

※
「
選

択
＊

」
＝

選
択

必
修

科
目

※
新

研
究

棟
：
研

究
室

2
4
室

、
実

験
室
3
6
室

6
時

限
9
:0
0
～

1
0
:3
0

1
0
:4
0
～

1
2
:1
0

1
3
:0
0
～

1
4
:3
0

1
4
:4
0
～

1
6
:1
0

1
6
:2
0
～

1
7
:5
0

1
8
:0
0
～

1
9
:3
0

時
間

割
表

【
食

品
安

全
健

康
学

専
攻

　
博

士
後

期
課

程
】

曜
日

学
年

1
時

限
2
時

限
3
時

限
4
時

限
5
時

限
6
時

限
9
:0
0
～

1
0
:3
0

1
0
:4
0
～

1
2
:1
0

1
3
:0
0
～

1
4
:3
0

1
4
:4
0
～

1
6
:1
0

1
6
:2
0
～

1
7
:5
0

1
8
:0
0
～

1
9
:3
0

月

1
年

次

3
年

次

2
年

次

2
年

次

1
年

次
知
的
財
産
管
理
法
・
研

究
倫

理
特

論
特

論
科
目

*

英
語
に
よ
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

水

1
年

次
特

別
研

究
指

導
Ⅰ

2
年

次

3
年

次

火

特
別

研
究

指
導

Ⅱ
木

1
年

次

2
年

次

3
年

次

金

1
年

次

2
年

次

3
年

次

3
年

次
特

別
研

究
指

導
Ⅲ

月

1
年

次

3
年

次

曜
日

学
年

1
時

限
2
時

限
3
時

限
4
時

限
5
時

限

1
年

次

2
年

次

水

1
年

次
特

別
研

究
指

導
Ⅰ

2
年

次

3
年

次

火
2
年

次

木

1
年

次

2
年

次

3
年

次

3
年

次

特
別

研
究

指
導

Ⅱ

※
「
特

論
科

目
*
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専

修
科

目
「
ケ
ミ
カ
ル
ト
キ
シ
コ
ロ
ジ
ー
特

論
」
「
生

体
分

析
科

学
後

期
特

論
」
「
リ
ス
ク
評

価
学

後
期

特
論

」
「
食

品
開

発
学

後
期

特
論

」
「
生

理
活

性
物

質
学

後
期

特
論

」
「
生

理
機

能
学

後
期

特
論

」
「
生

体
環

境
解

析
学

後
期

特
論

」
い
ず
れ
か
を
選

択
し
、
各

々
の
研

究
室

で
実

施
す
る
。

3
年

次
特

別
研

究
指

導
Ⅲ

金

1
年

次

2
年

次



前
期

必
修

6
3
3
、
6
2
6
教
室

選
択

6
2
6
教
室

選
択

6
2
6
教
室

選
択

6
2
6
教
室

必
修

研
究
室

必
修

研
究

室
内

実
験

室
必
修

研
究

室
内

実
験

室

選
択

研
究
室

必
修

研
究
室

必
修

研
究

室
内

実
験

室
必
修

研
究

室
内

実
験

室

後
期

選
択

6
2
6
教
室

選
択

6
2
6
教
室

選
択

6
2
6
教
室

選
択

6
2
6
教
室

選
択

6
2
6
教
室

選
択

6
2
6
教
室

食
品
機
能
利
用
学
特
論

栄
養
生
理
学
特
論

選
択

6
2
6
教
室

選
択

6
2
6
教
室

選
択

6
2
6
教
室

食
品
栄
養
学
特
別
演
習
Ⅱ

食
品
栄
養
学
特
別
実
験
Ⅱ

食
品
栄
養
学
特
別

実
験

Ⅱ
選
択

6
2
6
教
室

必
修

研
究
室

必
修

研
究

室
内

実
験

室
必
修

研
究

室
内

実
験

室

選
択

6
2
6
教
室

食
品
栄
養
学
特
別
演
習
Ⅳ

食
品
栄
養
学
特
別
実
験
Ⅳ

食
品
栄
養
学
特
別

実
験

Ⅳ
必
修

研
究
室

必
修

研
究

室
内

実
験

室
必
修

研
究

室
内

実
験

室

※
研

究
科

共
通

科
目

「
知

的
財

産
管

理
法

」
は
、
夏

季
休

業
中

に
集

中
講

義
に
て
開
講

※
研
究
科
共
通
科
目
「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
」
は
、
学
外
で
実
施
す
る
た
め
不
定
期
に
開
講

※
「
選
択
＊
」
＝
選
択
必
修
科
目

※
新
研
究
棟
：
研
究
室
2
4
室
、
実
験
室
3
6
室

2
年
次

曜
日

学
年

1
時
限

2
時
限

3
時
限

4
時
限

5
時
限

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
法

食
品
栄
養
学
特
論

人
間
栄
養
学
特
論

木

時
間

割
表

【
食

品
栄

養
学

専
攻

　
博

士
前

課
程

】

曜
日

学
年

1
時
限

2
時
限

3
時
限

4
時
限

5
時
限

6
時
限

9
:0
0
～
1
0
:3
0

1
0
:4
0
～
1
2
:1
0

1
3
:0
0
～
1
4
:3
0

1
4
:4
0
～
1
6
:1
0

1
6
:2
0
～
1
7
:5
0

1
8
:0
0
～
1
9
:3
0

水
1
年
次

2
年
次

火月
1
年
次

研
究
倫
理

ニ
ュ
ー
ト
リ
ゲ
ノ
ミ
ク
ス

1
年
次

2
年
次

1
年
次

食
品
栄
養
学
特
別
演
習
Ⅰ

食
品
栄
養
学
特
別
実
験
Ⅰ

食
品
栄
養
学
特
別
実

験
Ⅰ

2
年
次

水
1
年
次

保
健
栄
養
学
特
論

金
1
年
次

2
年
次

食
品
栄
養
学
特
別
演
習
Ⅲ

食
品
栄
養
学
特
別
実
験
Ⅲ

6
時
限

9
:0
0
～
1
0
:3
0

1
0
:4
0
～
1
2
:1
0

1
3
:0
0
～
1
4
:3
0

1
4
:4
0
～
1
6
:1
0

1
6
:2
0
～
1
7
:5
0

1
8
:0
0
～
1
9
:3
0

食
品
栄
養
学
特
別

実
験

Ⅲ

月
1
年
次

フ
ー
ド
・
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

栄
養
統
計
学

論
文
英
語

2
年
次

火
1
年
次

食
品
生
化
学
特
論

フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
管
理
学
特
論

調
理
科
学
特
論

2
年
次

2
年
次

2
年
次

金
1
年
次

栄
養
機
能
学
特
論

木
1
年
次

臨
床
栄
養
学
特
論

2
年
次



前
期

必
修

6
2
6
教

室

必
修

6
2
4
教

室
選

択
*

研
究

室

必
修

研
究

室

必
修

研
究

室

必
修

研
究

室
後

期

必
修

研
究

室

必
修

研
究

室

必
修

研
究

室
※

研
究

科
共

通
科

目
「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
」
は
、
学

外
で
実

施
す
る
た
め
不

定
期

に
開

講

※
「
選

択
＊

」
＝

選
択

必
修

科
目

※
新

研
究

棟
：
研

究
室

2
4
室

、
実

験
室
3
6
室

6
時

限
9
:0
0
～

1
0
:3
0

1
0
:4
0
～

1
2
:1
0

1
3
:0
0
～

1
4
:3
0

1
4
:4
0
～

1
6
:1
0

1
6
:2
0
～

1
7
:5
0

1
8
:0
0
～

1
9
:3
0

時
間

割
表

【
食

品
栄

養
学

専
攻

　
博

士
後

期
課

程
】

曜
日

学
年

1
時

限
2
時

限
3
時

限
4
時

限
5
時

限
6
時

限
9
:0
0
～

1
0
:3
0

1
0
:4
0
～

1
2
:1
0

1
3
:0
0
～

1
4
:3
0

1
4
:4
0
～

1
6
:1
0

1
6
:2
0
～

1
7
:5
0

1
8
:0
0
～

1
9
:3
0

月

1
年

次
研

究
計

画
策

定
法

3
年

次

2
年

次

2
年

次

1
年

次
知
的
財
産
管
理
法
・
研

究
倫

理
特

論
特

論
科
目

*

水

1
年

次
特

別
研

究
指

導
Ⅰ

2
年

次

3
年

次

火

特
別

研
究

指
導

Ⅱ
木

1
年

次

2
年

次

3
年

次

金

1
年

次

2
年

次

3
年

次

3
年

次
特

別
研

究
指

導
Ⅲ

月

1
年

次

3
年

次

曜
日

学
年

1
時

限
2
時

限
3
時

限
4
時

限
5
時

限

1
年

次

2
年

次

水

1
年

次
特

別
研

究
指

導
Ⅰ

2
年

次

3
年

次

火
2
年

次

木

1
年

次

2
年

次

3
年

次

3
年

次

特
別

研
究

指
導

Ⅱ

※
「
特

論
科

目
*
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専

修
科

目
「
食

品
生

化
学

後
期

特
論

」
「
フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
管

理
学

後
期

特
論

」
「
調

理
科

学
後

期
特

論
」
「
栄

養
生

理
学

後
期

特
論

」
「
保

健
栄

養
学

後
期

特
論

」
「
臨

床
栄

養
学

後
期

特
論

」
い
ず
れ
か
を
選

択
し
、
各

々
の
研

究
室

で
実

施
す
る
。

3
年

次
特

別
研

究
指

導
Ⅲ

金

1
年

次

2
年

次



教
室

等
使

用
状

況
台

帳
（
１
号

館
6
階

演
習

室
部

分
）

×
既

設
学

部
等

に
お
い
て
使

用
▲

既
設

専
攻

等
に
お
い
て
使

用

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

6
2
1
演

習
室

4
0
名

M
農

化
M
農

化
M
農

化
M
農

化
M
農

化
M
農

化
M
農

化
M
農

化
M
農

化
M
農

化
M
農

化
×

×
1
3

4
3
%

6
2
2
演

習
室

4
0
名

×
×

×
×

×
5

1
7
%

6
2
3
演

習
室

2
4
名

M
醸

造
M
醸

造
M
醸

造
M
醸

造
M
醸

造
M
醸

造
M
醸

造
M
醸

造
×

×
1
0

3
3
%

6
2
4
演

習
室

2
4
名

M
健

康
M
健

康
▲

▲
D
共

通
M
健

康
M
健

康
D
健

康
×

×
1
0

3
3
%

6
2
5
演

習
室

2
4
名

▲
▲

▲
▲

▲
▲

×
7

2
3
%

6
2
6
演

習
室

2
4
名

M
食

栄
M
食

栄
D
食

栄
M
食

栄
M
食

栄
▲

6
2
0
%

6
3
3
教

室
1
6
9
名

M
共

通
▲

▲
▲

▲
5

1
7
%

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

6
2
1
演

習
室

4
0
名

M
農

化
M
農

化
×

×
4

1
3
%

6
2
2
演

習
室

4
0
名

×
×

×
×

4
1
3
%

6
2
3
演

習
室

2
4
名

M
醸

造
▲

▲
▲

M
醸

造
M
醸

造
M
醸

造
M
醸

造
M
醸

造
M
醸

造
1
0

3
3
%

6
2
4
演

習
室

2
4
名

M
健

康
M
健

康
M
健

康
M
健

康
M
健

康
M
健

康
M
健

康
M
健

康
D
健

康
9

3
0
%

6
2
5
演

習
室

2
4
名

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
×

8
2
7
%

6
2
6
演

習
室

2
4
名

M
食

栄
M
食

栄
M
食

栄
M
食

栄
M
食

栄
M
食

栄
M
食

栄
M
食

栄
M
食

栄
M
食

栄
M
食

栄
1
1

3
7
%

6
3
3
教

室
1
6
9
名

▲
▲

▲
▲

▲
▲

6
2
0
%

M
共

通
：
応

用
生

物
科

学
研

究
科

博
士

前
期

課
程

共
通

、
M
農

化
：
農

芸
化

学
専

攻
博

士
前

期
課

程
、
M
醸

造
：
醸

造
学

専
攻

博
士

前
期

課
程

、
M
健

康
：
食

品
安

全
健

康
学

専
攻

博
士

前
期

課
程

、
M
食

栄
：
食

品
栄

養
学

専
攻

博
士

前
期

課
程

Ｄ
共

通
：
応

用
生

物
科

学
研

究
科

博
士

後
期

課
程

共
通

、
Ｄ
農

化
：
農

芸
化

学
専

攻
博

士
後

期
課

程
、
Ｄ
醸

造
：
醸

造
学

専
攻

博
士

後
期

課
程

、
Ｄ
健

康
：
食

品
安

全
健

康
学

専
攻

博
士

後
期

課
程

、
Ｄ
食

栄
：
食

品
栄

養
学

専
攻

博
士

後
期

課
程

合
計

稼
働

率

後
学

期

教
室

定
員

月
　
曜

　
日

火
　
曜

　
日

水
　
曜

　
日

木
　
曜

　
日

金
　
曜

　
日

火
　
曜

　
日

水
　
曜

　
日

木
　
曜

　
日

金
　
曜

　
日

稼
働

率
合

計

前
学

期

教
室

定
員

月
　
曜

　
日
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１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

実
験
室

小
実
験
室
１

小
実
験
室
２

小
実
験
室
３

小
実
験
室
４

小
実
験
室
５

分
析
実
験
室

遺
伝
子
実
験
室

生
化
学
実
験
室

実
験
室
（
有
機
系
）

実
験
室
（
分
子
生
物
学
系
）

実
験
室

有
機
実
験
室

⾷
料
資
源
理
化
学

P1
実
験
室

栄
養
生
化
学

大
実
験
室

6
15

醸
造
微
生
物
学

大
実
験
室

微
生
物
工
学

実
験
室

発
酵
⾷
品
化
学

実
験
室

酒
類
生
産
科
学

実
験
室

実
験
室
１

実
験
室
２

醸
造
環
境
化
学

実
験
室

6
7

研
究
室
及
び
研
究
室
内
実
験
室
台
帳
（
新
研
究
棟
）
前
学
期
（
1/
2）

D 特 別 研 究 指 導 Ⅲ

M 醸 造 学 特 別 実 験 Ⅲ

M 醸 造 学 特 別 演 習 Ⅲ

D 特 別 研 究 指 導 Ⅲ

M 農 芸 化 学 特 別 実 験 Ⅲ

M 農 芸 化 学 特 別 演 習 Ⅲ

D 特 別 研 究 指 導 Ⅱ

D 特 別 研 究 指 導 Ⅰ

D 特 別 研 究 指 導 Ⅱ

M 醸 造 学 特 別 実 験 Ⅰ

M 醸 造 学 特 別 演 習 Ⅰ

M 農 芸 化 学 特 別 実 験 Ⅰ

M 農 芸 化 学 特 別 演 習 Ⅰ

D 特 別 研 究 指 導 Ⅰ

専
攻

研
究
室

実
験
室

D 選 択 特 論

M プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 法

D 特 論 科 目

月
　曜

　日
火
　曜

　日
水
　曜

　日
木
　曜

　日
⾦
　曜

　日

醸 造

調
味
⾷
品
科
学

農 芸 化 学

生
産
環
境
化
学

植
物
生
産
化
学

生
物
制
御
化
学

微
生
物
学

前
学
期

資料23



１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

食
品
安
全
解
析
学

実
験
室

食
品
安
全
評
価
学

実
験
室

食
品
利
⽤
安
全
学

実
験
室

分
子
機
能
学

実
験
室

⽣
理
機
能
学

実
験
室

⽣
態
環
境
解
析
学

実
験
室

6
6

臨
床
栄
養
学

実
験
室

実
験
室
１

実
験
室
２

実
験
室

遺
伝
子
実
験
室

食
品
科
学

実
験
室

フー
ドマ
ネ
ジ
メン
ト

実
験
室

フー
ドシ
ス
テ
ム
管
理
学

実
験
室

6
8

計
24

36

研
究
室
及
び
研
究
室
内
実
験
室
台
帳
（
新
研
究
棟
）
前
学
期
（
2/
2）

実
験
室

月
　曜

　日
火
　曜

　日
水
　曜

　日
木
　曜

　日
⾦
　曜

　日

M 食 品 安 全 健 康 学 特 別 演 習 Ⅲ

D 特 別 研 究 指 導 Ⅲ

M 食 品 栄 養 学 特 別 実 験 Ⅲ

M 食 品 栄 養 学 特 別 演 習 Ⅲ

前
学
期

D 特 別 研 究 指 導 Ⅱ

M 食 品 栄 養 学 特 別 実 験 Ⅰ

M 食 品 栄 養 学 特 別 演 習 Ⅰ

M プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 法

D 特 別 研 究 指 導 Ⅰ

D 特 別 研 究 指 導 Ⅲ

M 食 品 安 全 健 康 学 特 別 実 験 Ⅲ

D 特 別 研 究 指 導 Ⅱ

M 食 品 安 全 健 康 学 特 別 実 験 Ⅰ

M 食 品 安 全 健 康 学 特 別 演 習 Ⅰ

D 特 論 科 目

M 英 語 論 文 講 読

D 特 別 研 究 指 導 Ⅰ

D 特 論 科 目

M プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 法

食 品 安 全 健 康 学 食 品 栄 養 学

保
健
栄
養
学

栄
養
⽣
理
化
学

専
攻

研
究
室



１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

実
験
室

小
実
験
室
１

小
実
験
室
２

小
実
験
室
３

小
実
験
室
４

小
実
験
室
５

分
析
実
験
室

遺
伝
子
実
験
室

生
化
学
実
験
室

実
験
室
（
有
機
系
）

実
験
室
（
分
子
生
物
学
系
）

実
験
室

有
機
実
験
室

⾷
料
資
源
理
化
学

P1
実
験
室

栄
養
生
化
学

大
実
験
室

6
15

醸
造
微
生
物
学

大
実
験
室

微
生
物
工
学

実
験
室

発
酵
⾷
品
化
学

実
験
室

酒
類
生
産
科
学

実
験
室

実
験
室
１

実
験
室
２

醸
造
環
境
化
学

実
験
室

6
7

D 論 文 英 語 作 成

D 特 別 研 究 指 導 Ⅱ

M 醸 造 学 特 別 演 習 Ⅳ

M 醸 造 学 特 別 実 験 Ⅳ

D 特 別 研 究 指 導 Ⅲ
調
味
⾷
品
科
学

醸 造

D 英 語 に よ る プ レ ゼ ン テ ー

シ ョ ン

D 特 別 研 究 指 導 Ⅰ

M 醸 造 学 特 別 演 習 Ⅱ

M 醸 造 学 特 別 実 験 Ⅱ

D 特 別 研 究 指 導 Ⅱ

M 農 芸 化 学 特 別 演 習 Ⅳ

M 農 芸 化 学 特 別 実 験 Ⅳ

D 特 別 研 究 指 導 Ⅲ

植
物
生
産
化
学

生
物
制
御
化
学

微
生
物
学

農 芸 化 学

生
産
環
境
化
学

D 特 別 研 究 指 導 Ⅰ

M 農 芸 化 学 特 別 演 習 Ⅱ

M 農 芸 化 学 特 別 実 験 Ⅱ

研
究
室
及
び
研
究
室
内
実
験
室
台
帳
（
新
研
究
棟
）
後
学
期
（
1/
2）

後
学
期

専
攻

研
究
室

実
験
室

月
　曜

　日
火
　曜

　日
水
　曜

　日
木
　曜

　日
⾦
　曜

　日



１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

１
限

２
限

３
限

４
限

５
限

６
限

食
品
安
全
解
析
学

実
験
室

食
品
安
全
評
価
学

実
験
室

食
品
利
⽤
安
全
学

実
験
室

分
子
機
能
学

実
験
室

⽣
理
機
能
学

実
験
室

⽣
態
環
境
解
析
学

実
験
室

6
6

臨
床
栄
養
学

実
験
室

実
験
室
１

実
験
室
２

実
験
室

遺
伝
子
実
験
室

食
品
科
学

実
験
室

フー
ドマ
ネ
ジ
メン
ト

実
験
室

フー
ドシ
ス
テ
ム
管
理
学

実
験
室

6
8

計
24

36

D 特 別 研 究 指 導 Ⅱ

M 食 品 栄 養 学 特 別 演 習 Ⅳ

M 食 品 栄 養 学 特 別 実 験 Ⅳ

D 特 別 研 究 指 導 Ⅲ

保
健
栄
養
学

栄
養
⽣
理
化
学

食 品 栄 養 学

D 特 別 研 究 指 導 Ⅰ

M 食 品 栄 養 学 特 別 演 習 Ⅱ

M 食 品 栄 養 学 特 別 実 験 Ⅱ食 品 安 全 健 康 学 特 別 実 験 Ⅲ

D 特 別 研 究 指 導 Ⅱ

食 品 安 全 健 康 学 特 別 演 習 Ⅳ

食 品 安 全 健 康 学 特 別 実 験 Ⅳ

D 特 別 研 究 指 導 Ⅲ

食 品 安 全 健 康 学

D 特 別 研 究 指 導 Ⅰ

食 品 安 全 健 康 学 特 別 演 習 Ⅲ

研
究
室
及
び
研
究
室
内
実
験
室
台
帳
（
新
研
究
棟
）
後
学
期
（
2/
2）

後
学
期

専
攻

研
究
室

実
験
室

月
　曜

　日
火
　曜

　日
水
　曜

　日
木
　曜

　日
⾦
　曜

　日



基
礎
と
な
る
応
⽤
⽣
物
科
学
部
・
農
芸
化
学
科
、
応
⽤
⽣
物
科
学
研
究
科
・
農
芸
化
学
専
攻
博
⼠
前
期
課
程
（
仮
称
）
と
応
⽤
⽣
物
科
学
研
究
科
・
農
芸
化
学
専
攻
博
⼠
後
期
課
程
（
仮
称
）
と
の
関
連
図

応
⽤
⽣
物
科
学
研
究
科
・
農
芸
化
学
専
攻
博
⼠
後
期
課
程
（
仮
称
）

応
⽤
⽣
物
科
学
研
究
科
・
農
芸
化
学
専
攻
博
⼠
前
期
課
程
（
仮
称
）

応
⽤
⽣
物
科
学
部
・
農
芸
化
学
科

⼟
壌
肥
料
学

植
物
⽣
産
化
学

⽣
物
有
機
化
学

応
⽤
微
⽣
物
学

⾷
料
資
源
理
化
学

栄
養
⽣
化
学

凡
例
 
 
 
 
主
た
る
領
域
を
⽰
す

従
た
る
領
域
を
⽰
す

⾷
品
機
能
・
理
化
学

⾷
品
機
能
・
理
化
学

食 品 機 能 ・

理 化 学

⽣
物
⽣
産
・
環
境
化
学

⽣
物
⽣
産
・
環
境
化
学

生 物 生 産 ・

環 境 化 学

⽣
物
機
能
・
制
御
化
学

⽣
物
機
能
・
制
御
化
学

生 物 機 能 ・

制 御 化 学
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応
⽤
⽣
物
科
学
研
究
科
・
醸
造
学
専
攻
博
⼠
後
期
課
程
（
仮
称
）

応
⽤
⽣
物
科
学
研
究
科
・
醸
造
学
専
攻
博
⼠
前
期
課
程
（
仮
称
）

醸
造
微
⽣
物
学

醸
造
微
⽣
物
学

醸
造
微
⽣
物
学

微
⽣
物
⼯
学

微
⽣
物
⼯
学

微
⽣
物
⼯
学

酒
類
⽣
産
科
学

酒
類
⽣
産
科
学

酒
類
⽣
産
科
学

調
味
⾷
品
科
学

調
味
⾷
品
科
学

調
味
⾷
品
科
学

発
酵
⾷
品
化
学

発
酵
⾷
品
化
学

発
酵
⾷
品
化
学

醸
造
環
境
科
学

醸
造
環
境
科
学

醸
造
環
境
学
分
野

醸
造
環
境
科
学

凡
例
 
 
 
 
主
た
る
領
域
を
⽰
す

従
た
る
領
域
を
⽰
す

醸
造
微
⽣
物
分
野

醸
造
技
術
分
野

応
⽤
⽣
物
科
学
部
・
醸
造
科
学
科

基
礎
と
な
る
応
⽤
⽣
物
科
学
部
・
醸
造
科
学
科
、
応
⽤
⽣
物
科
学
研
究
科
・
醸
造
学
専
攻
博
⼠
前
期
課
程
（
仮
称
）
と
応
⽤
⽣
物
科
学
研
究
科
・
醸
造
学
専
攻
博
⼠
後
期
課
程
（
仮
称
）
と
の
関
連
図



基
礎
と
な
る
応
⽤
⽣
物
科
学
部
⾷
品
安
全
健
康
学
科
、
応
⽤
⽣
物
科
学
研
究
科
⾷
品
安
全
健
康
学
専
攻
博
⼠
前
期
課
程
（
仮
称
）
と
応
⽤
⽣
物
科
学
研
究
科
⾷
品
安
全
健
康
学
専
攻
博
⼠
後
期
課
程
（
仮
称
）
と
の
関
連
図

応
⽤
⽣
物
科
学
研
究
科
⾷
品
安
全
健
康
学
専
攻
博
⼠
後
期
課
程
（
仮
称
）

応
⽤
⽣
物
科
学
研
究
科
⾷
品
安
全
健
康
学
専
攻
博
⼠
前
期
課
程
（
仮
称
）

応
⽤
⽣
物
科
学
部
⾷
品
安
全
健
康
学
科

⽣
体
分
析
科
学

⽣
体
分
析
科
学

⾷
品
安
全
解
析
学

リ
ス
ク
評
価
学

リ
ス
ク
評
価
学

⾷
品
安
全
評
価
学

⾷
品
開
発
学

⾷
品
開
発
学

⾷
品
安
全
利
⽤
学

⽣
理
活
性
物
質
学

⽣
理
活
性
物
質
学

分
⼦
機
能
学

⽣
理
機
能
学

⽣
理
機
能
学

⽣
理
機
能
学

⽣
体
環
境
解
析
学

⽣
体
環
境
解
析
学

⽣
体
環
境
解
析
学

ケ
ミ
カ
ル
ト
キ
シ
コ
ロ
ジ
ー

凡
例
 
 
 
 
主
た
る
領
域
を
⽰
す

 
 
 
 
 
 
 
従
た
る
領
域
を
⽰
す

 
 
 
 

⾷ 品 安 全 科 学 健 康 機 能 科 学



基
礎
と
な
る
応
⽤
⽣
物
科
学
部
栄
養
科
学
科
、
応
⽤
⽣
物
科
学
研
究
科
⾷
品
栄
養
学
専
攻
博
⼠
前
期
課
程
（
仮
称
）
と
応
⽤
⽣
物
科
学
研
究
科
⾷
品
栄
養
学
専
攻
博
⼠
後
期
課
程
（
仮
称
）
と
の
関
連
図

応
⽤
⽣
物
科
学
研
究
科
⾷
品
栄
養
学
専
攻
博
⼠
後
期
課
程
（
仮
称
）

応
⽤
⽣
物
科
学
研
究
科
⾷
品
栄
養
学
専
攻
博
⼠
前
期
課
程
（
仮
称
）

応
⽤
⽣
物
科
学
部
栄
養
科
学
科

調
理
科
学

調
理
科
学

フ
ー
ド
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
管
理
学

フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
管
理
学

フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
管
理
学

⾷
品
⽣
化
学

⾷
品
⽣
化
学

⾷
品
科
学

保
健
栄
養
学

保
健
栄
養
学

保
健
栄
養
学

栄
養
⽣
理
学

栄
養
⽣
理
学

栄
養
⽣
理
化
学

臨
床
栄
養
学

臨
床
栄
養
学

臨
床
栄
養
学

凡
例
 
 
 
 
主
た
る
領
域
を
⽰
す

従
た
る
領
域
を
⽰
す

⾷ 品 栄 養 学 ⼈ 間 栄 養 学
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【東京農業大学ホームページによる情報公表の項目】（http://www.nodai.ac.jp/open/index.html）

I．教育研究上の基礎的な情報
１．学部、学科、課程、研究科、専攻ごとの名称及び教育研究上の目的
２．専任教員数
３．校地・校舎等の施設その他の学生の教育研究環境（※１）

1)交通アクセス
2)校舎等配置図
3)教室・学生会館等

４．授業料、入学料その他の大学等が徴収する費用
II．修学上の情報等
１．教員組織、各教員が有する学位及び業績
　　組織図・役割分担
　　年齢構成
２．入学者に関する受入れ方針、入学者数、収容定員、在学者数、卒業(修了)者数、進学者数、就職者数

1)入学者に関する受入れ方針(アドミッション・ポリシー)
2)入学者数･収容定員(平成30年度)
3)入学者の推移
4)在学者数(平成30年度)
5)学位授与数(平成29年度)
6)卒業者数・進路状況(平成29年度)
7)産業別・職業別等就職状況(平成29年度)
8)就職先一覧(平成29年度)
9)就職支援プログラム(平成30年度)
10)就職対策講座(平成30年度)

３．授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画（シラバス又は年間授業計画の概要）
1)シラバス
2)年間行事計画
3)授業科目(方法及び内容)

４．学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準（必修・選択・自由科目別の
　　必要単位修得数及び取得可能学位）

1)学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）
2)授業科目の概要
3)単位・授業・履修
4)試験
5)成績(評価)・進級
6)卒業要件等
7)時間割

５．学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援
1)修学支援
2)健康管理
3)課外活動
4)進路選択

６．教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報(※２)
　　教育研究上の目的及びカリキュラム・ポリシー

1)履修モデル
2)学生生活に関すること

III.国際交流・社会貢献等
１．留学生数及び海外派遣学生数
２．協定相手校
３．社会貢献活動
４．大学間連携・産官学連携
IV.財務情報
１．学生生徒数
２．事業報告書
３．収支計算書
４．貸借対照表
５．財産目録
６．監事による監査報告書
Ⅴ．教職課程に関する情報公表

※１．キャンパス概要、運動施設概要及びその他の学習環境、主な交通手段等
※２．履修モデルの設定、主要科目の特長、科目ごとの目標等
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